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第１編 地震災害対策計画 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

第２ 他の計画等との関係  

２ 市の総合計画及び強靭化地域計画との関係 

この計画は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法及び地震

防災対策特別措置法の関係法令並びに国及び県の計画等に基づくも

のですが、この計画に係る施策又は事業等については、小田原市総合

計画及び強靭化地域計画との整合を図り、推進します。 

 

第３ 計画の構成及び内容 

「小田原市地域防災計画」は、「地震災害対策計画」、「風水害対策

計画（水防計画）」、「特殊災害対策計画」の 3 編及び「資料編」で構

成しています。（略） 

 

 

 

 

 

 

第１編 地震災害対策計画 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

第２ 他の計画等との関係 

２ 市の総合計画との関係 

この計画は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法及び地震

防災対策特別措置法の関係法令並びに国及び県の計画等に基づくも

のですが、この計画に係る施策又は事業等については、小田原市総合

計画との整合を図り、推進します。 

 

第３ 計画の構成及び内容 

「小田原市地域防災計画」は、「地震災害対策計画」、「風水害対策

計画（小田原市水防計画）」、「特殊災害対策計画」の 3 編及び「資料

編」で構成しています。（略） 
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また、「地震災害対策計画」は、次の各対策で構成しています。 

表 地震災害対策計画の構成 

構 成 内 容 

第１章 地震災害対策の

計画的な推進 

市への影響が懸念される地震とその地震による想定被害、市

及び防災関係機関等が震災に対して処理すべき業務の大綱等 

第２章 都市の安全性の

向上 

地震による被害を未然に防止、軽減するため、市及び防災関

係機関等が行う施設整備等の予防対策 

第３章 災害時応急活動

事前対策の充実 

地震災害時に応急活動を実施するため、市及び防災関係機関

等が日頃から行う対策、必要な取り決め、措置等 

第４章 災害時の応急活

動対策 

地震災害発生時に、市災害対策本部及び防災関係機関等が行

う災害応急対策に関する体制、措置等 

第５章 復旧・復興対策 
被災者の生活支援や自立+復興の促進等、市民生活の早期回復

と生活安定を図るための措置、公共施設の復旧事業等 

第６章 東海地震に関す

る事前対策 

東海地震に係わる警戒宣言が発せられた場合における市、防

災関係機関、市民及び事業者がとるべき措置等 

第７章 南海トラフ地震

防災対策推進計

画 

南海トラフ地震に係る臨時情報の発表時の対応や、地震防災

対策推進地域として必要とされる対策等 

第２節 市の自然的、社会的条件 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

市は、県の西部に位置し、東京から南西約 80kmの距離にあたりま

す。市域は、東西 17.5km、南北 16.9km、面積 113.60km2で、南西部

は真鶴町・湯河原町・箱根町に、北部は南足柄市・開成町・大井町に、

東部は中井町・二宮町にそれぞれ接し、南部は相模湾に面しています。 

２ 地形 

（２）水系 

市内を流れる主な河川には酒匂川、狩川、早川、山王川、森戸川及

び中村川等があります。 

酒匂川はその源を富士山の東麓に発する鮎沢川が静岡県小山町で須

川と合流した後、山北町川西で河内川と合流して酒匂川となり、山北

また、「地震災害対策計画」は、次の各対策で構成しています。 

表 地震災害対策計画の構成 

構 成 内 容 

第１章 地震災害対策の

計画的な推進 

市への影響が懸念される地震とその地震による想定被害、市

及び防災関係機関等が震災に対して処理すべき業務の大綱等 

第２章 都市の安全性の

向上 

地震による被害を未然に防止、軽減するため、市及び防災関

係機関等が行う施設整備等の予防対策 

第３章 災害時応急活動

事前対策の充実 

地震災害時に応急活動を実施するため、市及び防災関係機関

等が日頃から行う対策、必要な取り決め、措置等 

第４章 災害時の応急活

動対策 

地震災害発生時に、市災害対策本部及び防災関係機関等が行

う災害応急対策に関する体制、措置等 

第５章 復旧・復興対策 
被災者の生活支援や自立+復興の促進等、市民生活の早期回復

と生活安定を図るための措置、公共施設の復旧事業等 

第６章 東海地震に関す

る事前対策 

東海地震に係わる警戒宣言が発せられた場合における市、防

災関係機関、市民及び事業者がとるべき措置等 

第７章 南海トラフ地震

に係る防災対策 

南海トラフ地震に係る地震防災対策推進地域として必要とさ

れる対策等 

第２節 市の自然的、社会的条件 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

市は、県の西部に位置し、東京から南西約 80kmの距離にあたりま

す。市域は、東西 17.5km、南北 16.9km、面積 114.06km2で、南西部

は真鶴町・湯河原町・箱根町に、北部は南足柄市・開成町・大井町に、

東部は中井町・二宮町にそれぞれ接し、南部は相模湾に面しています。 

２ 地形 

（２）水系 

市内を流れる主な河川には酒匂川、狩川、早川、山王川、森戸川及

び中村川等があります。 

酒匂川はその源を富士山の東麓に発し、小山で須川、川西で河内川、

山北町で皆瀬川、松田町で川音川をあわせ、市内飯泉橋の上手で箱根
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町山北で皆瀬川、松田町で川音川をあわせ、市内飯泉橋の上手で箱根

山地の東辺を流れる狩川を合流して相模湾に注いでいます。その全流

域面積は582km2、耕地灌漑面積18.6km2で足柄平野の大動脈をなし、

市の排水並びに灌漑用水、さらに上流では発電等に利用され、重要な

役割を果しています。  

早川はその源を箱根山の火口原湖、芦ノ湖に発し、仙石原、宮城野

を過ぎ、外輪山を横断して箱根町湯本にて須雲川と合流、大窪、早川

地区の間をぬって相模湾に注いでいます。その流域は面積

107.36km2、耕地灌漑は面積 0.02km2となっており、灌漑用水以外に、

上流では発電に利用されています。(略) 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

（略） 

令和２年国勢調査では、令和２年 10 月 1日現在、市の人口は、

188,856人、世帯数は 81,864世帯です。また、人口密度は 1,662人

／km2となっています。 

 

 

 

 

 

 

山地の東辺を流れる狩川を合流して相模湾に注いでいます。その全流

域面積は582km2、耕地灌漑面積18.6km2で足柄平野の大動脈をなし、

市の排水並びに灌漑用水、さらに上流では発電等に利用され、重要な

役割を果しています。  

 

早川はその源を箱根山の火口原湖、芦ノ湖に発し、仙石、宮城野を

過ぎ、外輪山を横断して箱根町湯本にでて須雲川を合流、大窪、早川

地区の間をぬって相模湾に注いでいます。その流域は面積

107.36km2、耕地灌漑は面積 0.02km2となっており、灌漑用水以外に、

上流では発電に利用されています。 (略) 

 

第２ 社会的条件 

１ 人口 

（略） 

平成 27年国勢調査では、平成 27年 10月 1日現在、市の人口は、

194,086人、世帯数は 79,120世帯です。また、1km2あたりの人口密

度は 1,705人／km2となっています。 
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表 人口・世帯数の推移 

調 査 年 月 日 
人 口 世 帯 

数 
備 考 

総数 男 女 

昭和 15年 12月 20日 54,699 27,431 27,268 10,749 市制施行時点 

昭和 25 年 10 月 1 日 75,334 36,595 38,739 15,465 国勢調査 

昭和 30 年 10 月 1 日 113,099 55,656 57,443 22,295 国勢調査 

昭和 35 年 10 月 1 日 124,813 61,494 63,319 26,162 国勢調査 

昭和 40 年 10 月 1 日 143,377 70,926 72,451 33,649 国勢調査 

昭和 45 年 10 月 1 日 156,654 77,491 79,163 40,169 国勢調査 

昭和 50 年 10 月 1 日 173,519 85,911 87,608 47,253 国勢調査 

昭和 55 年 10 月 1 日 177,467 87,626 89,841 51,809 国勢調査 

昭和 60 年 10 月 1 日 185,941 92,046 93,895 56,193 国勢調査 

平成 2 年 10 月 1 日 193,417 95,677 97,740 61,360 国勢調査 

平成 7 年 10 月 1 日 200,103 99,171 100,932 67,916 国勢調査 

平成 12 年 10 月 1 日 200,173 98,675 101,498 71,532 国勢調査 

平成 17 年 10 月 1 日 198,741 97,501 101,240 74,291 国勢調査 

平成 22 年 10 月 1 日 198,327 96,839 101,488 77,793 国勢調査 

平成 27 年 10 月 1 日 194,086 94,679 99,389 79,120 国勢調査 

令和 2 年 10 月 1 日 188,856 91,321 97,535 81,864 国勢調査 

 

２ 土地利用  

（１）土地利用概況 

市の面積は、11,360haであり、そのうち人口集中地域の面積は

3,030haで市域の約 27%にあたります。 

市域の約 48%にあたる 5,552haが農用地等として保全すべき農業振興

地域に指定されています。また、森林面積は 4,217haで市域の約 37%

にあたります。 

現在の市の土地利用は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

表 人口・世帯数の推移 

調 査 年 月 日 
人 口 世 帯 

数 
備 考 

総数 男 女 

昭和 15年 12月 20日 54,699 27,431 27,268 10,749 市制施行時点 

昭和 25 年 10 月 1 日 75,334 36,595 38,739 15,465 国勢調査 

昭和 30 年 10 月 1 日 113,099 55,656 57,443 22,295 国勢調査 

昭和 35 年 10 月 1 日 124,813 61,494 63,319 26,162 国勢調査 

昭和 40 年 10 月 1 日 143,377 70,926 72,451 33,649 国勢調査 

昭和 45 年 10 月 1 日 156,654 77,491 79,163 40,169 国勢調査 

昭和 50 年 10 月 1 日 173,519 85,911 87,608 47,253 国勢調査 

昭和 55 年 10 月 1 日 177,467 87,626 89,841 51,809 国勢調査 

昭和 60 年 10 月 1 日 185,941 92,046 93,895 56,193 国勢調査 

平成 2 年 10 月 1 日 193,417 95,677 97,740 61,360 国勢調査 

平成 7 年 10 月 1 日 200,103 99,171 100,932 67,916 国勢調査 

平成 12 年 10 月 1 日 200,173 98,675 101,498 71,532 国勢調査 

平成 17 年 10 月 1 日 198,741 97,501 101,240 74,291 国勢調査 

平成 22 年 10 月 1 日 198,327 96,839 101,488 77,793 国勢調査 

平成 27 年 10 月 1 日 194,086 94,679 99,389 79,120 国勢調査 

      

 

２ 土地利用  

（１）土地利用概況 

市の面積は、11,381haであり、そのうち人口集中地域の面積は

3,020haで市域の約 27%にあたります。 

市域の約 48%にあたる 5,552haが農用地等として保全すべき農業振興

地域に指定されています。また、森林面積は 4,267haで市域の約 37%

にあたります。 

現在の市の土地利用は次のとおりです。 
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表 土地利用状況 

    （単位 ha） 

田 畑 宅地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 合計 

543.12  1,860.97  1,980.85  1.64  1,831.48   4.06 1,333.33 665.13  2,282.93  10,503.51  

 ※ 河川等を除く 

 

第３節 地震被害の想定 

第２ 想定結果 

県の地震被害想定調査の結果から市内の被害を抜粋し、次に示しま

す。 

表 市内の被害想定調査結果一覧 

（次ページ参照） 

 

表 土地利用状況 

     （単位 ha） 

田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 合計 

593.9  1,910.6  1,927.8  1.6  1,827.1  1,355.8  645.1  2,217.5  10,479.4  

   ※ 河川等を除く 

 

第３節 地震被害の想定 

第２ 想定結果 

県の地震被害想定調査の結果から市内の被害を抜粋し、次に示しま

す。 

表 市内の被害想定調査結果一覧 

（次ページ参照） 
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東海
地震

（中略）

（参考）
相模トラフ
沿いの

最大クラス
の地震
(西側モデ

ル)

（参考）
慶長型
地震

（参考）
明応型
地震

8.0 8.7 8.5 8.4

（人） * 5,000

（人） * 3,670 70 *

負傷者数 （人） 240 10,390 * *

うち重症者数 （人） * 770 0 0

（棟） 90 29,320

（棟） 1,080 15,180

（棟） 20 1,680 330 20

（棟） 270 1,490 460 200

（件） 0 100

（棟） 0 6,780

（人） 0 5,340

高齢者 （人） 260 14,940

要介護3以上 （人） 70 4,180

（台） 20 180

電力 停電件数 （軒） 152,030 152,030

都市ｶﾞｽ 供給停止件数 （戸） 0 35,690

LPｶﾞｽ 供給支障数 （戸） 0 930

上水道 断水人口（直後） （人） 1,390 180,820

下水道 機能支障人口 （人） 2,730 25,270

通信 不通回線数 （回線） 69,100 70,600

（人） 2,360 137,620

（人） 1,740 121,860

（人） 14,520 14,520

（人） 0 14,520

（万ﾄﾝ） 5 592震災廃棄物

自力脱出困難者数

要

配

慮

者

避難
者数

エレベータ停止台数

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

避難
者数

1日後

1ヶ月後

全壊棟数

半壊棟数

帰宅
困難
者数

直後

2日後

火災
被害

出火件数

焼失棟数

マグニチュード

（中略）

人的
被害

死者数

死者数（津波による）

建物
被害

全壊棟数

半壊棟数

建物
被害
(津波)

想定

項目

東海
地震

（中略）

（参考）
相模トラフ
沿いの

最大クラス
の地震

（参考）
慶長型
地震

（参考）
明応型
地震

8.0 8.7 8.5 8.4

（人） * 1,330

（人） * 830 70 *

負傷者数 （人） 240 10,090 * *

うち重症者数 （人） * 750 0 0

（棟） 90 28,480

（棟） 1,080 14,090

（棟） 20 560 330 20

（棟） 270 350 460 200

（件） 0 100

（棟） 0 6,780

（人） 0 5,340

高齢者 （人） 260 14,210

要介護3以上 （人） 70 3,970

（台） 20 180

電力 停電件数 （軒） 152,030 152,030

都市ｶﾞｽ 供給停止件数 （戸） 0 35,690

LPｶﾞｽ 供給支障数 （戸） 0 930

上水道 断水人口（直後） （人） 1,390 180,820

下水道 機能支障人口 （人） 2,730 25,270

通信 不通回線数 （回線） 69,100 70,420

（人） 2,360 130,950

（人） 1,740 116,170

（人） 14,520 14,520

（人） 0 14,520

（万ﾄﾝ） 5 575

人的
被害

死者数

死者数（津波による）

マグニチュード

（中略）

建物
被害

全壊棟数

半壊棟数

建物
被害
(津波)

全壊棟数

半壊棟数

火災
被害

出火件数

焼失棟数

自力脱出困難者数

要
配

慮
者

避難
者数

震災廃棄物

エレベータ停止台数

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

避難
者数

1日後

1ヶ月後

帰宅
困難
者数

直後

2日後

想定

項目
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頁 改正後 改正前 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

第３ 津波による被害想定結果 

１ 津波による被害 

県の地震被害想定調査結果から津波による被害を抜粋し、次に示し

ます。 

 

表 市内の津波による被害 

（冬 18時） 

 

想定地震 

 

項目 

東

海 

地

震 

（中略） 

（参考） 

相模トラフ 

沿いの 

最大クラス

の地震 

（西側モデ

ル） 

（参考） 

慶長型

地震 

（参考） 

明応型

地震 

津

波

被

害 

人的 

被害 
死者数 （人） ＊ （中略） 3,670 70 ＊ 

建物 

被害 

全壊棟数（棟） 20 （中略） 1,680 330 20 

半壊棟数（棟） 270 （中略） 1,490 460 200 

※ ＊＝わずか（0.5以上 10 未満）、0＝0.5未満 

 

３ 津波災害警戒区域 

市では、令和元年 12月に指定された津波災害警戒区域を中心とし

て、「津波防災地域づくり推進計画」に基づき津波対策に取り組んで

います。 

第３ 津波による被害想定結果 

１ 津波による被害 

県の地震被害想定調査結果から津波による被害を抜粋し、次に示し

ます。 

 

表 市内の津波による被害 

（冬 18時） 

 

想定地震 

 

項目 

東

海 

地

震 

（中略） 

（参考） 

相模トラフ 

沿いの 

最大クラス

の地震 

 

（参考） 

慶長型

地震 

（参考） 

明応型

地震 

津

波

被

害 

人的 

被害 
死者数 （人） ＊ （中略） 830 70 ＊ 

建物 

被害 

全壊棟数（棟） 20 （中略） 560 330 20 

半壊棟数（棟） 270 （中略） 350 460 200 

※ ＊＝わずか（0.5以上 10 未満）、0＝0.5未満 

 

３ 市内における海抜 10ｍ以下の地域 

市では、甚大な津波被害を生じた東日本大震災を受け、海抜 10m

以下の地域を中心として、津波対策に取り組んでいます。次に市内に

おける海抜 10m 以下の地域を示します。 
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頁 改正後 改正前 
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頁 改正後 改正前 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

第４節 地震災害対策計画策定のための条件 

第２ 長期的目標（5か年超） 

 

 

 

第５節 計画の推進主体とその役割 

第１ 計画の進め方 

４ 市の受援計画の策定 

市は、災害等が発生した際に、限られた人的資源および物的資源を

非常時優先業務に効果的・効率的に配分・配置し、市職員と応援職員

等が連携し災害対応を行えるよう市受援計画を策定します。 

５ 市強靭化地域計画の策定 

 市は、強さとしなやかさを備えた持続可能な都市づくりを推進する

ため、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靱化基本法」第 13条に基づき、本市の強靱化に関する

取組の方向性を示すものとして市強靱化地域計画を策定します。 

 

第３ 市民及び企業等の責務 

１ 市民 

ア 「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低 3

日分、推奨１週間分の食料・飲料水（1 人 3 リットルが 1日分

の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、

体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバ

第４節 地震災害対策計画策定のための条件 

第２ 中・長期的目標（5か年超） 

 

 

 

第５節 計画の推進主体とその役割 

第１ 計画の進め方 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 市民及び企業等の責務 

１ 市民 

ア 「自らの身は、自ら守る」という自主防災の観点から、最低 3

日分、推奨１週間分の食料・飲料水（1 人 3 リットルが 1日分

の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー、等の備蓄や家具・

ブロック塀等の転倒防止対策、災害時の家族の連絡体制、行動
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ッテリー等の備蓄や、自動車へのこまめな満タン給油、家具・

ブロック塀等の転倒防止対策、災害時の家族の連絡体制、行動

についてのルールづくり、飼い主による家庭動物との同行避難

や避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に

向けた事前の備え等、自らが防災対策を行います。 

（略） 

オ  平時から、地域の災害リスクや避難経路の安全性等を確認 

し、災害時取るべき行動を自ら判断するよう努めます。また、 

災害の危険が高まった時には、「これまでも大丈夫だった」 

「自分だけは大丈夫」という意識から避難が遅れることがな 

いよう、自治体等からの情報を確認し、自らの判断で適時適 

切な避難行動をとります。  

 

第４ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

（11）関東総合通信局 

ア 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

イ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出し 

ウ 非常災害時における重要通信の疎通を確認するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等に

より許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

エ 災害時テレコム支援チーム（MIC―TEAM）による災害対応支援 

オ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

についてのルールづくり、飼い主による家庭動物との同行避難

や避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に

向けた事前の備え等、自らが防災対策を行います。 

 

 

（略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

第４ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

３ 指定地方行政機関 

（11）関東総合通信局 

ア 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関

すること 

イ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車の貸出しに

関すること 

ウ 非常災害時における重要通信の疎通を確認するため、無線局の開

局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭等に

より許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施に関すること 
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頁 改正後 改正前 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定公共機関 

（７）ＫＤＤＩ(株)、ソフトバンク（株） 

ア 電気通信施設の整備及び保全 

イ 災害時における電気通信の疎通 

 

（８）ガス供給機関（小田原ガス(株)） 

ア 被災地に対する燃料供給の確保 

イ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

 

 

 

 

７ 自衛隊 

ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

ウ 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

エ 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又

は応急復旧 

オ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付け及び

譲与 

カ 民間事業者等への移行までの応急対策として災害廃棄物の撤去 

 

 

４ 指定公共機関 

（７）ＫＤＤＩ(株) 

ア 電気通信施設の整備及び保全 

イ 災害時における電気通信の疎通 

 

（８）ガス供給機関（小田原瓦斯(株)） 

ア 被災地に対する燃料供給の確保 

イ ガス供給施設の被害調査及び復旧 

 

 

 

 

７ 自衛隊 

ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

ウ 神奈川県地域防災計画に合わせた防災に関する訓練の実施 

エ 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又

は応急復旧 

オ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付け及び

譲与 
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頁 改正後 改正前 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市の安全性の向上 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

市及び関係機関が実施する各種都市基盤整備関連事業等を、都市の

防災化の観点からとらえるとともに、自然災害に対して被害を最小化

する「減災」の考えも踏まえ、これを総合的に推進し、都市構造の安

全性を向上させ災害に強い都市基盤の整備を実現するための基本的

な方向を定めます。 

また、災害の危険性等地域の実情に応じて，優先度の高い避難行動

要支援者から個別避難計画を作成するとともに、立地適正化計画等を

踏まえ、住宅を安全な立地に誘導するなど、まちづくりにおける安全

性の確保を促進するよう努めます。 

 

第３ 防火地域・準防火地域の指定 

市は、建物が密集する商業地や住宅地においては、用途地域や容積

率に応じて、防火地域又は準防火地域を指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市の安全性の向上 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

市及び関係機関が実施する各種都市基盤整備関連事業等を、都市の

防災化の観点からとらえるとともに、自然災害に対して被害を最小化

する「減災」の考えも踏まえ、これを総合的に推進し、都市構造の安

全性を向上させ災害に強い都市基盤の整備を実現するための基本的

な方向を定めます。 

 

 

 

 

 

第３ 防火地域・準防火地域の指定 

市は、都市計画法第 8 条第 1 項第 5 号に基づく防火地域・準防火

地域の指定には、用途地域や容積率との連携を基本に、避難場所、緊

急輸送道路等、防災拠点等も考慮して、その拡大を図ります。 
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頁 改正後 改正前 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 津波対策 

津波は、海底地盤の変位（隆起、沈降）により発生するため、海底

を震源地とする大地震が発生した場合に起こることが多いです。津波

は、海底地震の震源の場所、地震の規模、更に震源の深さと震源地の

海底の深さ並びに海岸線の形態により、津波の規模階級、来襲時間周

期が異なります。 

特に本市の場合は、相模湾の比較的浅い海底下を震源とする地震が

発生した場合きわめて短時間に津波の来襲が予測されます。 

平成 27年に公表された「津波浸水予測図」では、相模トラフ沿いの

海溝型地震(西側モデル)が発生した際、揺れ始めから最短１分で最大

津波が到達するとされています。 

また、令和元年 12月には津波災害警戒区域に指定されたことを受

け、住民ワークショップなどを開催し、そこでいただいた意見等を踏

まえ、令和３年６月に「津波防災地域づくり推進計画」を策定しまし

た。 

第１ 津波災害対策のための基本的な考え方 

最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」た

め、「いのちを守り 地域を守る 未来に向かって持続可能なまちづ

くり」を基本方針に掲げる「小田原市津波防災地域づくり推進計画」

に基づき、ハード・ソフトの様々な施策を多重防御の考え方で推進し

ていきます。 

 

第２ 小田原方式避難要領 

第４節 津波対策 

津波は、海底地盤の変位（隆起、沈降）により発生するため、海底

を震源地とする大地震が発生した場合に起こることが多いです。津波

は、海底地震の震源の場所、地震の規模、更に震源の深さと震源地の

海底の深さ並びに海岸線の形態により、津波の規模階級、来襲時間周

期が異なります。 

特に本市の場合は、相模湾の比較的浅い海底下を震源とする地震が

発生した場合きわめて短時間に津波の来襲が予測されます。 

また、東日本大震災の発生を踏まえて平成 23年 6月に「津波対策の

推進に関する法律（平成 23年法律第 77号）」が制定されました。市

は、この法律に基づき、津波に関する防災教育及び訓練の実施、避難

場所、避難経路の指定、津波避難施設の指定等の津波避難対策を実施

します。 

津波が発生した場合には、津波警報の伝達や避難誘導等の「公助」

は間に合わない場合もあることから、市民の「自助」「共助」による

迅速な避難行動が重要となります。 

市は、平常時から津波防災意識の啓発に努めるとともに、漁港にお

ける船舶津波対策及び航路障害物の流出防止対策等、沿岸部の状況に

応じた津波対策を関係機関と行います。 

 

第１ 津波災害対策のための基本的な考え方 

津波災害対策の検討に当たっては、次の 2つのレベルの津波を想定

することを基本とします。 
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最短で 1分で海岸線に到達すると想定されている本市の津波の特

徴を捉え、住民ワークショップにおいて議論を重ね、「小田原方式津

波避難要領」を次のとおり定めました。 

１ 津波避難の基本的考え方 

 ※ ここでいう「津波避難の基本的考え方」は、避難が必要な、津

波災害警戒区域内にいる人を対象としています。 

 

いつ 

「揺れだ！津波だ！すぐ避難！」をスローガンとして、 

今まで感じたことのないような強い揺れを感じた時は、 

津波警報等を待つことなく、動けるようになったら直ちに避難開始 

どこへ 

津波災害警戒区域外に確実に到達できる人は、区域外へ！（水平避難） 

それ以外の人は、基準水位２ｍ以下の２階以上へ！（垂直避難） 

 

原則は、津波災害警戒区域外への水平避難を推奨しますが、この垂

直避難の考え方は、100％の確実性を保証するものではなく、避難時

間が極めて短いといった本市の津波避難の特性を十分に理解したう

えで、住民一人ひとりが事前にハザードマップで自宅等のリスクを正

しく理解し、避難場所や避難経路を検討した上で、自ら判断して避難

要領を決定し、一人でも多くの住民の命が助かるようにしようとする

ものです。 

 

１ 発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす

最大クラスの津波 

最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優先と

して、住民等の避難を軸に、そのための住民の防災意識の向上及び津

波一時避難施設や避難路の整備・確保などの警戒避難体制の整備等の

対策を講じるものとします。 

２ 最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの

大きな被害をもたらす津波 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に加

え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠点の

確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進めるものとします。 

第２ 津波に強いまちづくり 

１ 津波避難を考慮したまちづくり 

津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため、徒歩による避難を

原則として、地域の実情を踏まえつつ、避難場所、避難路の確保など、

できるだけ短時間で避難が可能となるようなまちづくりを目指しま

す。 

地理的条件や土地利用の実態など地域の状況によりこのような対

応が困難な地域については、津波到達時間などを考慮して、民間施設

の活用による避難場所の確保などに努めます。 

２ 津波防災の観点からのまちづくり 

市は、市地域防災計画、都市計画等の計画相互の有機的な連携を図

るため、日常の計画行政から関係部局による共同の取組を進め、防災
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第３ 津波災害対策に向けた取組（ソフト対策） 

１ 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23年法律 123号)に基づ

く取組 

津波防災地域づくりに関する法律第 53条第１項により、市内にお

ける「津波浸水想定」に基づき、知事が警戒体制を特に整備すべき土

地の区域を「津波災害警戒区域」として令和元年 12月 24日に指定を

行いました。 

これにより、市は、次の事項について定めます。 

（１）警戒区域ごとに津波情報等の収集及び伝達並びに津波警報等の

発令及び伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津

波に係る防災訓練に関する事項その他警戒区域における津波による

人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 

（２）警戒区域内の、次の施設（以下「避難促進施設」という。）で

あって、利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保す

る必要があるものの名称及び所在地 

ア 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。） 

（３）地域防災計画に名称及び所在地を定められた避難促進施設の利

用者の津波発生時における円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよ

う、津波情報等及び津波警報等の伝達に関する事項 

２ 津波ハザードマップの作成 

 市は、情報伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項その他警

戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等

の観点を取り入れたまちづくりに努めます。 

 

３ 公共施設、要配慮者に関わる施設等の整備 

市は、公共施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ

浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得

ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には、建築物の耐浪化、非

常用電源の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄

など施設の防災拠点化を図るとともに、中長期的には浸水の危険性の

より低い場所への誘導を図るものとします。 

第３ 津波災害対策に向けた取組 

１ 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23年法律 123号)に基づ

く取り組み 

津波防災地域づくりに関する法律第 53条第１項により、市内にお

ける「津波浸水想定」に基づき、知事が警戒体制を特に整備すべき土

地の区域を「津波災害警戒区域」として令和元年 12月 24日に指定を

行いました。 

これにより、市は、次の事項について定めます。 

（１）警戒区域ごとに津波情報等の収集及び伝達並びに津波警報等の

発令及び伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、津

波に係る防災訓練に関する事項その他警戒区域における津波による

人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項 

（２）警戒区域内の、次の施設（以下「避難促進施設」という。）で

あって、利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保す
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に周知するため、基準水位を表示した図面にこれらの事項を記載した

印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講じます。 

３ 津波情報伝達体制の整備 

市は、住民のほか、海浜利用者が的確に避難するため、防災行政無

線をはじめとする様々な津波情報の伝達体制を着実に整備していき

ます。 

４ 徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・

交通事故等が発生するおそれがあることから、津波発生時の避難につ

いては、徒歩によることを原則とします。 

市は、防災訓練や防災教室等において継続的な啓発を行うなど、徒歩

避難の原則の周知に努めます。 

５ 津波一時避難施設の指定・協定 

内閣府で公表している「津波避難ビル等に係る事例集」を参考にし、

地理的条件等を考慮し、安全かつ迅速に避難できる津波一時避難施設

の指定・協定の締結を進めます。 

 

◆資料 5-4： 津波一時避難施設一覧 

◆協定 15-1：津波発生時における一時避難施設としての使用に関す

る協定書 

７ 小田原方式津波避難要領の安全性を高めるための取組 

（１）水平避難を安全にするための対策 

避難する木造建築物が地震の揺れによって倒壊してしまわないよ

る必要があるものの名称及び所在地 

ア 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設（以下「要配慮者利用施設」という。） 

（３）地域防災計画に名称及び所在地を定められた避難促進施設の利

用者の津波発生時における円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよ

う、津波情報等及び津波警報等の伝達に関する事項 

２ 市の取り組み 

 市は、情報伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項その他警

戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等

に周知するため、基準水位を表示した図面にこれらの事項を記載した

印刷物（ハザードマップ等）の配布その他の必要な措置を講じます。 

また、津波浸水想定を踏まえ、計画の中で様々な主体が実施するハ

ード・ソフト施策を如何に組み合わせ、最大クラスの津波に対応して

どのように津波防災地域づくりを進めていくか推進計画を定め、推進

します。 

３ 避難促進施設の取り組み 

避難促進施設の所有者又は管理者は、単独又は共同して、防災体制

に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓練・防災教育の実施に

関する事項その他利用者の津波発生時の迅速な避難の確保を図るた

めに必要な措置に関する事項の計画を作成し、市長に報告するととも

に、公表します。また、当該計画に基づき避難訓練を実施し、その結

果を市長に報告します。 

第４ 津波避難施設の整備 
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うに耐震化されていること、屋内の避難行動を阻害しないように家具

等の転倒防止施策を徹底する必要があります。 

（２）垂直避難を安全にするための対策 

地震の揺れにより建物が倒壊してしまわないように耐震化されて

いること、日ごろから寝るときは２階で寝るようにするなど、取り組

める行動を積み重ねる必要があります。 

平家建てや基準水位が２ｍ以上の地区にお住まいの方も、日ごろか

ら隣近所の付き合いをよく行い、地震発生時は基準水位が２ｍ以下の

２階以上のお宅等へ避難させてもらう約束をしておくなどで、命を守

る行動につなげることができます。 

また、家屋の建て替えの際は、津波災害警戒区域外への移住の検討

や、基礎の嵩上げ、２階以上の構造にするなど、津波対策を意識して

建て替えを検討する必要があります。 

 

第４ 要配慮者の津波避難対策（ソフト対策） 

１ 津波避難確保計画の作成と訓練の実施 

避難促進施設（要配慮者利用施設）の所有者又は管理者は、単独又

は共同して、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難訓

練・防災教育の実施に関する事項その他利用者の津波発生時の迅速な

避難の確保を図るために必要な措置に関する事項の計画を作成し、市

長に報告するとともに、公表します。また、当該計画に基づき避難訓

練を実施し、その結果を市長に報告します。 

２ 個別避難計画の策定 

市は、津波により浸水するおそれのある地域において、公共施設等

を整備するときは、当該地域における一時的な避難場所としての機能

その他の津波に関する防災上の機能を備えたものとなるよう配慮し

ます。 

第５ 伝達監視体制の整備 

市は、住民のほか、海浜利用者が的確に避難するため、防災行政無

線通信施設等を充実し、津波情報伝達体制、津波監視体制の強化等を

図ります。 

第６ 避難対策 

１ 避難対象地域の指定 

市は、想定される最大津波高をもとに安全性を考慮した津波高を求

め、浸水の範囲や深さ等を地図に表した「津波ハザードマップ」を作

成するとともに、避難対象地域の指定を検討します。 

２ 避難体制の整備 

市は、津波発生時における適切な避難対策を実施するため、地域住

民と協働して津波避難計画を早期に策定し、避難場所、避難経路の周

知を図るとともに、「避難勧告等に関するガイドライン」を参考に避

難勧告及び指示の発令の判断基準や具体的な考え方等を定めます。 

また、避難計画を策定する場合には、要配慮者等、避難について特

に配慮を要する者の津波からの避難について留意します。 

＜津波避難指示（緊急）等の市民への伝達手段＞ 
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市は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参

考に、避難支援等関係者と連携した、避難行動要支援者に対する具体

的な避難方法等についての個別避難計画の策定に努めます。 

個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区

において、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で

定められた内容を前提とした避難支援の役割分担及び支援内容を整

理するよう努めます。また、訓練等により、計画運用が図られるよう

努めます。 

 

第５ 津波に強いまちづくり（ハード対策） 

１ 津波避難を考慮したまちづくり 

Ｌ２津波をハード対策のみで防ぐことは物理的に困難であり、避難

のための適切なソフト対策と組み合わせて、多重防御の考え方に基づ

く津波対策の推進が求められます。 

一方、Ｌ１津波に対しては、人命の保護に加え、住民財産の保護や

地域活性化の基礎となる地域を守るため、津波による浸水を軽減する

ための海岸堤防等の海岸保全施設の整備を促進していきます。 

また、河川や高潮に対するハード整備も津波に対する減災対策に効果

があるため、計画的にこれを推進していきます。 

２ 津波防災の観点からのまちづくり 

市は、市地域防災計画、都市計画等の計画相互の有機的な連携を図

るため、日常の計画行政から関係部局による共同の取組を進め、防災

の観点を取り入れたまちづくりに努めます。 

・防災行政無線 

・サイレン、半鐘 

・広報車 

・市ホームページ 

・緊急速報メール 

・J:COMチャンネル小田原データ放送 

・ＦＭおだわら 

・防災メール 

・Ｊアラート 

・Ｌアラート 等 

※ 市民への情報伝達にあたっては、津波到達予想時刻を勘案して迅

速に活動方針を決定し、情報伝達活動に従事する者の安全を確保しま

す。また、情報伝達活動に従事する者は、あらかじめ高台等の避難場

所を確認しておきます。 

３ 徒歩避難の原則 

地震・津波発生時には、家屋の倒壊、落下物、道路の損傷、渋滞・

交通事故等が発生するおそれがあることから、津波発生時の避難につ

いては、徒歩によることを原則とします。 

市は、防災訓練や防災教室等において継続的な啓発を行うなど、徒

歩避難の原則の周知に努めます。 

４ 避難誘導における職員等の安全性の確保対策 

市は、市職員、市消防職員、消防団員等防災対応や避難誘導にあた

る者の危険を回避するため、津波到達時間内での防災対応や避難誘導

に係る行動ルールを定めます。 

また、要配慮者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住

民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から、要配慮者に関す

る情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行動ルー

ルを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を図ります。 

５ 津波一時避難施設の指定・協定 
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３ 公共施設、要配慮者に関わる施設等の整備 

市は、公共施設、要配慮者に関わる施設等については、できるだけ

浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備するものとし、やむを得

ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には、建築物の耐浪化、発

災後 72時間の事業継続が可能となる非常用電源の設置場所の工夫、

情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など施設の防災拠点化を図

るとともに、当該地域における一時的な避難場所としての機能その他

の津波に関する防災上の機能を備えたものとなるよう配慮します。ま

た、中長期的には浸水の危険性のより低い場所への誘導を図るものと

します。 

 

第６ 津波知識の普及・啓発 

本市の津波対策は、東日本大震災以降、独自に定めた海抜 10メー

トル以下の地域における津波避難対策の推進として実施されてきま

した。 

本市における津波災害警戒区域と基準水位が神奈川県から示され

たことにより、想定される最大クラスの津波による浸水範囲や基準水

位（浸水深+せり上がり高）が明らかになり、地域毎の津波の実態に

応じた対策の推進が可能となりました。 

 このため、市は、津波浸水想定区域や基準水位、浸水継続時間等の

津波に関する情報のほか、津波警報等や避難情報の意味と内容の説

明、小田原方式津波避難要領や、情報伝達方法、避難場所及び避難経

内閣府で公表している「津波避難ビル等に係る事例集」を参考にし、

地理的条件等を考慮し、安全かつ迅速に避難できる津波一時避難施設

の指定・協定の締結を進めます。 

６ 浸水する範囲及び水深の周知 

津波ハザードマップを作成するほか、防災教室や防災講演会等を通

じて、予測される津波浸水範囲及び水深を市民に周知します。 

◆資料 5-4： 津波一時避難施設一覧 

◆協定 15-1：津波発生時における一時避難施設としての使用に関す

る協定書 

第７ 津波知識の啓発 

市は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の避難行動が

基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指示（緊急）等の意味と

内容の説明など、啓発活動を住民等に対して行います。 

また、市は、学校教育その他の多様な機会を通じ、映像等を用いた効

果的な手法を活用しつつ、津波について防災上必要な教育及び訓練、

防災知識の普及を実施します。 

１ 津波防災意識の啓発 

「地震、イコール津波、即避難」の認識が沿岸地域に限らず、全市

民の津波に対する共通意識として定着するよう、次に示す「津波に対

する心得」を基本とし、あらゆる機会を通じて啓発に努め、その周知

徹底を図ります。 

＜津波に対する心得＞ 
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路について正しい津波知識の普及・啓発に努めます。 

 また、過去の災害の教訓を踏まえ、全ての国民が災害から自らの命

を守るためには、市民一人一人が確実に避難できるようになることが

必要です。このため、地域の関係者の連携の下、居住地、職場、学校

等において、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込

み（正常性バイアス）等の必要な知識を教える実践的な防災教育や避

難訓練を実施します。 

１ 防災教育の実施 

（１）学校等における防災教育 

市は、住んでいる地域の特徴や過去の災害の教訓等について継続的

な防災教育に努めます。 

外出先などで津波被害に遭う可能性もあることから、津波被害の可

能性が低い地域においても、津波に関する防災教育を行います。 

（２）危機意識の共有等 

市は、津波発生時に、刻々と変わる状況に臨機応変の避難行動を住

民等が取ることができるよう、防災教育などを通じ、あらゆる関係主

体等による危機意識の共有に努めます。 

３ 津波避難経路看板等による周知 

最短で 1分で海岸線に到達すると想定されている本市の津波到達

時間内での市職員、市消防職員、消防団員等の防災対応や避難誘導は

できないことから、市は、公共施設等への海抜表示板の設置や、指定・

協定の締結を行った津波一時避難施設への表示シールの設置、津波一

時避難施設までの経路上に津波避難経路看板を設置するなど、住民が

一般編 

① 過去の津波経験にとらわれず、強い揺れ（震度 4 程度以上）も

しくは長時間のゆっくりした揺れを感じたら、すぐ海浜から離

れ、付近の高台等に避難する。 

② 避難にあたっては、徒歩によることを原則とする。 

③ 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手する。 

④ 地震を感じなくても、津波警報が発表された場合は、沿岸の危

険な区域にいる人は、すぐに避難する。また、周辺に気づかな

い人がいた場合は、呼びかけを行う。 

⑤ 津波注意報でも、海水浴や、磯釣りは、危険なので行わない。 

⑥ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除されるま

で気をゆるめない。 

⑦ 津波は第一波よりも第二波以降の方が大きくなる可能性があ

る。 

船舶編 

① 強い揺れを感じたときは、すぐに港外の水深の深い、広い海域

へ退避する。 

② 正しい情報をラジオ、テレビ、無線などを通じて入手する。 

③ 地震を感じなくても、津波警報、注意報が発表されたときは、

すぐに港外へ退避する。 

④ 港外へ退避できない小型船舶は、係留綱の補強措置や陸上への

引き上げと固縛により流出を防ぐ。 

⑤ 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報が解除されるま

で気をゆるめない。 

出典：「津波対策関係省庁連絡会議」申し合わせ（平成 11年 7月 12

日）に加筆 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常の生活の中で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難がで

きるような取組を行うものとします。 

４ 津波知識の広報 

広報紙、パンフレット等の広報媒体を活用するとともに、防災訓練、

防災講演会等のあらゆる機会をとらえて、津波に関する正しい知識、

認識の啓発、対策の周知等を積極的に広報します。 

５ 津波訓練の実施 

沿岸地域を重点として、防災関係機関、地域住民、事業所等が一体

となって、最大クラスの津波や最も早い津波の到達時間を踏まえた津

波情報受伝達訓練、避難、退避誘導訓練等の実践訓練を定期的に実施

します。 

また、訓練の際は、要配慮者の避難に配慮した訓練を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災教育の実施 

（１）学校等における防災教育 

市は、住んでいる地域の特徴や過去の災害の教訓等について継続的

な防災教育に努めます。 

外出先などで津波被害に遭う可能性もあることから、津波被害の可

能性が低い地域においても、津波に関する防災教育を行います。 

（２）危機意識の共有等 

市は、津波発生時に、刻々と変わる状況に臨機応変の避難行動を住

民等が取ることができるよう、防災教育などを通じ、あらゆる関係主

体等による危機意識の共有に努めます。 

３ 海抜表示板等による周知 

市は、公共施設等への海抜表示板の設置や、指定・協定の締結を行

った津波一時避難施設への表示シールの設置、津波一時避難施設まで

の経路上に津波避難経路看板を設置するなど、住民が日常の生活の中

で、常に津波災害の危険性を認知し、円滑な避難ができるような取組

みを行うものとします。 

４ 津波知識の広報 

広報紙、パンフレット等の広報媒体を活用するとともに、防災訓練、

防災講演会等のあらゆる機会をとらえて、津波に関する正しい知識、

認識の啓発、対策の周知等を積極的に広報します。 

５ 津波訓練の実施 

沿岸地域を重点として、防災関係機関、地域住民、事業所等が一体

となって、津波情報受伝達訓練、避難、退避誘導訓練等の実践訓練を
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34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 ライフラインの安全対策 

第１ 上水道 

市では、配水池等の主要な施設について耐震診断や劣化調査の実施

に基づく耐震化対策に努めるとともに、停電時に備え非常用自家用発

電設備等の設置を推進します。 

また、管路については、耐震性の向上を図るため重要度の高い管路を

優先的に更新するとともに、適切な維持管理に努めます。 

 

 

第６ 廃棄物処理施設 

市では、廃棄物処理施設について、耐震性を確保し、災害時に対応

できるように適切な維持管理に努めます。 

 

 

定期的に実施します。 

また、訓練の際は、要配慮者の避難に配慮した訓練を実施します。 

さらに、津波災害を想定した訓練の実施にあたっては、最大クラスの

津波や最も早い津波の到達時間を踏まえた具体的かつ実践的な訓練

を行うよう努めます。 

 

 

 

第６節 ライフラインの安全対策 

第１ 上水道 

市の施設には非常用発電装置を設置していない施設もあり、停電時

にも安定供給するため、非常用発電装置等の設置を推進します。また、

老朽化した配水池については改修を行うとともに、主要な施設につい

ては、耐震診断や劣化調査を実施し、診断調査結果に基づく改修補強

対策を講じ、耐震性能の向上に努めます。管路については、耐震性の

向上を図るため送水管や配水管の老朽化や重要性等に基づき、順次更

新します。 

(新規) 
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頁 改正後 改正前 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

第９節 建築物の安全確保対策 

第２ 既存建築物の耐震性の強化 

「小田原市耐震改修促進計画（令和４年４月）」 

２ 建築物の不燃化 

災害に強い都市基盤の整備には、建築物の耐震化と併せて不燃化を

促進することが必要です。建物が密集する商業地や住宅地において

は、用途地域や容積率に応じて、防火地域又は準防火地域を指定して

おり、建物の不燃化・難燃化を促進することで、延焼防止に繋げてい

きます。 

 

第３ 既存建築物等の防災対策の推進 

７ 空き家対策 

 市は、平常時より、災害による被害が予測される空き家等の状況の

確認に努めます。 

 

 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

第１節 災害時情報収集・提供体制の拡充 

第２ 被災者支援 

市は、被災者を支援するため、災害発生後の時間経過に応じた情報

の収集、提供を行う体制の整備に努めます。 

なお、支援情報は、防災行政無線等の伝達手段によるほか、報道機

関の協力を得て的確に提供するよう努めます。その際、情報通信技術

第９節 建築物の安全確保対策 

第２ 既存建築物の耐震性の強化 

「小田原市耐震改修促進計画（平成 28年 3月）」 

２ 建築物の不燃化 

災害に強い都市基盤の整備には、建築物の耐震化と併せて不燃化を

促進することが必要であり、防火・準防火地域について、従前よりそ

の指定地域の拡大を図ってきていますが、今後とも防災上必要な地域

等について、さらに拡大を図っていきます。 

 

 

第３ 既存建築物等の防災対策の推進 

（新規） 

 

 

 

 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

第１節 災害時情報収集・提供体制の拡充 

第２ 被災者支援 

市は、被災者を支援するため、災害発生後の時間経過に応じた情報

の収集、提供を行う体制の整備に努めます。 

なお、支援情報は、防災行政無線等の伝達手段によるほか、報道機

関の協力を得て的確に提供するよう努めます。その際、情報通信技術
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、

ツイッター（市政情報アカウント）、LINE（小田原市公式アカウント）

など、ＩＣＴの防災施策への積極的な活用を図り、要配慮者、災害に

より孤立化する危険のある地域の被災者、避難所以外で避難生活を送

る避難者、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難者、所在

が把握できる広域避難者、帰宅困難者等情報が入手困難な被災者にも

配慮した提供方法とするよう努めます。 

(略) 

・市ホームページ：https://www.city.odawara.kanagawa.jp/ 

第３ 報道機関の活用 

株式会社ジェイコム湘南・神奈川小田原局 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部組織体制の拡充 

第１ 組織体制の充実等 

市は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応でき

るよう、市災害対策本部等防災組織体制の充実を図ります。その際、

災害対応経験者をリスト化するなど、専門的知見を有する職員の確保

及び育成、参集基準の明確化、連絡手段の確保、参集手段の確保、参

集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討します。 

の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、

ＳＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への積極的な活用を図り、要配慮者、

災害により孤立化する危険のある地域の被災者、避難所以外で避難生

活を送る避難者、応急仮設住宅として提供される賃貸住宅への避難

者、所在が把握できる広域避難者、帰宅困難者等情報が入手困難な被

災者にも配慮した提供方法とするよう努めます。 

(略) 

・市ホームページ：http://www.city.odawara.kanagawa.jp/ 

 

第３ 報道機関の活用 

株式会社ジェイコムイースト小田原局 

 

 

 

 

 

第２節 災害対策本部組織体制の拡充 

第１ 組織体制の充実等 

市は、被害の実態や被災後の時間経過に伴う対策の推移に即応でき

るよう、市災害対策本部等防災組織体制の充実を図ります。その際、

専門的知見を有する職員の確保及び育成、参集基準の明確化、連絡手

段の確保、参集手段の確保、参集途上での情報収集伝達手段の確保等

について検討します。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

（略） 

 

第４ 防災拠点等の機能確保 

市は、市庁舎や市消防本部庁舎、上下水道局等の防災中枢機能を果

たす施設、設備の充実及び災害に対する安全性の確保に努めるととも

に、保有する施設、設備について、自家発電設備等の整備を図り、十

分な期間の発電が可能となるような燃料の備蓄等に努めます。その

際、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の

適切な備蓄・調達・輸送体制の整備等を図ります。 

また、災害用マンホールトイレの設置等、防災拠点等の機能の強化

に努めます。 

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先

供給について協定の締結を推進するとともに、平時から受注機会の増

大などに配慮するよう努めます。 

また、一部の避難所への太陽光発電設備や蓄電池設備の整備、災害

時における電動車両による電力供給に関する協定を活用し、停電時に

おける電力供給体制を確立します。 

◆資料○：太陽光発電設備、蓄電池設備設置校一覧 

◆協定○：災害時における電動車両等の支援に関する協定 

 

 

第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

第１ 火災予防 

（略） 

 

第４ 防災拠点等の機能確保 

市は、市庁舎や市消防本部庁舎等の防災中枢機能を果たす施設、設

備の充実及び災害に対する安全性の確保に努めるとともに、保有する

施設、設備について、自家発電設備等の整備を図り、十分な期間の発

電が可能となるような燃料の備蓄等に努めます。その際、物資の供給

が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調

達・輸送体制の整備等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

第１ 火災予防 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自主防火管理体制の強化 

 防火対象物における火災の未然防止、人命の安全確保等を実現する

ため消防法（昭和 23年法律第 186号）第８条において防火管理制度

が、同法第８条の２において統括防火管理制度が、それぞれ規定され、

防火対象物の管理権限者に、防火管理者防火管理者及び防災管理者の

選任をはじめとする自主防火管理に関する義務が課せられています。 

 

 

４ 火災予防思想の普及 

（２）要配慮者の安全確保  

高齢者等の要配慮者は、火災等の災害に遭遇した場合、自己対応能

力が劣ることから死傷等に至るおそれが高いので、様々な機会をとら

え、防火意識の高揚を図り、防火安全性確保に努めます。 

（５）関係者の防火指導  

火災予防査察、火災予防運動、統括防火管理協議会の運営、その他

防火研修会等のあらゆる機会をとらえ、関係者に対し防火思想の普

及・高揚に努めます。 

 

６ 林野・枯草火災の予防対策 

  冬から春にかけて空気が乾燥し、林野・枯草火災が多発する 

 季節であることから、次の活動を展開し、火災の未然防止に 

 努めます。 

 ア 山林・空地の枯草除去の指導 

１ 自主防火管理体制の強化 

 防火対象物における火災の未然防止、人命の安全確保等 

を実現するため消防法（昭和 23年法律第 186号）第８条に 

おいて防火管理制度が、同法第８条の２において共同防火管 

理制度が、それぞれ規定され、防火対象物の管理権限者に、 

防火管理者防火管理者及び防災管理者の選任をはじめとする 

自主防火管理に関する義務が課せられています。 

 

４ 火災予防思想の普及 

（２）要配慮者の安全確保  

高齢者等の要配慮者は、火災等の災害に遭遇した場合、自己対応能

力が劣ることから死傷等に至るおそれが高いので、主として独居高齢

者等を対象とした火災予防指導を定期的に実施し、日頃からの防火意

識の高揚を図り、防火安全性の確保に努めます。 

（５）関係者の防火指導  

火災予防査察、火災予防運動、共同防火管理協議会の運営、その他

防火研修会等のあらゆる機会をとらえ、関係者に対し防火思想の普

及・高揚に努めます。 

６ 林野・枯草火災の予防対策 

  冬から春にかけて空気が乾燥し、林野・枯草火災が多発する 

 季節であることから、次の活動を展開し、火災の未然防止に 

 努めます。 

 ア 山林・空地の枯草除去の指導 



 

 
令和４年 小田原市地域防災計画改正案 新旧対照表 

27 

 

頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 林野火災防止用標識の掲出 

 ウ 広報車等による地域巡回広報 

 エ 関係者に対する火災予防対策の指導 

 オ 報道機関、パンフレット等による広報 

 

第５節 避難体制 

第１ 避難場所等の確保及び整備 

４ 風水害避難場所 

風水害等により災害の範囲が限定される場合に、小・中学校及び公

共施設等の中から短期的な避難場所として選定します。 

また、一部をバリアフリー型風水害避難場所として、身体的な理由

で垂直避難（２階など高い場所への避難）ができない方と、その付添

や介助にあたる方を対象に開設します。 

第２ 避難所の機能強化 

１ 避難所においては、停電時に電力を供給する太陽光発電設備及び

外部給電機器等の導入、だれもが利用しやすいトイレや災害用マンホ

ールトイレの整備、特設公衆電話の設置、耐震性貯水槽や応急給水口

の設置など必要に応じた機能強化を行っていきます。 

２ 過去の災害事例における避難所運営の課題や今般の感染症予防対

策等を踏まえ、避難場所等の教室を開放するにあたっては、熱中症対

策のためのエアコン設置教室の開放、感染症予防対策としての避難ス

ペース拡大、要配慮者専用のスペースや、ペット専用のスペースの確

保を行います。トイレの洋式化や、浸水想定区域にある避難場所等で

 イ たばこの投げ捨て防止の立看板の掲出 

 ウ 広報車等による地域巡回広報 

 エ 関係者に対する火災予防対策の指導 

 オ 報道機関、パンフレット等による広報 

 

第５節 避難体制 

第１ 避難場所の確保及び整備 

（新規） 
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48 

 

 

の垂直避難のため校舎利用を進めていきます。 

 

第３ 避難計画の策定 

（略） 

第４ 広域避難所の運営 

（略） 

第５ 市民への周知 

（略） 

第６ 避難訓練の実施 

（略） 

第７ 帰宅困難者対策 

（略） 

第８ 応急仮設住宅等  

（略） 

第９ ペット対策 

（略） 

第１０ 市外避難者への支援体制 

（略） 

 

 

第４ 市民への周知 

市は、災害時に安全かつ迅速に避難が行えるよう、地域内の避難場

所、各避難場所の役割の違い、避難経路、避難情報について、あらか

 

 

第２ 避難計画の策定 

（略） 

第３ 広域避難所の運営 

（略） 

第４ 市民への周知 

（略） 

第５ 避難訓練の実施 

（略） 

第６ 帰宅困難者対策 

（略） 

第７ 応急仮設住宅等 

（略） 

第８ ペット対策 

（略） 

第９ 市外避難者への支援体制 

（略） 

 

 

第４ 市民への周知 

市は、災害時に安全かつ迅速に避難が行えるよう、地域内の避難場

所、避難経路、避難指示方法について、あらかじめ市民に周知すると
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じめ市民に周知するとともに、早期の自主避難の重要性について周知

するよう努めます。 

なお、一時避難場所、広域避難所、その他の避難所、風水害避難場

所、土砂災害避難場所、及び津波一時避難施設の各避難場所の役割の

違い、避難情報が発令された場合の避難行動としては、指定緊急避難

場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするも

のの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅などで身の安全を確保するこ

とができる場合は、住民自らの判断で「屋内安全確保」を行うことや、

避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難がかえっ

て危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、周

知徹底に努めます。 

 

第８ ペット対策 

 飼主不明・飼育困難なペットの保護・収容は、県や県獣医師会が窓

口となり、発災時に動物救護センターを設置して対応しますが、動物

救護センターが稼働し始めるまでの対応については、市が（公社）神

奈川県獣医師会西湘支部と協議し決定します。 

第１０ 感染症対策 

 市は、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当た

る職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制、

避難所等のおけるレイアウトや動線等の確認など、感染症対策を取り

入れた防災対策を推進します。 

 感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局

ともに、早期の自主避難の重要性について周知するよう努めます。 

なお、一時避難場所、広域避難所、その他の避難所、風水害避難場

所、土砂災害避難場所、及び津波一時避難施設の各避難場所の役割の

違い、避難の際には発生する恐れのある災害から命を守るために適し

た避難場所へ避難すること、避難時の周囲の状況等により避難場所へ

の移動を行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないと住民

等自身が判断する場合は「近隣の安全な場所」への移動または「屋内

安全確保」を行うべきことについて、住民への周知徹底を図ります。 

 

 

 

 

第８ ペット対策 

 飼主不明・飼育困難なペットの保護・収容は、県や県獣医師会が窓

口となり、発災時に仮設動物救護センターを設置して対応しますが、

仮設動物救護センターが稼働し始めるまでの対応については、市が

（公社）神奈川県獣医師会西湘支部と協議し決定します。 

（新規） 
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50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の

活用等を含めて検討するよう努めます。 

 

２ 個別避難計画の策定 

市は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参

考に、避難支援等関係者と連携した、避難行動要支援者に対する具体

的な避難方法等についての個別避難計画の策定に努めます。 

 

 

 

 

 

 

第６節 要配慮者に対する対策 

第２ 社会福祉施設対策 

１ 防災設備等の整備 

（略） 

さらに、要配慮者は避難に時間を要することから、災害に関する情

報が特に事前に周知されることが重要です。そのため防災行政無線等

の情報伝達手段を利用した情報提供を行います。 

また、停電時に備え、発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常

用発電機等の整備に努めます。 

 

 

 

 

２ 避難計画の策定 

市は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参

考に、避難支援等関係者と連携した、避難行動要支援者に対する具体

的な避難方法等についての個別計画の策定に努めます。 

 

 

 

 

 

 

第６節 要配慮者に対する対策 

第２ 社会福祉施設対策 

１ 防災設備等の整備 

（略） 

さらに、要配慮者は避難に時間を要することから、災害に関する情

報が特に事前に周知されることが重要です。そのため防災行政無線等

の情報伝達手段を利用した情報提供を行います。 

また、停電時に備え、医療用・介護用機器を稼動させるのに必要な

最低限の電力を確保するため、非常用発電機等の整備に努めます。 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 避難確保計画の作成 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた洪水予報河川また

は水位周知河川の浸水想定区域、相模灘沿岸の高潮浸水想定区域、土

砂災害警戒区域内及び津波災害警戒区域内の避難促進施設である施

設等の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し市へ提出するとと

もに、それぞれの災害の発生を想定した避難訓練を実施し市に報告し

ます。 

◆資料〇：洪水浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧 

◆資料〇：高潮浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧 

◆資料〇：土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設一覧 

◆資料〇：津波浸水想定区域内要配慮者利用施設一覧 

 

 

第８節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 

市及び関係機関は、災害時における応急対策活動を円滑に行うた

め、要配慮者、女性、子どもにも配慮した防災資機材等の整備及び食

料、飲料水、生活必需品等の確保を図るとともに防災倉庫の増設に努

めます。 

また、備蓄を行うにあたって、大規模な地震が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立

ち、初期の対応に十分な量の備蓄に努めるとともに、物資の性格に応

じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点

に対しても配慮します。さらに、市民や企業等による備蓄の啓発に努

６ 避難確保計画の作成 

市地域防災計画に名称及び所在地を定められた洪水予報河川また

は水位周知河川の浸水想定区域、土砂災害警戒区域内及び津波災害警

戒区域内の避難促進施設である施設等の所有者又は管理者は、避難確

保計画を作成し市へ提出するとともに、それぞれの災害の発生を想定

した避難訓練を実施し市に報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

第８節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 

市及び関係機関は、災害時における応急対策活動を円滑に行うため

防災資機材等の整備及び食料、飲料水、生活必需品等の確保を図ると

ともに防災倉庫の増設に努めます。 

また、備蓄を行うにあたって、大規模な地震が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立

ち、初期の対応に十分な量の備蓄に努めるとともに、物資の性格に応

じ、集中備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等の観点

に対しても配慮します。さらに、市民や企業等による備蓄の啓発に努

めます。 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めます。 

 

第１ 食料、飲料水及び生活必需品等の備蓄及び確保 

３ 携帯トイレ等の確保 

 市は地震によりトイレの使用ができなくなった時のために、携帯ト

イレの確保に努めます。なお、携帯トイレに限らず、発災後は、仮設

トイレや、マンホールトイレなど、様々な手段を併用し、トイレ環境

の改善に努めます。 

４ 感染症対策物資の確保 

 市は、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、マスクや手指消

毒液、段ボールベッド、パーテーションなど、感染症対策物資の確保

に努めます。 

 

第２ 防災資機材等の整備 

市及び関係機関は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支

援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の

災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブ

ルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・

輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めてお

くとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじ

め、備蓄物資や物資拠点の登録に努めます。 

 また、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確

認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡

 

 

第１ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄及び確保 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 防災資機材等の整備 

市及び関係機関は、災害応急対策に必要な防災資機材を整備し、拡

充を図ります。 
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先、要請手続等の確認を行うよう努めます。 

 

 

第４ 市民・企業等の備蓄 

市は、災害時にライフラインの供給や食料等の流通が途絶えること

を考慮し、市民及び企業等に、最低 3 日分、推奨 1週間分の食料や飲

料水（1人 3リットルが 1日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペ

ーパー、マスク、消毒液、体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電

器やモバイルバッテリー等の備蓄や、自動車へのこまめな満タン給油、

非常持出品（常備薬、おくすり手帳、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）

の準備に努めるよう啓発します。 

 

第 11節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

第２ 車両及び燃料の調達・確保 

１ 車両の調達・確保 

（２）民間企業及び県への要請 

必要な車両等の確保が困難なときは、「災害時における貨物自動車

輸送の協力に関する協定」等に基づき、市内のバス会社、運送業者及

び建設業者に車両の確保と出動待機を要請するとともに、県に対して

要請又は調達・あっ旋を依頼する体制を整えます。 

◆協定○ -災害時における LPG（液化石油ガス）及び器具の調達に関

する協定書 

◆協定○ -災害時における燃料の調達に関する協定書 

 

 

 

第４ 市民・企業等の備蓄 

市は、災害時にライフラインの供給や食料等の流通が途絶えること

を考慮し、市民及び企業等に、最低 3 日分、推奨 1週間分の食料や飲

料水（1 人 3 リットルが 1 日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペ

ーパー等の備蓄、非常持出品（常備薬、おくすり手帳、懐中電灯、ラ

ジオ、乾電池等）の準備に努めるよう啓発します。 

 

 

 

第１１節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

第２ 車両及び燃料の調達・確保 

１ 車両の調達・確保 

（２）民間企業及び県への要請 

必要な車両等の確保が困難なときは、「災害時における貨物自動車

輸送の協力に関する協定」に基づき、市内のバス会社、運送業者及び

建設業者に車両の確保と出動待機を要請するとともに、県に対して要

請又は調達・あっ旋を依頼する体制を整えます。 
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◆協定○ -災害における情報の提供及び応急物資等の供給に関する

協定書 

◆協定○ - 災害時における地域支援の協力に関する協定 

 

第１ 被災建築物の震後対策  

１ 応急危険度判定体制の整備 

(略) 

◆協定○ - 災害時における応急危険度判定士及び被災宅地危険度判

定士の派遣に関する協定 

第２ 被災宅地の震後対策 

 大地震等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合において、

二次災害を軽減、防止するため、当該宅地の調査を被災宅地危険度判

定士（行政職員及び民間建築士で、知事が認定登録した者）が行い、

その判定結果を標識で表示し、市民に説明する等の措置を行うととも

に、災害の発生のおそれのある場合は、速やかに適切な避難対策を実

施する必要が生じます。 

 特に、広域避難所(指定避難所)等の被災宅地危険度判定活動は、震

後速やかな対応が必要であることから、民間建築士団体との協定に基

づき、被災宅地危険度判定士（民間建築士で知事の認定を受けた者）

の協力を得て実施します。 

また、被災宅地危険度判定士は、研修や訓練を通じて運用体制の強

化に努めます。 

 被災宅地危険度判定体制は、資料 12-1のとおりです。 

 

 

（新規） 

 

第１ 被災建築物の震後対策  

１ 応急危険度判定体制の整備 

(略) 

(新規) 

 

第２ 被災宅地の震後対策 

 大地震等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合において、

二次災害を軽減、防止するため、当該宅地の調査を被災宅地危険度判

定士（知事の認定登録者）の協力を得て行い、その判定結果を標識で

表示し、市民に説明する等の措置を行うとともに、災害の発生のおそ

れのある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する必要が生じま

す。 

 被災宅地危険度判定体制は、資料 12-1のとおりです。 
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61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３節 ライフラインの応急復旧対策 

第１ 上水道 

市では、非常用自家発電設備等の設置や、応急復旧資機材の備蓄、

及び浄水工程に使用する薬品の確保に努めています。 

また、公益社団法人日本水道協会会員による相互応援や災害応急復旧

工事等に関する協定の締結により、復旧体制の強化を図っており、災

害拠点病院をはじめとする医療機関や広域避難所等の重要給水施設

への配水再開など計画的な応急復旧に努めます。 

 

 

第１４節 広域応援体制の拡充 

市は、令和２年に策定した市受援計画に基づき、大規模地震で被災

した場合に、円滑に他機関等からの応援を受け入れます。 

訓練等を実施し、内容の検証と事前の備えの充実に努めます。 

 

１ 市受援計画の策定 

 市は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受

け入れて情報共有や各種調整等を行うため、受援計画を策定し、整備

に努めます。また、訓練等を実施し、内容の検証と充実に努めます。 

受援計画では、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の

選定や応援職員等の執務スペースの確保を行う。 

 

 

第１３節 ライフラインの応急復旧対策 

第１ 上水道 

市では、災害により電力の供給が停止した場合に備え、非常用発電

機装置等の設備や応急復旧資機材の整備を進め、また、原水の高濁度

化に備え必要な薬品貯蔵に努めています。さらに、公益社団法人日本

水道協会会員である各水道事業者間等の相互応援や工事業者との協

力に関する協定を締結しています。また、災害時には医療機関や社会

福祉施設、避難所等防災上重要な建築物が配置されている地域を考慮

に入れた計画的な応急復旧に努めます。 

 

第１４節 広域応援体制の拡充 

市は、大規模地震で被災した場合に、円滑に他機関からの応援を受

け入れるための広域受援計画の作成を進めるとともに、訓練等を実施

し、内容の検証と充実に努めます。 

（新規） 
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63 

 

 

 

第２ 広域応援受入体制等の強化 

（略） 

第３ 情報の共有化 

（略） 

第４ 応援機関との連携強化 

（略） 

第５ 救助用重機の確保 

（略） 

 

 

第３ 応援機関との連携強化 

（略） 

また、全国の地方公共団体の人的資源を活用して被災市区町村を支

援するための応援職員派遣の仕組みとして、総務省が整備している応

急対策職員派遣制度（災害マネジメント総括支援員等による支援を含

む。）を市は、適切に活かしていきます。 

 

 

 

第１５節 災害廃棄物等の処理対策 

第２ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 

市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害

廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や、運用方針、

第１ 広域応援受入体制等の強化 

（略） 

第２ 情報の共有化 

（略） 

第３ 応援機関との連携強化 

（略） 

第４ 救助用重機の確保 

（略） 

 

 

第３ 応援機関との連携強化 

（略） 

また、全国の地方公共団体の人的資源を活用して被災市区町村を支

援するための応援職員派遣の仕組みとして、国が整備している被災市

区町村応援職員確保システム（災害マネジメント総括支援員等による

支援を含む。）を市は、適切に活かしていきます。 

 

 

 

第１５節 災害廃棄物等の処理対策 

第２ 災害廃棄物等の処理・処分計画の策定等 

市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害

廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や、運用方針、
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64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物（広域避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含め

た災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力の

あり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すよう努

めます。 

第３ 災害時の相互協力体制の整備 

市は、周辺の市町村や廃棄物関係団体と調整し、災害時の相互協力

体制の整備に努めます。 

第４ 計画の見直し 

市は、「小田原市災害廃棄物処理計画」を必要に応じて見直し、充

実を図ります。 

 

第１６節 市民の自主防災活動・ボランティア活動等の拡充強化 

第１ 市民等への周知 

市は、最低３日分、推奨１週間分の食料・飲料水（1人３リットル

が１日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒

液、体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテ

リー等の備蓄や、自動車へのこまめな満タン給油、非常持出品（常備

薬、おくすり手帳、懐中電灯、ラジオ等）の準備、建物の耐震補強、

家具・ブロック塀等の転倒防止等の実施、消火器、浴槽での水の確保、

ブレーカーの遮断等火災予防対策、災害時の家族の連絡体制、行動に

ついてのルールづくり等、家庭での予防・安全対策・災害時行動につ

いての周知徹底を図ります。 

（略） 

一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を含め

た災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力の

あり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すよう努

めます。 

第３ 震災時の相互協力体制の整備 

市は、周辺の市町村や廃棄物関係団体と調整し、震災時の相互協力

体制の整備に努めます。 

第４ 計画等の見直し 

市は、「小田原市災害廃棄物等処理計画」等を見直し、充実を図り

ます。 

 

第１６節 市民の自主防災活動・ボランティア活動等の拡充強化 

第１ 市民等への周知 

市は、最低 3日分、推奨 1週間分の食料・飲料水（1人 3リットル

が 1 日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常

持出品（常備薬、おくすり手帳、懐中電灯、ラジオ等）の準備、建物

の耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止等の実施、消火器、浴槽

での水の確保、ブレーカーの遮断等火災予防対策、災害時の家族の連

絡体制、行動についてのルールづくり等、家庭での予防・安全対策・

災害時行動についての周知徹底を図ります。 

（略） 
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67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ ＮＰＯ・ボランティアの受入体制づくり 

５ 災害救助法の適用について 

県又は県から事務の委任を受けた市は、共助のボランティア活動と

地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等

が設置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に

必要な人件費及び旅費を災害救助法の国庫負担の対象とすることが

できます。 

市は、災害救助法の適用範囲について、平時から研修等を通じて生

日、体制作りに努めます。 

 

 

第１７節 防災知識の普及 

第１ 市民等に対する防災知識の普及 

２ 普及方法 

ア 広報小田原、市ホームページ等、市の広報媒体の活用や、ＦＭお

だわらの協力を得て、防災知識の啓発を行います。 

４ 市民の心得  

市は、市民に対して、おおむね次の内容についての心得やその思想

の普及を図ります。  

（１）平常時の心得  

ア 地域の避難所及び家族との連絡方法を確認すること。 

イ 崖崩れ、出水に注意すること  

 

第４ ＮＰＯ・ボランティアの受入体制づくり 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７節 防災知識の普及 

第１ 市民等に対する防災知識の普及 

２ 普及方法 

ア 広報おだわら、市ホームページ等、市の広報媒体を活用して、防

災知識の啓発を行います。 

４ 市民の心得  

市は、市民に対して、おおむね次の内容についての心得やその思想

の普及を図ります。  

（１）平常時の心得  

ア 地域の避難所及び家族との連絡方法を確認すること。 

イ 崖崩れ、出水に注意すること  
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70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建物の耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止等の対策を実施

すること。 

エ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意すること。 

オ 消火器の準備、浴槽への水の確保等、初期消火に備えること。 

カ 最低 3 日分、推奨 1週間分の食料・飲料水（1 人 3 リットルが 1

日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、

体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテリ

ー等の備蓄、非常持出品を準備すること。 

キ 自動車へのこまめな満タン給油 

ク 隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合うこと。 

ケ 自助・共助の精神の重要性について認識すること。 

 

 

（３）避難時の心得  

ア 氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型等）を携行すること。  

イ 最低 3日分、推奨 1週間分の食料及び飲料水（1人 3リットルが

1 日分の目安）、常備薬、おくすり手帳、最小限の着替え肌着、懐中

電灯、マスク、消毒液、体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電

器やモバイルバッテリー等を携行すること。  

ウ 服装は軽装で素足をさけ、ヘルメットや頭巾等を着用し、雨具や

防寒衣を携行すること。  

エ 前各号のうち平常時から用意できる品物は、非常用袋に入れてお

くこと。 

ウ 建物の耐震補強、家具・ブロック塀等の転倒防止等の対策を実施

すること。 

エ 火気器具の点検や火気周辺の可燃物に注意すること。 

オ 消火器の準備、浴槽への水の確保等、初期消火に備えること。 

カ 最低 3 日分、推奨 1週間分の食料・飲料水（1 人 3 リットルが 1

日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出

品を準備すること。 

キ 隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合うこと。 

ク 自助・共助の精神の重要性について認識すること。 

 

 

 

 

（３）避難時の心得  

ア 氏名票（住所、氏名、生年月日、血液型等）を携行すること。  

イ 最低 3日分、推奨 1週間分の食料及び飲料水（1人 3リットルが

1 日分の目安）、常備薬、おくすり手帳、最小限の着替え肌着、懐中

電灯等を携行すること。  

ウ 服装は軽装で素足をさけ、ヘルメットや頭巾等を着用し、雨具や

防寒衣を携行すること。  

エ 前各号のうち平常時から用意できる品物は、非常用袋に入れてお

くこと。 
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71 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

 

 

第５ その他の防災知識の普及・啓発 

市は、市民の適切な避難や防災行動に資する防災マップや地震発生

時の行動マニュアル等を分かりやすく作成し、市民等に配布するとと

もにホームページへの公開や研修を実施する等、防災知識の普及啓発

に努めます。 

市は、停電時の電源確保に有効である太陽光発電や蓄電池設備の設

置や電気自動車の導入等について、市民等への普及啓発に努めます。 

 

第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

第１ 地震及び津波に関する情報の収集・伝達 

地震発生後、市は速やかに地震情報を収集・伝達するとともに、必

要に応じて市災害対策本部を設置し、被害情報及び関係機関が実施す

る災害時情報を迅速に収集・連絡します。 

災害が発生するおそれがある場合は災害の危険性の予測を、発災直

後は被害規模の把握を、それぞれ早期に行うとともに、正確な情報収

集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを

最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分しま

す。 

 

２ 災害対策本部等の設置 

３ 職務の代理 

 

第５ その他の防災知識の普及・啓発 

 市は、市民の適切な避難や防災行動に資する防災マップや地震発生

時の行動マニュアル等を分かりやすく作成し、市民等に配布するとと

もにホームページへの公開や研修を実施する等、防災知識の普及啓発

に努めます。 

 

 

 

第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

第１ 地震及び津波に関する情報の収集・伝達 

地震発生後、市は速やかに地震情報を収集・伝達するとともに、必

要に応じて市災害対策本部を設置し、被害情報及び関係機関が実施す

る災害時情報を迅速に収集・連絡します。 

市災害対策本部設置後、市は被害規模等の情報の収集・連絡を行い、

その情報に基づき事態の推移に合わせた災害時応急活動を行います。 

 

 

 

 

第２ 災害対策本部等の設置 

３ 職務・権限の代行 
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79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市災害対策本部の本部長である市長が不在の場合は、小田原市災害

対策本部条例第３条第２項に基づき、副本部長が代行するものとし、

その代行順位は、、小田原市災害対策本部規程第２条の３のとおりと

し、市長の代理に関する規則（平成４年小田原市規則第 41号）第１

条の規定を準用します。 

 

 

 

 

第３ 動員計画 

５ 職員の動員計画 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市災害対策本部の本部長である市長が不在の場合は、小田原市災害

対策本部条例第 3条に基づき、副本部長が代行するものとし、その代

行順位は、小田原市副市長の事務の分担に関する規則（平成 4年 8

月 1日規則第 42号）第 2条第 1項の各号の順によるものとします。 

なお、副本部長が不在の場合は本部長付の教育長が代行するものと

し、以下小田原市災害対策本部組織図に定める順により、部長が代行

するものとします。 

 

 

第３ 動員計画 

５ 職員の動員計画 

表 配備体制 

種別 配備体制 配備時期 

動
員
１
号 

市内数地域の災害に直ち

に対処できる一定範囲の職

員を、動員する体制とする。 

１ 市内の数地域で災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれが非常に高いとき。 

２ その他の状況により市長が配備を指示したとき。 

動
員
２
号 

動員 1 号体制を強化し拡

大しつつある災害に対処で

きる体制とする。 

１ 市内の広い地域に災害が拡大し、又は大規模な局

地災害が発生したとき。 

２ その他の状況により市長が配備を指示したとき。 

動
員
３
号 

市の総力をあげて応急対

策活動が実施できる体制と

する。 

１ 市内の全域に災害が発生したとき。 

２ 東海地震に関する「東海地震予知情報」又は「警

戒宣言」が発令されたとき。 

３ 市内で気象庁発表による「震度 5 弱」以上の地震

があったとき。 

４ その他の状況により市長が配備を指示したとき。 
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81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 被害情報の収集・伝達 

７ 安否不明者の情報等の収集・公表 

 災害時において、安否不明者の氏名情報等を県に情報提供し県が公

表、又は市で公表することにより、対象者が名乗り出ることや安否情

報が得られる効果が期待でき、対象を明確にした迅速な救出・救助活

動を行えることから、安否不明者の氏名情報等は、県から公表を前提

に情報提供依頼があった場合、原則情報提供します。 

また、局所的な災害であるなどの事情により、市が公表した方が安

否情報の収集等に資すると考えられる場合においては、市が公表しま

す。 

なお、安否不明者が配偶者からの暴力（ＤＶ）やストーカー行為の

被害者等であり、住民基本台帳の閲覧や住民票の写し等の交付が制限

されている者である場合については、所在情報を秘匿する必要がある

ため、県への情報提供及び市による公表は行いません。 

 

◆資料〇：災害時における安否不明者の氏名情報等に係る情報提供及

び公表方針 

 

８ 

（略） 

９ 

（略） 

10 

第４ 被害情報の収集・伝達 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

（略） 

８ 

（略） 

９ 
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頁 改正後 改正前 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

第５ 災害広報の実施 

２ 広報事項 

（２）避難に関すること 

ア 避難情報に関すること 

イ 避難所・避難場所の開設状況に関すること 

ウ 避難所の混雑状況に関すること 

 

４ 広報活動の方法  

（１）直接広報  

広報事項に応じて、次の方法により直接的な広報活動を行います。  

ア 防災行政無線 イ 広報車 ウ 市ホームページ エ 防災メ

ール オ ＦＭおだわら カ 広報小田原 

 

第６ 通信の運用 

１ 通信手段の確保  

（１）災害時の通信手段  

災害時に関する予報、警報及び情報の伝達もしくは被害状況の収集

報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、有線電話（加入電話）、

携帯電話、衛星電話、又は無線通信により速やかに行います。 

２ 無線通信 

（４）消防無線 

（略） 

 

第５ 災害広報の実施 

２ 広報事項 

（２）避難に関すること 

ア 避難勧告及び指示に関すること 

イ 収容施設に関すること 

 

 

４ 広報活動の方法  

（１）直接広報  

広報事項に応じて、次の方法により直接的な広報活動を行います。  

ア 防災行政無線 イ 広報車 ウ 市ホームページ エ 防災メ

ール オ ＦＭおだわら カ 災害広報紙 

 

第６ 通信の運用 

１ 通信手段の確保  

（１）災害時の通信手段  

災害時に関する予報、警報及び情報の伝達もしくは被害状況の収集

報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、有線電話（加入電話）、

携帯電話、衛星電話、無線通信、又は市防災情報システムにより速や

かに行います。 

２ 無線通信 



 

 
令和４年 小田原市地域防災計画改正案 新旧対照表 

44 
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87 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 消防無線の運用については、消防部隊は「小田原市消防通信取扱規

程」、消防団は「小田原市消防団無線局管理運用規程」に基づき行い

ます。 

（削除） 

 

 

 

 

（２）初動体制の確立 

ア 消防部の措置等  

（ｳ）被害状況の確認  

各署所の職員に指令し、署所周辺の被害状況、海岸監視、防潮扉の

閉鎖措置等について速報させます。 

 

（５）無線通信の運用  

無線通信の運用に関する基本的事項は、次のとおりです。  

ア 無線通信系統  

無線通信系統は、消防波（統制波、共通波（主運用波）、活動波（市

波・救急波）によります。 

 

第２ 医療救護活動 

６ 医療器材の調達  

医療及び助産に必要な薬品、医療器材を緊急に必要とする場合は、

（４）消防無線 

 消防無線の運用については、小田原市消防計画の定めるところによ

ります。 

４ 防災情報システム 

市防災情報システムの運用については、「小田原市防災情報システム

運営要綱」に基づき行います。 

 

 

（２）初動体制の確立 

ア 消防部の措置等  

（ｳ）被害状況の確認  

各署所の消防隊に指令し、署所周辺の被害状況、海岸監視、防潮扉

の閉鎖措置等について速報させます。 

 

（５）無線通信の運用  

無線通信の運用に関する基本的事項は、次のとおりです。  

ア 無線通信系統  

無線通信系統は、消防波（全国波、県波、市町村波）及び救急波によ

ります。 

 

第２ 医療救護活動 

６ 医療器材の調達  

医療及び助産に必要な薬品、医療器材を緊急に必要とする場合は、
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92 

 

 

 

 

 

 

医薬品等の調達に関する協定（協定 2-1）及び災害用医薬品の確保及

び拠出に関する協定（協定 2-2）により調達します。なお、不足が生

じたときは、県及び関係機関に応援を要請します。 

７ 仮設救護所の開設  

市は、災害の規模、被害状況に応じ、広域避難所のうち必要箇所に

仮設救護所を開設します。 

◆資料○：仮設救護所開設避難所 

 

 

 

９  一般病院等 

（２）医療救護活動 

一般病院、薬局等は、早期に通常の診療・医薬品の供給体制に戻す

よう努めるとともに、医師会、薬剤師会及び市と連携し、周辺地域の

傷病者をできる限り受け入れ、医療救護活動に協力する。 

 

第３節 避難対策 

（略） 

市民は、あらかじめ指定されている避難場所を日頃から把握すると

ともに、避難指示が出された場合には、直ちに避難します。また、自

主的に避難する場合は、安全に十分配慮します。 

なお、津波避難に係る対策は、本章「第１５節 津波対策」を参照し

ます。 

医薬品等の調達に関する協定（資料 2-1）及び医薬品の備蓄に関する

協定（資料 2-2）により調達します。なお、不足が生じたときは、県

及び関係機関に応援を要請します。 

７ 仮設救護所の開設  

市は、災害の規模、被害状況に応じ、広域避難所のうち必要箇所に

仮設救護所を開設します。 

 

 

 

 

９  一般病院等 

（２）医療救護活動 

一般病院等は、早期に通常の診療体制に戻すよう努めるとともに、

医師会及び市と連携し、周辺地域の傷病者をできる限り受け入れ、医

療救護活動に協力する。 

 

第３節 避難対策 

（略） 

市民は、あらかじめ指定されている避難場所を日頃から把握すると

ともに、避難勧告又は指示が出された場合には、直ちに避難します。

また、自主的に避難する場合は、安全に十分配慮します。 

なお、津波避難に係る対策は、本章「第１５節 津波対策」を参照し

ます。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

第１ 避難指示 

1 避難指示 

市長は、避難のための立ち退きの指示を、防災関係機関の協力を得

て実施します。 

（１）避難指示の実施責任者 

表 避難指示の実施責任者 

実 施 者 災害の種類、内容 根  拠 

市町村長 災害全般 災害対策基本法 

第 60 条第 1 項 

警察官 災害全般。市町村長が指示することが

できないと認めるとき、又は市町村長

から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61 条第 1 項 

警察官職務執行法 

第 4 条第 1 項 

海上保安官 同上 災害対策基本法 

第 61 条第 1 項 

知事又は、その命

を受けた県職員

又は水防管理者 

洪水、高潮 水防法第 29 条  

知事又は、その命

を受けた職員 

地すべり 地すべり等防止法第 25 条 

自衛官 災害全般 

災害派遣を命じられた部隊の自衛官

は、災害の状況により特に急を要する

場合で、警察官がその現場にいない場

合に限り、避難の指示を行うことがで

きます。 

自衛隊法第 94 条第 1 項 

 

 

（３）高齢者等避難の実施責任者 

市長は、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を

開始しなければならない段階で、人的被害の発生する可能性が高まっ

たときに高齢者等避難を発令します。 

第１ 避難勧告・指示等 

1 避難勧告・指示  

市長は、避難のための立ち退きの勧告及び指示を、防災関係機関の

協力を得て実施します。 

（１）避難勧告・指示の実施責任者 

表 避難勧告・指示の実施責任者 

実 施 者 

勧告・ 

指示区

分 

災害の種類、内容 根  拠 

市町村長 勧告・ 

指示 

災害全般 災害対策基本法 

第 60 条第 1 項 

警察官 指示 災害全般。市町村長が指示するこ

とができないと認めるとき、又は

市町村長から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61 条第 1 項 

警察官職務執行法 

第 4 条第 1 項 

海上保安官 指示 同上 災害対策基本法 

第 61 条第 1 項 

知事又は、その命

を受けた県職員

又は水防管理者 

指示 洪水、高潮 水防法第 29 条  

知事又は、その命

を受けた職員 

指示 地すべり 地すべり等防止法第

25 条 

自衛官 指示 災害全般 

災害派遣を命じられた部隊の自衛

官は、災害の状況により特に急を

要する場合で、警察官がその現場

にいない場合に限り、避難の指示

を行うことができます。 

自衛隊法第 94 条第 1

項 

 

 

（３）避難準備・高齢者等避難開始の実施責任者 

市長は、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を

開始しなければならない段階で、人的被害の発生する可能性が高まっ

たときに避難準備・高齢者等避難開始を発令します。 
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２ 避難情報の発令基準 

災害時に適切な避難情報の発令を実施するため、関係機関からの情

報や自ら収集する情報等を基に、避難情報の発令基準等について、で

きる限り客観的な数値を定めるよう努めます。 

なお、判断基準については、想定外の事態にも対応できるよう総合的

に判断します。 

また、避難対象地域の選定にあっては、避難所の位置、自主防災組

織が定める避難経路の状況、周辺地域の人口分布、自主防災組織の状

況等を考慮してこれを行います。 

 

３ 避難情報の伝達方法  

（１）避難情報の伝達  

避難情報の伝達は、市災害対策本部の情報伝達及び広報活動により

行いますが、自主防災組織を十分活用するとともに、間接広報を有効

に利用します。 

 

（２）避難情報の内容 

ア 避難を要する理由 

イ 避難情報の対象地域 

ウ 避難先とその場所 

エ 避難経路 

オ 注意事項 

 

２ 避難の勧告及び指示の発令基準 

災害時に適切な避難勧告等を実施するため、関係機関からの情報や

自ら収集する情報等を基に、避難勧告等の発令基準等について、でき

る限り客観的な数値を定めるよう努めます。 

なお、判断基準については、想定外の事態にも対応できるよう総合的

に判断します。 

また、避難対象地域の選定にあっては、避難所の位置、自主防災組

織が定める避難経路の状況、周辺地域の人口分布、自主防災組織の状

況等を考慮してこれを行います。 

 

３ 避難勧告及び指示等の伝達方法  

（１）避難勧告及び指示等の伝達  

避難勧告及び指示等の伝達は、市災害対策本部の情報伝達及び広報

活動により行いますが、自主防災組織を十分活用するとともに、間接

広報を有効に利用します。 

 

（２）避難勧告及び指示の内容 

ア 避難を要する理由 

イ 避難勧告、指示等の対象地域 

ウ 避難先とその場所 

エ 避難経路 

オ 注意事項 
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95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）県知事への報告 

市長は、避難情報の発令を行ったときは、速やかに県知事に報告し

ます。 

 

第２ 避難所の開設 

３ 広域避難所への入所 

（１）対象者  

ア 住宅が被害を受け、居住の場を失った者  

イ 現に被害を受け、速やかに避難しなければならない者  

ウ 災害によって現に被害を受けるおそれのある者  

  エ 地域外から来て、帰宅することが困難である者 

  オ その他、災害により生活の自立が困難な者 

 なお、避難者は、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れます。 

 

（２）避難者の誘導 

ア 広域避難所の施設内への誘導については、自主防災組織、

市職員及び教職員等関係者が行います。 

イ 避難順序は、施設管理者と事前に協議した順とし、安全を

確認しながら避難誘導を行います。 

ウ 要配慮者及び傷病者については、設備が整っている場所に

世帯単位で避難してもらうように努めます。 

エ 避難行動要支援者（災害から身を守るため、安全な場所に

 

（３）県知事への報告 

市長は、避難勧告又は指示を行ったときは、速やかに県知事に報告

します。 

 

第２ 避難所の開設 

３ 広域避難所への入所 

（１）対象者  

ア 住宅が被害を受け、居住の場を失った者  

イ 現に被害を受け、速やかに避難しなければならない者  

ウ 災害によって現に被害を受けるおそれのある者  

 

 

 

 

（２）避難者の誘導  

ア 広域避難所の施設内への誘導については、自主防災組織、市

職員及び教職員等関係者が行います。  

イ 避難順序は、後日の授業再開に備え、屋内運動場・空き教室・

特別教室・普通教室の順に入所させます。 

ウ 屋内運動場は、できる限り端より詰め、通路を確保します。  

エ 要配慮者を配慮して避難させます。  

オ 避難経路については、可能な限り事前に安全確認するととも
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96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難するなどの一連の行動をとる際に、支援を必要とする方）

を配慮して避難させます。 

オ 避難経路については、可能な限り事前に安全確認するとと

もに、危険箇所にロープ張りや表示を行うほか、状況により

誘導員を配置して事故防止に努めます。特に、夜間において

は、可能な範囲での照明を確保し、安全確保に努めます。 

カ 大規模な災害発生の場合、上記の項目が実施できない場合

が起こり得るので、市民が自発的に避難所へ避難するなど定

められた行動がとれるように、平常時からの施設管理者との

協議や訓練を実施します。 

 

に、危険箇所にロープ張りや表示を行うほか、状況により誘導

員を配置して事故防止に努めます。特に、夜間においては、可

能な範囲での照明を確保し、安全確保に努めます。  

カ 大規模な災害の場合、上記の項目が実施できない場合が起こ

り得るので、市民が自発的に避難指定場所に向かい決められた

行動がとれるように、平常時からの啓発に努めます。 
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97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組 織 役 割 

会長 

副会長 

避難所運営委員会の統括、組織内の連絡調整・指揮及

び関係機関等との連絡・調整を行います。 

施設管理者及び市災害対策本部との調整・統括を行い

ます。 

避難所の管理・運営の申し合わせを調整します。 

総務班 

運営委員会の事務局として、運営会議の開催に関する

事務を行います。 

要配慮者や女性に配慮した避難所のレイアウトを設

定、変更や避難所における生活ルールを作成します。 

情報班 

（兼警備） 

避難者を避難者カード等により把握し、広域避難所運

営委員会会長へ報告します。 

把握した避難者情報を整理し、避難所に不審者等が入

り込まないよう警備を行います。 

罹災証明書交付申請書、仮設住宅申込用紙の配布及び

取りまとめを行います。 

 

組 織 役 割 

広域避難所運

営委員会 

・自治会代

表者 

・施設管理

者 

・各班長 

・ 市 職 員 

など 

①市災害対策本部からの情報の伝達 

②避難所生活でのルール徹底 

③避難者からの要望等をとりまとめ、市災害対策

本部と協議 

④各班の作業内容等の確認 

⑤各班の作業にあたっての要望等をとりまとめ、

市災害対策本部と協議 

情報班（兼

警備） 

避難者を避難者カード等により把握し、広域避

難所運営委員会会長へ報告します。把握した避難

者情報を整理し、避難所に不審者等が入りこまな

いよう警備を行います。 

また、罹災証明書交付申講書、仮設住宅申込用

紙の配布及び取りまとめを行います。 

要配慮者班 

避難所に避難した要配慮者を把握します。要配

慮者については、原則として家族が介護を行いま

すが、困難な場合は民間ボランティア等の協力に

より避難所生活を支援します。 

また、避難所生活を困難とする状況を把握し、

広域避難所運営委員会会長へ報告を行います。 

救護清掃班 

避難所内の衛生管理の指導及び清掃を行いま

す。 

医師及び仮設救護所配置の市職員に協力して

仮設救護所開設準備を行うとともに、仮設救護所

もしくは医療機関等に負傷者を搬送します。 
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要配慮者班 

避難所に避難した要配慮者を把握します。 

要配慮者については、原則として家族が介護を行

うこととなりますが、困難な場合は民間ボランテ

ィア等の協力により避難所生活を支援します。（性

別による、配慮やニーズがあることを把握しま

す。） 

避難所生活を困難とする状況を把握し、広域避難

所運営委員会会長へ報告します。 

救護清掃班 

避難所内の衛生管理の指導及び清掃を行います。 

ごみの処理、集積場の設置等、ごみに関すること

を取り扱いします。 

仮設救護所もしくは医療機関等に負傷者を搬送し

ます。 

医師及び仮設救護所配置の市職員に協力して仮設

救護所開設準備を行います。 

給食給水班 

（兼物品配分） 

市災害対策本部からの食料及び飲料水が不足する

場合や遅延する場合等においては、民間ボランテ

ィアの協力により必要に応じて炊き出し及び応急

給水口取り扱いやろ水機等を利用した給水活動を

行うほか、給水車による給水の際の秩序に必要な

活動を行います。 

広域避難所へ配送された食料及び物品等について

は、「物資管理簿」により管理し、搬入、仕分け、

給食給水班 

（兼物品配

分） 

市災害対策本部からの食料及び飲料水が不足

する場合や遅延する場合等においては、民間ボラ

ンティアの協力により必要に応じ炊き出し及び

ろ水機を利用した給水活動を行うほか、給水車に

よる給水の際の秩序の維持に必要な活動を行い

ます。 

また、広域避難所へ配送された食料及び物品等

については、受払簿等により管理し、搬入、仕分

け、保管及び配分を行います。 

民間ボラン

ティア 

民間ボランティアは、各広域避難所運営委員会

の指示の下、避難所運営にあたりますが、活動分

野別に次のようなグループが考えられます。 

 

要配慮者

支援 

グループ 

要配慮者については、原則として家族が介護を

行いますが、広域避難所運営組織の要配慮者班に

協力して、要配慮者等の状態に応じて避難所生活

を支援します。 

救護清掃

支援 

グループ 

広域避難所運営組織の救護清掃班に協力して、

仮設救護所もしくは医療機関等に負傷者を搬送

します。 

また、医師の指示に基づき広域避難所運営組織

の救護清掃班に協力して必要な搬送を行います。 

給食給水

支援 

グループ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、炊

き出し、給水を行います。 

物 品 搬

入、仕分

け支援グ

ループ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、市

災害対策本部から配送される食料及び物品の数

量の点検、配分する数量の仕分けを行います。 

また、救援物資として地域内輸送拠点（救援物

資ターミナル）及び外部から直接避難所に配送さ

れる物品の搬入、類似品目ごとの仕分け及び保管

場所への保管を行います。 
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保管及び配分を行います。 

民間ボランティ

ア 

民間ボランティアは、各広域避難所運営委員会の

指示の下、避難所運営にあたるが、活動分野別に

次のようなグループが考えられます。 

 

要配慮者

支援グル

ープ 

要配慮者については、原則として家族が介護を行

いますが、広域避難所運営組織の要配慮者班に協

力して、要配慮者等の状態に応じて避難所生活を

支援します。 

救援清掃

支援グル

ープ 

広域避難所運営組織の救護清掃班に協力して、仮

設救護所若しくは医療機関等に負傷者を搬送しま

す。 

医師の指示に基づき広域避難所運営組織の救護清

掃班に協力して必要な搬送を行います。 

給食給水

支援グル

ープ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、炊き

出し、給水を行います。 

物品搬入、

仕分け支

援グルー

プ 

広域避難所運営組織の給食給水班に協力し、市災

害対策本部から配送される食料及び物品の数量の

点検、配分する数量の仕分けを行います。 

救援物資として救援物資ターミナル及び外部から

直接避難所に配送される物品の搬入、類似品ごと
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第３ 広域避難所の運営 

２ 広域避難所における時期別の課題等 

（１）初動期（1日～3日） 

キ 水洗トイレの使用可否の確認と、代替措置の実施  

（ｱ）停電、断水、排水管や下水管、浄化槽の損傷の状況により、校

舎等の水洗トイレが使用できるか市災害対策本部へ確認します。 

（ｲ）使用できない場合は、水洗トイレの使用を速やかに中止徹底し、

携帯トイレの設置を行います。 

（ｳ）携帯トイレの使用により発生した廃棄物は、可燃物として処理

するため、廃棄場所を定め、周知します。 

（ｴ）仮設トイレを組み立てます。原則として男女別とし、女性が安

全に利用できるよう設置場所に配慮し、夜間であれば、発電機・投光

機をセットします。 

 

３ ペット対策 

 避難所でのペットの受入れは、各広域避難所運営委員会で市「避難

所・避難場所におけるペットの受け入れガイドライン」に基づいて実

施します。各広域避難所で対応できなくなった場合、市は小田原獣医

師会及び神奈川県獣医師会西湘支部へ応援依頼します。 

また、飼養者不明ペットの取扱については、県が主体となって対応す

の仕分け及び保管場所への保管を行います。  

 

 

第３ 広域避難所の運営 

２ 広域避難所における時期別の課題等 

（１）初動期（1日～3日） 

キ 仮設トイレの設置等必要な措置を市災害対策本部へ要請  

（ｱ）仮設トイレを組み立てます。（水洗トイレが使用できる場合は、

雑用水を確保して、使用します。原則として男女別とし、女性が安全

に利用できるよう設置場所に配慮します。） 

（ｲ）夜間であれば、発電機・投光機をセットします。 

 

 

 

 

 

 

３ ペット対策 

 避難所でのペットの受入れは、各広域避難所運営委員会で市「広域

避難所におけるペットの受け入れガイドライン」に基づいて実施しま

す。各広域避難所で対応できなくなった場合、市は小田原獣医師会及

び神奈川県獣医師会西湘支部へ応援依頼します。 

また、飼養者不明ペットの取扱については、県が主体となって対応す
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るため、県や県獣医師会が窓口となり、仮設動物救護センターが受入

れを行います。 

４ 電源の確保 

 避難所等における電力供給手段の確保策として、太陽光発電、蓄電

池、電気自動車等を活用します。 

 

第６ 応急仮設住宅の供与等及び住宅の応急修理計画 

県は、大規模災害が発生し災害救助法が適用された場合、法で定め

られた期間内に当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者

に対し、応急仮設住宅の供与を行います。 

応急仮設住宅には、建設し供給するもの（建設型応急住宅）と民間

賃貸住宅を借上げて供給するもの（賃貸型応急住宅）があり、県によ

る被災者への応急仮設住宅の提供は、既存住宅ストックの活用を重視

して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修

理業者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存スト

ックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な

住まいを早期に確保するものとします。 

また、地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設

型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保

するものとします。なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災

害に十分配慮するものとします。 

５ 住宅の障害物の除去 

（１） 障害物の除去が受けられる者 

るため、県や県獣医師会が窓口となり、仮設動物救護センターが受入

れを行います。 

 

 

 

 

第６ 応急仮設住宅の供与等及び住宅の応急修理計画 

災害により住宅を失った被災者に対する応急仮設住宅の供与等、及

び被害を受けた住宅の応急修理を、次の計画により実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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半壊又は半焼し、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的

に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない者。 

（２） 障害物の除去の範囲 

居室・炊事場、トイレ等日常生活に欠くことのできない部分の応急

修理に限ります。 

６ 協力要請 

応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び障害物の除去について

は、協定締結先等の協力を求めます。 

 

 

（５）福祉施設への収容 

ア 広域避難所での対応が困難となった要配慮者については、広域避

難所運営委員会において保健師、ケースワーカー等と協議し、次に掲

げる施設を福祉避難所として、家族単位により収容します。 

（ｱ）市生きがいふれあいセンターいそしぎ （ｲ）市下中老人憩の家 

（ｳ）市川東タウンセンターマロニエ （ｴ）市城北タウンセンターい

ずみ 

 

 

 

 

第４節 保健衛生、災害時の廃棄物等の処理、遺体の取扱い等に関す

る活動 

 

 

 

 

 

５ 協力要請 

応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理については、協定締結先等

の協力を求めます。 

 

 

（５）福祉施設への収容 

ア 広域避難所での対応が困難となった要配慮者については、広域避

難所運営委員会において保健師、ケースワーカー等と協議し、次に掲

げる福祉施設に家族単位により収容します。 

（ｱ）市社会福祉センター （ｲ）市生きがいふれあいセンターいそし

ぎ 

（ｳ）市鴨宮ケアセンター （ｴ）市前羽福祉館 

（ｵ）市下中老人憩の家 （ｶ）市立保育所（5 施設） 

 

 

 

第４節 保健衛生、災害時の廃棄物、遺体の処理等に関する活動 

３ 防疫対策 
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３ 防疫対策 

（１）実施機関 

被災地等における防疫対策は、小田原市薬剤師会と協力し、市が実

施します。ただし、災害の状況により市が実施不可能と判断した場合

には、県に対して応援を要請します。 

 

第２ 災害時の廃棄物等の処理 

市は、「小田原市災害廃棄物処理計画」に基づき、ごみ収集・処理、

し尿の収集・処理、仮設トイレの設置について迅速に行い、地域住民

の保健衛生及び環境の保全を積極的に図ります。 

（２）初動対応 

ア 災害廃棄物等対策組織 

市は、地震発生時に災害廃棄物等対策組織を設置します。災害廃棄

物処理は地震発生に伴い新たに発生する業務であるため、人員の補充

や支援を得て、臨時体制を組織します。 

ウ 基本方針 

（ｱ）通常時の収集・処理体制を基本として、市とその委託収集業者

が収集・処理します。ただし、施設損壊や停電、断水等により施設稼

動不能の場合は、その損壊の程度と復旧の見通しを考慮 

して、仮置場での一時保管（施設復旧後に市の施設で処理）あるいは、

近隣市町村への応援要請等の対策を検討します。 

（３）復興に向けた対策 

ア 市の事業として解体撤去に国庫補助が認められる場合は、市は所

（１）実施機関 

被災地等における防疫対策は、市が実施します。ただし、災害の状

況により市が実施不可能と判断した場合には、県に対して応援を要請

します。 

 

 

第２ 災害時の廃棄物等の処理 

市は、「小田原市災害廃棄物等処理計画」に基づき、ごみ収集・処

理、し尿の収集・処理、仮設トイレの設置について迅速に行い、地域

住民の保健衛生及び環境の保全を積極的に図ります。 

（２）初動対応 

ア 災害廃棄物等対策組織 

市は、地震発生時の災害廃棄物等対策組織を設置します。災害廃棄

物処理は地震発生に伴い新たに発生する業務であるため、人員の補充

や支援を得て、臨時体制を組織します。 

ウ 基本方針 

（ｱ）通常時の収集・処理体制を基本として、市とその委託収集業者

が収集・処理します。ただし、施設損壊や停電、断水等により施設稼

動不能の場合は、その損壊の程度と復旧の見通しを考慮 

して、一時保管（施設復旧後に市の施設で処理）あるいは、近隣市町

村への応援要請等の対策を検討します。 

（３）復興に向けた対策 

ア 市の事業として解体撤去に国庫補助が認められる場合は、市は所
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108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有者からの申請に基づき、民間業者と直接契約を行い、解体撤去と仮

置場への運搬を発注します。なお、対象家屋は個人所有の住宅に限り

ますが、補助交付要綱に従うものとします。 

イ 災害廃棄物の再利用・再資源化を推進するため、可燃ごみ、不燃

ごみ、コンクリートがら、金属くず、柱角材、その他を最大限分別し、

再利用・再資源化を推進します。このため、解体撤去時から分別の指

導を行います。 

ウ 災害廃棄物を再利用・再資源化、中間処理あるいは最終処分する

までに一時的に保管するための、仮置場を確保し、運用します。 

エ 災害廃棄物の再利用・再資源化を可能なかぎり推進し、最終処分

量の減量を図ります。 

第３ 遺体の取扱い等 

 災害による行方不明者の捜索及び遺体の収容、扱いについて、次の

方法により実施します。 

３ 遺体の取扱い 

（５）身元確認 

イ 身元不明者の身元確認のため、市は（一社）神奈川県歯科医師会

への協力要請を行い、県警察は神奈川県警察協力歯科医師等への協力

要請を行います。  

ウ 市は、検案の終了した遺体について、「遺体取扱い票」及び「火・

埋葬台帳」を作成のうえ納棺し、氏名及び番号を記載した氏名札を棺

に添付します。 

（６）遺体の安置・引渡し 

有者からの申請に基づき、民間業者と直接契約を行い、解体撤去と仮

保管場所への運搬を発注します。なお、対象家屋は個人所有の住宅に

限りますが、補助交付要綱に従うものとします。 

イ 災害廃棄物の再利用・再資源化を推進するため、木くず、その他

可燃物、コンクリート塊、金属くず、その他不燃物、以上を最大限分

別した後の混合廃棄物の 6区分に分別し、再利用・再資源化を推進し

ます。このため、解体撤去時から分別の指導を行います。 

ウ 災害廃棄物を再利用・再資源化、中間処理あるいは最終処分する

までに一時的に保管するための、仮保管場所を確保し、運用します。 

エ 災害廃棄物の再利用・再資源化を可能なかぎり推進し、最終処分

量の削減を図ります。 

第３ 遺体の処理等 

災害による行方不明者の捜索及び遺体の収容、処理について、次の

方法により実施します。 

３ 遺体の取扱 

（５）身元確認 

イ 市は、身元不明者の身元確認のため、（一社）神奈川県歯科医師

会への協力要請を行い、また、県警察は、神奈川県警察協力歯科医師

等への協力要請を行います。  

ウ 市は、検案の終了した遺体について、「遺体処理票」及び「火・

埋葬台帳」を作成のうえ納棺し、氏名及び番号を記載した氏名札を棺

に添付します。 

（６）遺体の引渡し  
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109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 市は、県警察と協力して、遺体の調査・検視及び医師による検案

が終了し、身元が明らかになった遺体を、遺族又は関係者に引渡します。

遺族等が不明である遺体については、氏名等を掲示し遺族等の早期発見

に努めます。 

オ 広域的な甚大な被害により、他自治体の火葬場も使用できず、か

つ遺族等の引取り者がいない遺体については、市は一時的に土地を借

り上げ、その遺体を仮埋葬し、火葬場が復旧した段階で、その遺体を

掘り起し火葬の手続きを行い、火葬した後、焼骨を仮収蔵します。 

４ 遺体収容施設での防疫対策 

 遺体収容施設での感染症等の発生及び流行の防止を図る対策を実

施します。 

 実施機関、実施方法は「第１ 保健衛生 ３ 防疫対策」に準じます。 

５ 資器材の調達等  

市は、県警察、県、他市町村等と協議し、必要な棺、ドライアイス、

ビニールシート、納体袋、毛布、消毒・防疫薬剤等を調達・確保する

とともに、遺族感情を考慮して、生花等についても配意します。 

６ 遺族への対応 

 遺体確認の結果、身寄りのない遺族として年少の未成年のみとなっ

た場合、障がい者のみとなった場合、高齢者のみとなった場合、また

外国人旅行者のみとなる場合等が考えられます。 

これらに該当する遺族を含め、遺族に対しまして、市は関係機関等と

連携を取り、対応します。 

７ 広報 

ア 市は、県警察と協力して、遺体の見分・検視及び医師による検案

が終了し、身元が明らかになった遺体を、遺族又は関係者に引渡します。

遺族等が不明である遺体については、氏名等を掲示し遺族等の早期発見

に努めます。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 資器材の調達等  

市は、県警察、県、他市町村等と協議し、必要な棺、ドライアイス、

ビニールシート、納体袋、毛布等を調達・確保するとともに、遺族感

情を考慮して、生花等についても配意します。 

 

 

 

 

 

 

５ 広報 
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114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 広域火葬応援体制 

 

第４ 救援物資の受入れ 

他自治体や企業・団体等から寄せられる救援物資の受け入れは次の

方法で実施します。 

特に、東日本大震災を機に制度化された国からのプッシュ型支援が

実施されたことから、発災後速やかに実施される大量の物資の支援を

受け入れる体制を整えていきます。 

また、国や県への物資の要請、受入れ、配送は、物資調達・支援シ

ステムを利用し、迅速に実施します。 

１ プッシュ型支援 

大規模災害発災当初は、市において正確な情報把握に時間を要する

こと、民間供給能力が低下すること等から、市のみでは、必要な物資

量を迅速に調達することは困難と想定されます。 

国が県からの具体的な要請を待たないで、避難所避難者への支援を

中心に、被災者の命と生活環境に不可欠な物資（基本 8品目等）のほ

か、避難所環境の整備に必要な物資、熱中症対策に不可欠な冷房機器、

感染症対策に必要なマスクや消毒液等を調達し、被災地に緊急輸送を

行います。 

（１）基本 8品目 

ア 食料 

イ 毛布 

ウ 乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク 

６ 広域火葬応援体制 

 

第４ 救援物資の受入れ 

他自治体や企業・団体等から寄せられる救援物資の受け入れは次の

方法で実施します。 

特に、東日本大震災を機に制度化された国からのプッシュ型支援が

実施されたことから、発災後速やかに実施される大量の物資の支援を

受け入れる体制を整えていきます。 

 

（新規） 
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118 

 

 

 

 

 

 

 

エ 乳児・小児用おむつ 

オ 大人用のおむつ 

カ 携帯トイレ・簡易トイレ 

キ トイレットペーパー 

ク 生理用品 

 

２ 受け入れ 

（略） 

３ 受け入れ方法 

（略） 

４ 人員配置 

（略） 

５ 物資の輸送及び配分 

（略） 

 

第６ 保育所等における応急対策 

（２）保育所等での対応 

ア 入所児童以外の受入れについて 

入所児童以外の児童については、必要に応じ、受入れの可否について

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受け入れ 

（略） 

２ 受け入れ方法 

（略） 

３ 人員配置 

（略） 

４ 物資の輸送及び配分 

（略） 

 

第６ 保育所等における応急対策 

（２）保育所等での対応 

ア 入所児童以外の受入れについて 

入所児童以外の児童については、可能な限り受入れ、保育するよう検

討します。 
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131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139 

 

 

 

 

 

第１１節 広域的応援体制 

市は、被害の規模に応じて、迅速・的確に、国、県、他市町村、防

災関係機関及び民間団体等に応援を求め、被災地域における被害の軽

減や被災者の援護等、広域的な応援体制をとります。 

また、市受援計画に基づき、平時から応援受入体制を整え、災害発

生時も適切に外部の職員と協力し、市職員の健康管理も考慮しながら

災害対策を行います。 

 

第１ 応援要請 

１ 他の地方公共団体等への応援要請 

市長は、応急対策の実施に地方自治体等の応援が必要と認められる

ときは、災害対策基本法等の関係法令や相互応援協定に基づき応援を

要請します。 

総務省の応急対策職員派遣制度による支援を円滑に受け入れるため

に、県へニーズの迅速な要望や内部調整を行います。 

 

 

第５章 復旧・復興対策 

第１節 災害復旧対策 

第１ 災害復旧計画の策定 

（１）災害復旧計画策定の基本方針 

（略） 

（２）公共施設等災害復旧計画の策定項目 

第１１節 広域的応援体制 

市は、被害の規模に応じて、迅速・的確に、国、県、他市町村、防

災関係機関及び民間団体等に応援を求め、被災地域における被害の軽

減や被災者の援護等、広域的な応援体制をとります。 

 

 

 

 

第１ 応援要請 

１ 他の地方公共団体等への応援要請 

市長は、応急対策の実施に地方自治体等の応援が必要と認められる

ときは、災害対策基本法等の関係法令や相互応援協定に基づき応援を

要請します。 

平成 30年３月に制度化された国の被災市区町村応援職員確保システ

ムによる支援を円滑に受け入れるために、県へニーズの迅速な要望や

内部調整を行います。 

 

第５章 復旧・復興対策 

第１節 災害復旧計画の策定 

第１ 災害復旧計画策定の基本方針 

（略） 

第２ 公共施設等災害復旧計画の策定項目 

（略） 
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140 

 

 

 

 

 

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第２ 国又は県による復旧の代行制度の活用 

市は、著しく異常かつ激甚な災害が発生し、工事実施体制等の地域

の実情を勘案して円滑かつ迅速な復旧復興のために必要があると認

めるときは、市に代わり国又は県が工事を行うことができる権限代行

制度を活用し、国又は県に工事の代行を要請します。 

第２節 復興体制の整備 

大規模災害発生後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、

震災復興体制を整備します。また、平時から災害が発生した際のこと

を想定した事前復興の考え方を整理し、気候変動により激甚化・頻発

化する災害に対し、迅速な復旧、復興が成し遂げられる災害に強いま

ちを目指します。 

 

第３節 復興対策の実施 

第６ 罹災証明の交付 

３ 交付手続き 

罹災証明書の交付事務は、次のとおり取り扱うものとします。 

イ 罹災証明書は、被災者の申請を受けて、罹災証明台帳で確認する 

ことにより交付します。 

５ 証明手数料 

罹災証明書及び罹災届出証明書の交付手数料は無料とします。 

第７ 生活再建支援 

１ 被災者の経済的再建支援 

 

 

 

 

 

 

第２節 復興体制の整備 

大規模災害発生後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、

震災復興体制を整備します。 

 

 

 

 

第３節 復興対策の実施 

第６ 罹災証明の発行 

３ 発行手続き 

罹災証明書の発行事務は、次のとおり取り扱うものとします。 

イ 罹災証明書は、被災者の申請を受けて、罹災証明台帳で確認する 

ことにより発行します。 

５ 証明手数料 

罹災証明書及び罹災届出証明書の発行手数料は無料とします。 

第７ 生活再建支援 

１ 被災者の経済的再建支援 
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157 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 

 

 

 

 

被災者の生活再建が円滑に進むよう、被災建築物の応急危険度判定

調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など住宅に関する

各種調査の必要性や実施時期の違いについて被災者に明確に説明し

ます。 

また、過去の災害の事例を参考に、罹災証明書の交付や、被災者生

活再建支援金の支給申請、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害

援護資金の貸付けなど、各種申請や相談を総合的に対応できる窓口の

体制づくりに努めます。 

 

第６章 東海地震に関する事前対策 

第２節 予防対策 

第３ 東海地震に関連する情報の知識の普及 

２ 市民等に対する教育・広報 

（１）防災教育・広報の実施方針 

防災教育・広報は、広報小田原、パンフレット等により広く市民等に

周知するとともに、自主防災組織及び事業所等を活用し、次の教育・

広報内容を基に、実情に即した教育・広報を実施します。 

 

第５ 警戒宣言発令時の行動指針 

（７）非常持出品の準備 

最低３日分、推奨１週間分の食料及び飲料水（１人３リットルが 1

日分の目安）、常備薬、最小限の着替え肌着、懐中電灯、マスク、消

毒液、体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッ

被災者の生活再建が円滑に進むよう、被災建築物の応急危険度判定

調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など住宅に関する

各種調査の必要性や実施時期の違いについて被災者に明確に説明し

ます。 

また、被災者生活再建支援金の支給申請や災害弔慰金、災害障害見

舞金の支給、災害援護資金の貸付け及び罹災証明書の交付をはじめと

する各種事務執行体制を強化します。 

 

 

第６章 東海地震に関する事前対策 

第２節 予防対策 

第３ 東海地震に関連する情報の知識の普及 

２ 市民等に対する教育・広報 

（１）防災教育・広報の実施方針 

防災教育・広報は、広報紙、パンフレット等により広く市民等に周知

するとともに、自主防災組織及び事業所等を活用し、次の教育・広報

内容を基に、実情に即した教育・広報を実施します。 

 

第５ 警戒宣言発令時の行動指針 

（７）非常持出品の準備 

最低３日分、推奨１週間分の食料及び飲料水（１人３リットルが 1

日分の目安）、常備薬、最小限の着替え肌着、懐中電灯等、いつでも

持ち出せるように準備します。 
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163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テリー等、いつでも持ち出せるように準備します。 

 

第３節 警戒宣言発令時等対策 

第５ 東海地震に関連する情報、警戒宣言の伝達 

２ 伝達手段 

ア  防災行政無線 イ 戸別受信機 ウ J:COM防災情報サービス 

エ 防災メール  オ テレホンサービス   

カ J：COMチャンネル小田原データ放送  キ ＦＭおだわら 

ク 市ホームページ    ケ 緊急速報メール  コ 市 SNS 

サ 広報車、消防車両等  シ 電話・ファクシミリ ス Ｊアラー

セ Ｌアラート ソ yahoo!防災速報アプリ 

 

第８ 事前避難対策 

３ 事前避難対象区域内居住者の責務 

ア 避難は地域ごとに行動し、原則として、自動車は使用しない。 

イ 収容施設以外の場所に避難する場合は、あらかじめ自主防災組織

の長に報告する。 

ウ 服装、履物は活動しやすいものとし、ヘルメット、頭巾等を着用

する。 

エ 最低 3日分、推奨 1週間分の食料、飲料水（1人 3リットルが 1

日分の目安）、常備薬、貴重品及び最小限の衣類、マスク、消毒液、

体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテリ

ー等を携行する。 

 

 

第３節 警戒宣言発令時等対策 

第５ 東海地震に関連する情報、警戒宣言の伝達 

２ 伝達手段 

ア  防災行政無線 イ 戸別受信機 ウ J:COM防災情報サービス 

エ 防災メール  オ テレホンサービス   

カ J：COMチャンネル小田原データ放送  キ ＦＭおだわら 

ク 市ホームページ    ケ 緊急速報メール  コ SNS 

サ 広報車、消防車両等  シ 電話・ファクシミリ 

 

 

第８ 事前避難対策 

３ 事前避難対象区域内居住者の責務 

ア 避難は地域ごとに行動し、原則として、自動車は使用しない。 

イ 収容施設以外の場所に避難する場合は、あらかじめ自主防災組織

の長に報告する。 

ウ 服装、履物は活動しやすいものとし、ヘルメット、頭巾等を着用

する。 

エ 最低 3日分、推奨 1週間分の食料、飲料水（1人 3リットルが 1

日分の目安）、常備薬、貴重品及び最小限の衣類等を携行する。 

オ ガスの元栓を締める等、火気の安全を確認する。 

カ 戸締まりを完全にし、盗難防止に努める。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ ガスの元栓を締める等、火気の安全を確認する。 

カ 戸締まりを完全にし、盗難防止に努める。 

キ 要配慮者の避難に協力する。 

ク 電気ブレーカーを落とす。 

 

第２１ 救援対策等 

１ 食料、生活必需品、医薬品等の確保 

（４）医薬品等調達体制の確認 

東海地震注意情報が発表された場合、市は、大規模な地震の発生に

備え、直ちに「災害用医薬品の確保及び拠出に関する協定書」（協定

2-2）を締結している小田原薬剤師会に連絡をとり、調達体制の確認

をするとともに、医薬品受け渡しに備えるよう依頼します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 要配慮者の避難に協力する。 

ク 電気ブレーカーを落とす。 

 

 

 

第２１ 救援対策等 

１ 食料、生活必需品、医薬品等の確保 

（４）医薬品等調達体制の確認 

東海地震注意情報が発表された場合、市は、大規模な地震の発生に

備え、直ちに「医薬品等の調達に関する協定書」（協定 2-1）を締結

している卸売業者等に連絡をとり、調達体制の確認をするとともに、

保有数量、保管場所及び責任者等の把握に努めます。 
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178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

第２ 推進計画の位置づけ 

この計画は、法第４条に基づき中央防災会議が作成した「南海トラ

フ地震防災対策推進基本計画・第５章 南海トラフ地震防災対策推進

計画の基本となるべき事項」を踏まえ、推進計画に明示すべき事項の

網羅を図ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避

難対策特別強化地域 

 本市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法第３条第１項の規定に基づく推進地域及び同法第１０条第１項

の規定に基づく南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定さ

れています。 

県内では、南海トラフ地震防災対策推進地域に２７市町が、南海ト

第７章 南海トラフ地震に関する防災対策 

第１節 対策の目的 

第２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又

は業務の大綱 

本市に係る地震防災に関し、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び本県の区域内の公共的団体その他防災上重要な

施設の管理者（以下｢防災関係機関｣という。）の処理すべき事務又は

業務の大綱は、「第１編 第１章 第５節 第４ 防災関係機関の処

理すべき事務又は業務の大綱」を準用します。 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 南海トラフ地震防災対策推進地域及び南海トラフ地震津波避

難対策特別強化地域 

 本市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措

置法第３条第１項の規定に基づく推進地域及び同法第１０条第１項

の規定に基づく南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域に指定さ

れています。 

 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画 

（中央防災会議） 

南海トラフ地震防災対策推進計画 

（本計画） 
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ラフ地震津波避難対策特別強化地域に１３市町が指定されています。 

 

第４ 南海トラフ地震により想定される被害の概要 

 中央防災会議防災対策推進検討会議の下に平成２４年４月に設置

された「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」により平

成２４年８月に発表された本市に係る被害想定及び平成２７年３月

に神奈川県が発表した神奈川県地震被害想定調査報告書の南海トラ

フ巨大地震による本市の主な被害想定については、次のようになって

います。 

 

１ 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループによる本市の被害

想定 

 

最大震度 最大津波高 最短津波到達時間 
浸水面積 

(浸水深30cm以上) 

６弱 ４メートル ２８分 ３０ヘクタール 

 

２ 神奈川県地震被害想定調査報告書の南海トラフ巨大地震による本

市の被害想定 

「第１編 第１章 第３節 地震被害の想定」参照 

 

 

 

 

 

（新規） 
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第５ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又

は業務の大綱 

本市に係る地震防災に関し、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び本県の区域内の公共的団体その他防災上重要な

施設の管理者（以下｢防災関係機関｣という。）の処理すべき事務又は

業務の大綱は、「第１編 第１章 第５節 第４ 防災関係機関の処

理すべき事務又は業務の大綱」を準用します。 

 

第２節 南海トラフ地震に関する情報 

南海トラフ沿いでは、１８５４年には安政東海地震と安政南海地震

が約３２時間の間隔を置いて発生し、１９４４年の東南海地震の発生

後には、約２年間の間隔を置いて１９４６年に南海地震が発生するな

ど、東側と西側の領域でマグニチュード８以上の地震が時間差で発生

しています。 

このため、南海トラフ地震の想定震源域の西側で大地震が発生した

後、時間差を置いて再び大きな揺れ・津波が生じる場合を想定し、以

下のとおり時間差発生に備えた対策に取り組みます。 

なお、南海トラフ地震の想定震源域内で地震が発生し、市内で震度

５弱以上が観測された場合については、「第４章 災害時の応急活動対

策」及び「第７章 第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅

速な救助に関する事項」に基づき、応急活動対策を実施します。 

 

 

第２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又

は業務の大綱 

本市に係る地震防災に関し、指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び本県の区域内の公共的団体その他防災上重要な

施設の管理者（以下｢防災関係機関｣という。）の処理すべき事務又は

業務の大綱は、「第１編 第１章 第５節 第４ 防災関係機関の処

理すべき事務又は業務の大綱」を準用します。 

 

（新規） 
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180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 南海トラフ地震に関連する情報について 

 気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地

震関連解説情報」の情報名称で発表します。 

「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメー

ジし、適切に実施できるよう、防災対応等を示すキーワードを情報名

に付記します。 

「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」

発表後の地震活動や地殻変動の状況等を発表。また、「南海トラフ沿

いの地震に関する評価検討会」の定例会合における評価結果もこの情

報で発表します。 

 

第３節 南海トラフ地震に関する防災対応 

第１ 時間差発生に備えた防災対応の基本的な考え方 

地震発生時期等の確度の高い予測は困難であり、完全に安全な防災

対応を実施することは現実的に困難です。そのため、地震発生可能性

と防災対応の実施による日常生活・企業活動への影響のバランスを考

慮しつつ、「より安全な防災行動を選択」するという考え方のもと、

防災対応を行います。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

市及び防災関係機関は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査

中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震注意）を発表した場合、後発地震の発生等に備え、次

第４ 南海トラフ地震に関連する情報について 

 気象庁が発表する「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地

震関連解説情報」の情報名称で発表します。 

「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメ

ージし、適切に実施できるよう、防災対応等を示すキーワードを情報

名に付記します。 

「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」

発表後の地震活動や地殻変動の状況等を発表。また、「南海トラフ沿

いの地震に関する評価検討会」の定例会合における評価結果もこの情

報で発表します。 

 

（新規） 
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のとおり災害応急対策を実施します。 

 

(1) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

の発表に備えた準備行動をとることとし、市は、第２の定めるところ

により対応するものとします。 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

後発地震に備え、１週間、明らかに被災するリスクが高い事項につ

いては回避する防災対応（巨大地震警戒対応）をとり、社会全体とし

ては後発地震に備えつつ通常の社会活動をできるだけ維持すること

とします。 

巨大地震警戒対応は、次に掲げる事項等とし、市及び防災関係機関

は、第３の定めるところにより対応するものとします。 

・後発地震が発生してからでは避難が間に合わないおそれがある市民

等の避難及び施設等の従業員、利用者等の安全確保 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所、避難経

路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の

確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集、連絡体制の確認及び施設、設

備等の点検 

 

(3) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 
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後発地震に備え、日頃からの地震への備えを再確認する等警戒レベ

ルを上げることを中心とした防災対応（巨大地震注意対応）をとるこ

ととします。 

巨大地震注意対応は、次に掲げる事項等とし、市及び防災関係機関

は、第４の定めるところにより対応するものとします。 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所、避難経

路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の

確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集、連絡体制の確認及び施設、設

備等の点検 

 

２ 関係機関による相互連携 

市及び防災関係機関は、後発地震に対して警戒する措置及び注意す

る措置の実施に当たり、相互に情報共有を図るとともに、密接な連携

をとりながら、実態に即応した効果的な措置の実施に努めます。 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における

災害応急対策に係る措置に関する事項 

１ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）の発表 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺でＭ６．８程

度以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくり

すべり等が観測された際は、南海トラフ地震との関連性について調査

を開始する旨を南海トラフ地震臨時情報（調査中）として発表します。 
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その後、気象庁は、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」を開催し、発生した現象について評価を行い、その評

価結果を南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意又は

調査終了）として発表します。 

 

２ 小田原市防災対策連絡会等の開催 

市は、気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表した場合、

小田原市防災対策連絡会（南海トラフ地震臨時情報（調査中）の発表

前に、市内で発生した地震や相模湾・三浦半島に発表された津波警報

等に基づき、災害対策本部が設置されている場合は、災害対策本部会

議）を開催し、発表情報及び今後の対応について伝達・確認し、南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合に備えた準備

行動をとるとともに、関係機関等との情報受伝達体制の確保を図りま

す。 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、非常時配

備体制のうち、準備体制または１号体制をとり、対応に係る職員は緊

急参集します。 

 

第３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の発表 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界において

Ｍ８．０以上の地震が発生した場合、最短２時間程度で南海トラフ地
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震臨時情報（巨大地震警戒）を発表します。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達 

国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震

に対して警戒する措置を１週間継続する旨を、都府県を通じて市町村

に伝達するとともに、国民に呼びかけます。 

市は、国からの災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の内容その他これらに関連する

情報（以下「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等」という。）

を庁内で共有するとともに、市民等及び防災関係機関に対し、防災行

政用無線、緊急速報メール、電話、電子メール等、可能な限り多様な

伝達手段を用いて、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内

容や具体的にとるべき行動を正確かつ広範に伝達します。 

また、市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等について、

状況の変化等に応じて逐次伝達するために必要な措置を講じるとと

もに、市民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して伝

達するよう努めます。 

 

(1) 国による国民への呼びかけ 

国は、次のとおり国民への呼びかけを実施します。 

■国民への呼びかけ（イメージ） 
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自治体の避難情報等に注意しつつ、家具の固定等、日頃からの地

震の備えを再確認するとともに、津波の危険性が高い地域のうち

避難が間に合わない地域では、１週間避難を継続するなど身の安

全を確保してください。 

平常時と比べ、南海トラフ地震の発生可能性が高まっています。

家具の固定、非常用持出袋、避難場所や避難所への経路、家族と

の安否確認方法等の日頃からの地震への備えを再確認しましょ

う。 

頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市による市民等への呼びかけ 

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非

常用持出袋、避難場所や避難所への経路、家族との安否確認方法等の

日頃からの地震への備えを再確認するよう呼びかけます。 

■日頃からの地震への備えを再確認すべき旨の呼びかけ（イメージ） 

 

 

３ 災害対策本部等の設置等 

市は、非常時配備体制のうち、動員３号体制をとることとし、関係

職員は緊急参集後、気象庁、県、防災関係機関からの情報を収集しま

す。 

市は、災害対策本部を設置し、災害対策本部会議を開催することで、

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容について共有する
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、当面の活動方針を決定します。災害対策本部会議での意思

決定を補佐するため、災害対策本部分担業務に基づき対応します。 

また、市以外の機関は、その実情に応じ災害対策本部に準じた組織

を設置し、後発地震に備えた体制を整えます。 

 

４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の市

民等への周知 

市は、市民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、交通に関する情報、ライフライ

ンに関する情報、生活関連情報など、市民等に密接に関係のある事項

について周知します。その体制及び周知方法については、「第１編 第

４章 第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置」を

準用します。 

また、市は、市民等からの問い合わせに対応できるよう、本部事務

局情報員を配置します。 

 

５ 災害応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝達等 

(1) 対応状況の収集・伝達 

市は、災害応急対策の実施状況、その他南海トラフ地震臨時情報（巨

大地震警戒）等が発表された後の状況を具体的に把握するため、災害

対策本部各部及び防災関係機関の対応状況等を、電話、電子メール等

により収集します。市は、収集した情報を集約し、災害対策本部会議

で報告するとともに、各避難所のほか、必要に応じて関係機関に情報
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供します。 

 

(2) 避難状況の収集・報告 

被災者支援チームは、開設された避難所に配置する職員からＭＣＡ

無線等により次の情報を収集、集約し、災害対策本部の本部事務局に

報告するとともに、必要に応じて関係機関に情報提供します。 

ア 避難者数（避難行動要支援者数を含む） 

イ 避難所の対応状況（避難者のニーズを含む） 

ウ その他必要な事項 

 

６ 災害応急対策をとるべき期間等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が対象とする後発地震に

対しては、その発生可能性と社会的な受忍の限度を踏まえ、南海トラ

フ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地震の

発生から１週間（対象地震発生から１６８時間(７日間)経過した以降

の正時までの期間、以下同じ。）、警戒する措置をとるものとします。 

発生から１週間を経過した後は、後発地震に対して警戒する措置は

原則解除するものとし、さらに１週間（対象地震発生から３３６時間

(１４日間)経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、後発地震に

対して注意する措置をとるものとします。当該期間を経過した後は、

後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとします。 

 

７ 避難対策等 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震の想定震源域の西側のプレート境界においてＭ８．

０以上の地震が発生した場合、相模湾・三浦半島に大津波警報等が発

表されることが想定されます。この場合、市は、津波一時避難施設へ

の避難を呼びかけます。 

大津波警報等が津波注意報に切り替わった後、後発地震に備え、次の

とおり避難対策を講じます。 

 

(1) 事前避難対象地域の設定 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、後発

地震が発生してからでは、津波の到達までに避難が間に合わないおそ

れがある地域を、後発地震に備え１週間避難を継続すべき地域（以下

「事前避難対象地域」という。）とします。南海トラフ地震により発

生する津波の浸水想定（下図参照）によれば、本市の津波浸水想定区

域は主に砂浜や岩礁帯等の海岸線及び酒匂川ほかの河川区域であり、

津波浸水想定区域に住居がないため、事前避難対象地域は設定しない

こととします。 

 

■南海トラフ地震により発生する津波の浸水想定（出典：内閣府に設

置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の「第二次報告」（平

成２４年８月）による。） 

※神奈川県にとって最大の津波高となるケース①（「駿河湾～紀伊半

島沖」に「大すべり域、分岐断層」を設定）の津波 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①羽根尾～小八幡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小八幡～浜町 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③本町～石橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④石橋～根府川 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤江之浦 

 

(2) 避難所の開設の検討 

市は、後発地震に備え、個々の状況（土砂災害の危険性等）に応じ

て自主的に避難する住民を受入れるため、一部公共施設について、避

難所としての開設を検討します。 

 

(3) 避難所の運営 

市は、一部公共施設の避難所を開設した場合、避難所に職員を配置

し、避難者等の協力のもと避難所の運営を行います。 

災害が発生した後の避難と異なり、電気、ガス、上下水道、通信サー

ビス等のライフラインは通常どおり稼働し、商業施設等も営業してい

ることが想定されることから、避難者は自ら必要なものは自ら確保す
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることとします。 

市の保有している、防災備蓄倉庫及び各広域避難所等に備蓄してい

る食料及び生活用品等は、後発地震が発生した際に必要となるもので

あり、加えて上記のような社会状況も踏まえ、避難者は、非常用持出

品等、１週間を基本とした避難に必要なものをあらかじめ各自で準備

し、生活の中で不足するものは営業を継続している商業施設等で、各

自が購入することとします。 

 

８ 関係機関のとるべき措置 

関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表さ

れた場合、後発地震に備え、以下のとおり活動します。 

 

(1) 消防機関等の活動 

消防機関は、出火及び混乱の防止、津波からの円滑な避難の確保等

のため、次の事項を重点に必要な措置を行います。 

ア 後発地震に備えての消防部隊、人員の増強 

イ 消防施設、装備の点検及び水利の確保 

ウ 出火防止、初期消火等の広報の実施 

エ 救急病院等の診療情報の収集 

オ その他必要な措置 

 

(2) 警備対策 

警察は、後発地震の発生に係る市民の危惧、不安等から発生するお
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それのある混乱及び各種の犯罪を防止するため、次の事項を重点に必

要な措置を行います。 

ア 正確な情報の収集及び伝達 

イ 不法事案等の予防及び取締り 

ウ 地域防犯団体、警備業者等の行う民間防犯活動に対する指導 

 

(3) 上下水道、電気、ガス、通信、放送関係 

ア 上水道 

市は、日頃より貯水量確保のため配水池の高水位運転を行っている

が、更なる貯水量を確保するため、市民に対して自ら飲料水の確保を

図るよう広報します。 

また、発災後に備えて、要員の確保、応急給水・応急復旧の体制の

整備等必要な措置を講じま 

す。 

 

イ 下水道 

市は、地震発生に備えて、要員の確保、応急復旧の体制の整備等必

要な措置を講じます。 

 

ウ 電気 

電力事業者は、警戒宣言が発せられた場合においても、その供給の

継続を確保するため、地震災害警戒本部の設置、資機材の確保、特別

巡視、特別点検、通信網の確保、応急安全措置等、必要な電力を供給
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する体制を確保し、応急措置を実施します。 

 

エ ガス 

ガス事業者は、ガスの供給を継続しますが、発災後に備えて、要員・

資機材の確保、施設の予防措置、広報の実施等、応急措置を迅速に講

じる体制を確保し、応急措置を実施します。 

 

オ 通信 

電気通信事業者は、地震防災対策上重要な電話（通信）の確保を図

るため、地震災害警戒本部の設置、応急用資機材の事前配備、電源の

確保、電話（通信）の疎通確保、安否確認に必要な措置等必要な体制

を確保し、応急措置を実施します。 

 

カ 放送 

放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確

かつ迅速な報道に努めるとともに、防災関係機関と協力して、推進地

域内の市民等に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、交通に関す

る情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報、火災防止等、後

発地震に備えた被害軽減のための取組等、市民等が防災行動等をとる

ために必要な情報の提供に努めます。 

また、放送事業者は、後発地震の発生に備え、関係機関等と密接な

連携をとり、実態に即応できる体制の確保を図ります。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 金融対策 

金融機関は、市民等の日常生活に極力支障をきたさないよう、キャ

ッシュサービス等、金融機関に係る営業を継続するよう努めるととも

に、営業を継続する店舗等を広く周知し、混乱防止に努めます。 

 

(5) 交通 

ア 道路 

警察は、運転者のとるべき行動について市民等に周知します。 

 

イ 海上 

海上保安庁は、津波による危険が予想される地域に係る港湾及び海

上における交通の対策について、次のとおり必要な措置を講じます。 

① 直ちに巡視船艇・航空機を発動し、海事関係者・在泊（航行）船

舶・沿岸でマリンレジャー 

等を行っている者に対して、南海トラフ地震情報の伝達及び避難準備

を指導 

② 港内で荷役中の船舶に対して、荷役中止準備を指導 

③ 海域における工事・作業・行事の中止準備及び機材の流出防止等

の措置の実施を指導 

④ マリーナ、漁港の管理者に対してプレジャーボート等船舶、定置

網等の流出防止措置等の 

実施を指導 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）について、港湾施
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設関係者等に迅速かつ的確に伝達するとともに、後発地震に備え必要

な情報の提供に努めます。 

 

ウ 鉄道 

鉄道事業者は、駅施設内の旅客及び列車内旅客に対し、駅内放送、

車内放送、掲示等により同情報の内容等を伝達するとともに、安全性

に留意しつつ、極力運行を継続します。 

なお、鉄道事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等

が発表される前の段階から、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合の運行規制等の情報についてあらかじめ情報提

供するものとします。 

 

(6) 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

ア 道路・河川等 

市は、施設の保守点検、資機材の点検・確保、災害応急対策の内容

及び実施手順の確認等を行い、応急復旧体制を整えます。 

また、工事中の施設については、安全確保上、実施すべき措置を講

ずるものとします。 

 

イ 公共施設 

市は、利用者及び職員の安全の確保を図るため、施設の緊急安全点

検を行い、点検結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに、避難誘

導等の後発地震発生時の対応について確認するとともに、施設の一時
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用停止などの対応を検討します。 

また、庁舎等公共施設のうち、後発地震の発生後、災害応急対策を

実施する上で重要な役割を果たす施設については、非常用発電機の点

検、飲料水及び食料等の備蓄、通信手段の点検等、その機能を果たす

ために必要な措置を講ずるものとします。 

 

９ 関係者との連携協力の確保 

市及び防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

等が発表された場合、社会活動を維持し、社会の混乱を防止するとと

もに、後発地震の発生に備えた互いの防災対応が調和を図りながら実

行できるよう、また、後発地震発生時に各機関が迅速かつ効果的に活

動できるよう、互いに連携協力するものとします。 

なお、後発地震発生後の関係者との連携協力については「第４節 

関係者との連携協力の確保」によるものとします。 

 

第４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合

における災害応急対策に係る措置に関する事項 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の発表 

気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界でＭ７．

０以上Ｍ８．０未満、又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外

側５０km 程度までの範囲でＭ７．０以上の地震（ただし、太平洋プ

レートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く）が発生、もしくは、

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆ
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っくりすべりが観測された場合、最短２時間程度で南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震注意）を発表します。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達 

国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等に基づき、後発地震

に対して注意する措置をとるべき旨を、都府県を通じて市町村に伝達

するとともに、国民に呼びかけます。 

市は、国からの災害応急対策に係る措置をとるべき旨の通知、南海

トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の内容その他これらに関連する

情報（以下「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等」という。）

を庁内で共有するとともに、市民等及び防災関係機関に対し、防災行

政用無線、緊急速報メール、電話、電子メール等、可能な限り多様な

伝達手段を用いて、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の内

容や具体的にとるべき行動を正確かつ広範に伝達します。 

また、市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等について、

状況の変化等に応じて逐次伝達するために必要な措置を講じるとと

もに、市民等が正確に理解できる平明な表現を用い、反復継続して伝

達するよう努めます。 

 

(1) 国による国民への呼びかけ 

国は、次のとおり国民への呼びかけを実施します。 

■国民への呼びかけ（イメージ） 
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(2) 市による市民等への呼びかけ 

市は、防災行政用無線等を通じて、市民等に対して家具の固定、非

常用持出袋、避難場所や避難所への経路、家族との安否確認方法等の

日頃からの地震への備えを再確認するよう呼びかけます。 

■日頃からの地震への備えを再確認すべき旨の呼びかけ（イメージ） 

 

３ 小田原市防災対策連絡会の開催 

市は、非常時配備体制のうち、１号または２号体制をとり、関係職

員は気象庁、県、防災関係機関からの情報を収集します。 

市は、小田原市防災対策連絡会を開催し、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震注意）等の内容について共有するとともに、当面の活動方

針を決定します。 

また、市以外の機関は、その実情に応じ災害に関する会議に準じた

組織を設置し、後発地震に備えた体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具の固定等、日頃からの地震の備えを再確認するなど、１週間

地震に備えてください。 

平常時と比べ、南海トラフ地震の発生可能性が高まっています。家

具の固定、非常用持出袋、避難場所や避難所への経路、家族との安

否確認方法等の日頃からの地震への備えを再確認しましょう。 
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４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された時の市

民等への周知 

市は、市民等に「日頃からの地震への備え」について防災行政無線

等を通じて周知します。 

市は、市民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震注意）等の内容、交通に関する情報、ライフライ

ンに関する情報、生活関連情報など市民等に密接に関係のある事項に

ついて周知します。その体制及び周知方法については、「第１編 第

４章 第１節 第５ 災害広報の実施」を準用します。 

また、市は、市民等からの問い合わせに対応できるような体制を取

ります。 

 

５ 災害応急対策をとるべき期間等 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が対象とする後発地震に

対しては、その発生可能性を踏まえ、南海トラフ沿いの想定震源域内

のプレート境界におけるＭ７．０以上Ｍ８．０未満、又はプレート境

界以外や想定震源域の海溝軸外側５０km 程度までの範囲でＭ７．０

以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地

震は除く）の発生から１週間（対象地震発生から１６８時間経過した

以降の正時までの期間、以下同じ。）、もしくは南海トラフ沿いの想定

震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が

収まってから、通常と異なる変化が観測されていた期間と概ね同程度
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184 

 

 

 

の期間が経過するまでの間、後発地震に対して注意する措置をとるも

のとします。 

当該期間（以下「南海トラフ地震注意対応期間」という。）を経過

した後は、後発地震に対して注意する措置は原則解除するものとしま

す。 

市は、南海トラフ地震注意対応期間を経過した場合は、地震発生の

可能性がなくなったわけではないことに十分に注意しつつ、通常の生

活に戻るべき旨を市民等に対し呼びかけます。 

 

■通常の生活に戻るべき旨の呼びかけ（イメージ） 

６ 各機関のとるべき措置 

各機関は、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認

します。 

 

 

第４節 関係者との連携協力の確保 

第１ 資機材の配備手配 

 災害応急対策等に必要な資機材については、「第１編 第３章 第

８節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策」を準用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 関係者との連携協力の確保 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

１ 物資等の調達手配 

 災害応急対策等に必要な資機材及び人員については、「第１編 第

地震発生当初と比べ、地震活動は落ち着いてきていますが、大規

模地震発生の可能性がなくなったわけではありません。 

地震の発生に注意しながら通常の生活を送ってください。 



 

 
令和４年 小田原市地域防災計画改正案 新旧対照表 

91 

 

頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 他機関に対する応援要請 

他機関に対する応援要請については、「第１編 第４章 第１１節 

広域的応援体制」を準用します。 

 

第３ 帰宅困難者への対応 

帰宅困難者への対応については、「第１編 第４章 第３節 第５ 

帰宅困難者対策」を準用します。 

 

第５節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する

事項 

第１ 津波からの防護 

津波からの防護については、「第１編 第２章 第４節 津波対策」

を準用します。 

 

３章 第８節 食料、飲料水及び生活必需品の供給対策」を準用しま

す。 

２ 人員の配置 

 人員の配置については、「第１編 第４章 第１節 第３ 動員計

画」を準用します。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

 災害応急対策に必要な資機材及び人員の配置については、「第１編 

第１章 第５節 第２ 防災関係機関の実施責任」を準用します。 

 

第２ 他機関に対する応援要請 

他機関に対する応援要請については、「第１編 第４章 第１１節 

広域的応援体制」を準用します。 

  

第３ 帰宅困難者への対応 

帰宅困難者への対応については、「第１編 第４章 第３節 第５ 

帰宅困難者対策」を準用します。 

 

第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する

事項 

市の体制に関しては今後、推進計画として定めてまいります。 

第１ 津波からの防護 

津波からの防護については、「第１編 第２章 第４節 津波対策」

を準用します。 
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第２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達等については、「第１編 第２章 第４節 

第５ 伝達監視体制の整備」を準用します。 

第３ 避難指示等の発令基準 

地域住民に対する避難情報の発令基準は、「第１編 第４章 第３

節 第１ 避難情報」を準用します。 

第４ 避難対策等 

避難対策については、「第１編 第２章 第４節 第６ 避難対策」

及び「第４章 第３節 避難対策」を準用します。   

第５ 消防機関等の活動及び迅速な救助 

消防機関等の活動及び迅速な救助については、「第１編 第３章 

第３節 救助・救急、消火活動の体制の充実」を準用します。  

第６ 上下水道、電気、ガス、通信関係 

上下水道、電気、ガス、通信関係については、「第１編 第２章 第

６節 ライフラインの安全対策」、「第３章 第１３節 ライフライン

の応急復旧対策」及び「第４章 第９節 ライフラインの応急復旧活

動」を準用します。 

第７ 交通 

交通については、「第１編 第３章 第１１節 緊急交通路及び緊

急輸送道路等の確保対策」及び「第４章 第７節 緊急輸送のための

交通の確保、緊急輸送活動」を準用します。 

第８ 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

市が自ら管理等を行う施設等に関する対策については、「第１編 

第２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達等については、「第１編 第２章 第４節 

第３ 伝達監視体制の整備」を準用します。 

第３ 避難指示等の発令基準 

地域住民に対する避難勧告又は指示の発令基準は、「第１編 第４

章 第３節 避難対策」を準用します 

第４ 避難対策等 

避難対策については、「第１編 第２章 第４節 第５ 避難対策」

及び「第４章 第３節 避難対策」及びを準用します。   

第５ 消防機関等の活動及び迅速な救助 

消防機関等の活動及び迅速な救助については、「第１編 第２章 

第４節 第５ 避難対策」を準用します。  

第６ 水道、電気、ガス、通信関係 

水道、電気、ガス、通信関係については、「第１編 第２章 第６

節 ライフラインの安全対策」、「第３章 第１３節 ライフラインの

応急復旧対策」及び「第４章 第９節 ライフラインの応急復旧活動」

を準用します。 

第７ 交通 

交通については、「第１編 第３章 第１１節 緊急交通路及び緊

急輸送道路等の確保対策」及び「第４章 第７節 緊急輸送のための

交通の確保、緊急輸送活動」を準用します。 

第８ 市が自ら管理等を行う施設等に関する対策 

市が自ら管理等を行う施設等に関する対策については、「第１編 
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186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 第３節 第１１ 市が管理又は運営する施設に関する対策」

を準用します。 

 

 

 

 

第６節 南海トラフ地震防災対策計画 

（略） 

 

第７節 防災訓練計画 

（略） 

 

第８節 地震防災上必要な教育に関する計画 

第１ 市民等に対する教育 

（略） 

第２ 児童生徒等に対する教育 

（略） 

第３ 職員に対する教育 

（略） 

 

 

 

 

第６章 第３節 第１１ 市が管理又は運営する施設に関する対策」

を準用します。  

第９ 迅速な救助 

 迅速な救助については、「第１編 第３章 第３節 救助・救急、

消火活動の体制の充実」を重用します。 

 

第４節 南海トラフ地震防災対策計画 

（略） 

 

第５節 防災訓練計画 

（略） 

 

第６節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

第１ 職員に対する教育 

（略） 

第２ 住民に対する教育 

（略） 

第３ 児童生徒等に対する教育 

（略） 
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187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 風水害対策計画（水防計画） 

第１章 風水害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

第１ 計画の目的 水防 

第１編 地震災害対策計画 第１章第１節「第１ 計画の目的」を

準用します。 

 

 

また、本編は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 4 条の規定

に基づき、神奈川県知事から指定された水防団体の小田原市が、水防

法第 33条第１項の規定に基づき、小田原市内における水防事務の調

整及びその円滑な実施のために必要な事項を定めることで、小田原市

の地域に係る河川等の洪水、雨水出水、津波又は高潮による水災を警

戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって市民等の安全を

確保することを目的とした水防計画を包括した計画とします。 

 

第３ 計画の構成及び内容 

「小田原市地域防災計画」は、「地震災害対策計画」、「風水害対策

計画（小田原市水防計画）」、「特殊災害対策計画」の 3 編及び「資料

編」で構成します。 

本編は、このうちの「風水害対策計画（水防計画）」であり、主に

河川等の洪水、雨水出水、高潮、及び土砂災害等における災害予防、

災害応急対策及び災害復旧に関する事項及び水防計画で定める水防

第２編 風水害対策計画 

第１章 風水害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

第１ 計画の目的 

第１編 地震災害対策計画 第１章第１節「第１ 計画の目的」を

準用します。 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第１節 

この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号以下「法」という。）

第 4 条の規定に基づき、神奈川県知事（以下「知事」という。）から

指定された水防団体の小田原市が、法第 33条第１項の規定に基づき、

小田原市内における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必

要な事項を定めることで、小田原市の地域に係る河川等の洪水、雨水

出水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し、及びこれによる被

害を軽減し、もって市民等の安全を確保することを目的とする。 

 

第３ 計画の構成及び内容 

「小田原市地域防災計画」は、「地震災害対策計画」、「風水害対策

計画」、「特殊災害対策計画」の 3編及び「資料編」で構成します。本

編は、このうちの「風水害対策計画」です。 

なお、「風水害対策計画」においては、主に台風、水害、風害、高

潮災害等における災害予防、災害応急対策及び災害復旧に関する事項

について定めています。 
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187 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に必要な基本的な事項について定めています。 

 

 

 

 

 

 

図 市地域防災計画の体系 

また、「風水害対策計画（水防計画）」は、次の各対策で構成します。 

表 風水害対策計画（水防計画）の構成 

構 成 内 容 

第１章 

風水害対策の計画的な推進 

風水害等の対策の基本方針、市及び防災関係機関等

が処理すべき業務の大綱等 

第２章 

風水害等の予防対策 

風水害等による被害を未然に防止、軽減するため、

市及び防災関係機関等が行う施設整備等の予防対策 

第３章 

災害事前対策の充実 

災害発生後の応急活動を実施するため、市及び防災

関係機関等が日頃から行う対策、必要な取り決め、

措置等 

第４章 

災害時の応急活動対策 

災害発生直前から応急対策の終了に至るまでの間に

おいて、市災害対策本部及び防災関係機関等が行う

災害応急対策に関する体制、措置等 

 

 

 

 

 

 

 

図 市地域防災計画の体系 

また、「風水害対策計画」は、次の各対策で構成します。 

表 風水害対策計画の構成 

構 成 内 容 

第１章 風水害対策の計画的な

推進 

風水害対策の基本方針、市及び防災関係機関等が震

災に対して処理すべき業務の大綱等 

第２章 災害に強いまちづくり 
風水害による被害を未然に防止、軽減するため、市

及び防災関係機関等が行う施設整備等の予防対策 

第３章 災害時応急活動事前対

策の充実 

災害発生後の応急活動を実施するため、市及び防災

関係機関等が日頃から行う対策、必要な取り決め、

措置等 

第４章 災害時の応急活動対策 

災害発生直前から応急対策の終了に至るまでの間に

おいて、市災害対策本部及び防災関係機関等が行う

災害応急対策に関する体制、措置等 

小田原市地域防災計画 第１編 地 震 災 害 対 策 計 画 

第２編  

第３編 特 殊 災 害 対 策 計 画 

資料編 

小田原市地域防災計画 第１編 地 震 災 害 対 策 計 画 

第２編 風 水 害 対 策 計 画 

第３編 特 殊 災 害 対 策 計 画 

資料編 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 

復旧・復興対策 

被災者の生活支援や自立復興の促進等、市民生活の

早期回復と生活安定を図るための措置、公共施設の

復旧事業等 

 

なお、地域防災計画（風水害対策計画）における水防計画該当箇所

には、水防を明記しています。 

 

 

 

第２節 用語の定義 水防 

この計画における水防上、基本的かつ重要な用語の意義について

は、次のとおりとします。（「法」は水防法を指す） 

用 語 意 義 

小田原市水防本部 小田原市の水防組織で、市長を本部長とする 

県西土木事務所 

小田原土木センター水防支部 

県西土木事務所小田原土木センターの水防組織で、県西

土木事務所小田原土木センター所長を支部長とする 

県西土木水防支部 
県西土木事務所の水防組織で、県西土木事務所長を支部

長とする 

神奈川県水防本部 神奈川県の水防組織で、知事を本部長とする 

水防管理団体 小田原市 

水防管理者 小田原市長 

指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体と

して知事が指定したもの（小田原市を指定：昭和 25 年

6月 6日告示第 308号） 

第５章 復旧・復興対策 

被災者の生活支援や自立復興の促進等、市民生活の

早期回復と生活安定を図るための措置、公共施設の

復旧事業等 

 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第２節 

第 2 節  用語の定義 

この計画における水防上、基本的かつ重要な用語の意義については、

次のとおりとする。 

用 語 意 義 

小田原市水防本部 小田原市の水防組織で、市長を本部長とする 

県西土木事務所小田原 

土木センター水防支部 

県西土木事務所小田原土木センターの水防組織で、県西土

木事務所小田原土木センター所長を支部長とする 

県西土木水防支部 
県西土木事務所の水防組織で、県西土木事務所長を支部長と

する 

神奈川県水防本部 神奈川県の水防組織で、知事を本部長とする 

水防管理団体 小田原市 

水防管理者 小田原市長 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関 
小田原市消防本部、小田原消防署、足柄消防署、小田原

市消防団 

消防機関の長 小田原市消防長 

洪水予報河川 

国や都道府県が管理する河川のうち、流域面積が大きい

河川で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずる河川

については、国土交通省または都道府県と気象庁が共同

で、河川を指定して洪水予報を行う。（法第 10条第２項、

法第 11条第１項、気象業務法（昭和 27年法律第 165号）

第 14条の２第２項及び第３項） 

市内では酒匂川が平成 20 年 6 月 3 日に洪水予報指定河

川に指定されている。 

水位周知河川 

法に基づき、都道府県が管理する 2級河川のうち、被害

のおそれのある河川として、都道府県知事が指定し、洪

水特別警戒水位に達したとき、知事がその旨を通知、公

表する。（法第 13条） 

水防警報 

知事があらかじめ指定した河川について、洪水、津波又

は高潮によって災害が起こるおそれがあると認められ

る場合に、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表

をいう。 

水防に関する予警報 

気象業務法（昭和 27年法律第 165号）第 14条の 2第 1

項に定められた水防活動の利用に適合する注意報、警報

並びに洪水予報及び水防警報等をいう。 

水位到達情報 

水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位

（洪水特別警戒水位）への到達に関する情報のほか、水

位周知河川においては氾濫注意水位（警戒水位）、避難

判断水位への到達情報、氾濫発生情報、水位周 

指定水防管理団体 

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として

知事が指定したもの（小田原市を指定：昭和 25年 6月 6日

告示第 308号） 

消防機関 小田原市消防本部、小田原消防署、足柄消防署 

消防機関の長 小田原市消防長 

水防団 小田原市消防団 

洪水予報河川 

国や都道府県が管理する河川のうち、流域面積が大きい河川

で、洪水により国民経済上重大な損害を生ずる河川について

は、国土交通省または都道府県と気象庁が共同で、河川を指

定して洪水予報を行う。 

市内では酒匂川が平成 20 年 6 月 3 日に洪水予報指定河川に

指定されている。 

水位周知河川 

法に基づき、都道府県が管理する 2級河川のうち、被害のお

それのある河川として、都道府県知事が指定し、洪水特別

警戒水位に達したとき、知事がその旨を通知、公表する。 

水防警報 

知事があらかじめ指定した河川について、洪水、津波又は

高潮によって災害が起こるおそれがあると認められる場合

に、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

水防に関する予警報 

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 14 条の 2 第 1 項

に定められた水防活動の利用に適合する注意報、警報並び

に洪水予報及び水防警報等をいう。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知海岸においては氾濫発生情報（高潮特別警戒水位）の

ことをいう。 

水防団待機水位 

（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに県知事が定める水

位で、各水防機関が水防体制に入る水位（法第 12条第

1項に規定されている通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のお

それがある場合において、量水標等の示す水位が水防団

待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を

関係者に通報しなければならない。 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪

水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして

知事が定める水位（法第 12条第 2項に規定される警戒

水位）をいう。水防団の出動の目安となる水位である。 

避難判断水位 

市長の「警戒レベル３ 高齢者等避難」発令の目安とな

る水位であり、住民への避難に関する情報への注意喚起

となる水位をいう。 

氾濫危険水位 

（洪水特別警戒水位） 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起

こるおそれがある水位をいう。（法第 13条第 1項及び第

2項に規定される洪水特別警戒水位。） 

市長の「警戒レベル４ 避難指示」の発令の目安となる

水位である。 

雨水出水 

（内水） 

一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その

他の排水施設に当該雨水を排水できないこと又は下水

道その他の排水施設から河川その他の公共の水域に当

該雨水を排水できないことによる出水をいう。 

水位周知海岸 

知事が、高潮により相当な損害が生じるおそれがあるも

のとして指定した海岸。都道府県知事は、水位周知海岸

について、当該海岸の水位があらかじめ定めた高潮特別

警戒水位に達したとき、水位を示して通知及び周知を行

う（法第 13条の３）。 

水防団待機水位 

（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに県知事が定める水位

で、各水防機関が水防体制に入る水位（法第 12条第 1項に

規定されている通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそ

れがある場合において、量水標等の示す水位が水防団待機水

位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通

報しなければならない。 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水

又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして知事が

定める水位（法第 12条第 2項に規定される警戒水位）をい

う。水防団の出動の目安となる水位である。 

避難判断水位 

市長の避難準備・高齢者等避難開始発令の目安となる水位

であり、住民への避難に関する情報への注意喚起となる水

位をいう。 

氾濫危険水位 

（洪水特別警戒水

位） 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こる

おそれがある水位をいう。（法第 13 条第 1 項及び第 2 項に

規定される洪水特別警戒水位。） 

市長の避難勧告等の発令の目安となる水位である。 

雨水出水 

（内水） 

一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の

排水施設に当該雨水を排水できないこと又は下水道その他

の排水施設から河川その他の公共の水域に当該雨水を排水

できないことによる出水をいう。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 

 

高潮特別警戒水位 

法第 13 条の３に定める高潮による災害の発生を特に警

戒すべき水位。知事は、指定した水位周知海岸において

この水位に到達したときは、水位到達情報を発表しなけ

ればならない。 

 

 

第４節 災害想定 

第１ 洪水浸水想定 

県では水防法第 14 条第 3項の規定に基づき、大雨等によって河川が増

水し、堤防が決壊した場合を想定し、洪水浸水想定区域図を作成してい

ます。洪水浸水想定区域図は、一定量の雨量があったときを想定し、浸

水の範囲と水深を示しています。 

 

第３ 高潮浸水想定 

県では水防法第 14条の３第２項の規定に基づき、台風等によって

海面が上昇し、越波や氾濫が発生した場合を想定し、高潮浸水想定区

域図を作成しています。高潮浸水想定区域図は、過去に日本に被害を

もたらした最大規模の台風が本市に接近したことを想定し、浸水の範

囲と水深等を示しています。 

◆資料○：高潮浸水想定区域指定状況 

 

第５節 計画の推進主体とその役割 

第１ 地震災害対策計画の準用 

第１編 地震災害対策計画 第１章「第５節 計画の推進主体とそ

 

 

 

 

 

第３節 災害想定 

第１ 浸水想定 

県では水防法第 14条第 3項の規定に基づき、大雨等によって河川

が増水し、堤防が決壊した場合を想定し、浸水想定区域図を作成して

います。浸水想定区域図は、一定量の雨量があったときを想定し、浸

水の範囲と水深を示しています。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画の推進主体とその役割 

第１編 地震災害対策計画 第１章「第５節 計画の推進主体とそ

の役割」を準用します。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の役割」を準用します。 

 

 

第２ 水防の責任 水防 

１ 指定水防管理団体（市）の責任 

水防管理者は、法第 4 条に基づく指定水防管理団体として、その

区域の水防を十分に果たすため、次の事項を行います。 

 

1 水防計画の作成、必要があるときの修正及び公表 

2  水防組織の確立 

3  通信連絡系統の確立 

4  水防倉庫、資機材の整備 

5  平常時における河川・海岸・堤防等の巡回・監視 

6  水防時における適正な水防活動の実施 

7  消防団員数の確保 

8  水防協議会の設置 

9  水防協力団体の指定、公示及び監督 

10  水防協力団体への必要な情報提供、指導及び助言の実施 

11  水防訓練の実施 

 

２ 県の責任  

県は、県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように

確保すべき責任を有します。 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第４節 

第 4 節 水防の責任                                  

１ 指定水防管理団体（市）の責任 

水防管理者は、法第 4 条に基づく指定水防管理団体として、その

区域の水防を十分に果たすため、次の事項を行う。 

 

1 水防計画の作成、必要があるときの修正及び公表 

2  水防組織の確立 

3  通信連絡系統の確立 

4  水防倉庫、資機材の整備 

5  平常時における河川・海岸・堤防等の巡回・監視 

6  水防時における適正な水防活動の実施 

7  水防団員(消防団員)数の確保 

8  水防協議会の設置 

9  水防協力団体の指定、公示及び監督 

10  水防協力団体への必要な情報提供、指導及び助言の実施 

11  水防訓練の実施 

 

２ 県の責任  

県は、県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように

確保すべき責任を有する。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 神奈川県水防支部の役割 

県西土木事務所小田原土木センター水防支部、県西土木水防支部

は、管内の水防管理団体に対して、次の事項を実施します。 

 

1 水防警報を発すること。 

2 水防上緊急を要する事項を指示すること。 

3 水防に関する勧告及び助言をすること。 

4 水防に関し必要な報告をさせること。 

5 水防管理団体を援助するための水防倉庫及び資機材を整備する

こと。 

6 気象情報、洪水予報等の通信連絡 

7 立退きを指示すること。 

8 その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

４ ２以上の水防支部にわたる水防事務 

（１）隣接支部との協定 

県西土木事務所小田原土木センター水防支部と県西土木水防支

３ 水防支部の役割 

県西土木事務所小田原土木センター水防支部、県西土木水防支部

は、管内の水防管理団体に対して、次の事項を実施する。 

 

1 水防警報を発すること。 

2 水防上緊急を要する事項を指示すること。 

3 水防に関する勧告及び助言をすること。 

4 水防に関し必要な報告をさせること。 

5 水防管理団体を援助するための水防倉庫及び資機材を整備する

こと。 

6 気象情報、洪水予報等の通信連絡 

7 立退きを指示すること。 

8 その他必要な事項 

 

 

 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第２章第１節 

第 ２ 章  ２以上の水防支部にわたる水防事務 

第 1 節 隣接支部との協定                             
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部との協定事項中、本市に関係あるものは次のとおりとします。 

水防事務区域 

 

 

 

 

５ 市民の役割 

市民は、居住地の水災等の危険性を知り、気象悪化時には気象情報等

の収集・伝達に努め、被害が発生するおそれがあるときは、地域の共

助による避難行動を開始するなどの自主的な防災活動に努めるもの

とします。 

６ 市民の義務 

市民又は水防の現場にある者は、法第 24 条の規定に基づき水防のた

め必要がある場合は、水防管理者又は消防機関の長から、その水防活

河川名 
県西土木事務所 

の区域 

県西土木事務所小田原 

土木センターの区域 

相互にまたがる 

水防管理団体 

2級河川  酒匂川 
静岡県境から 

報徳橋上流端まで 

報徳橋から 

海まで 
小田原市 

2級河川  狩  川 
起点から 

山道橋上流端まで 

山道橋から 

酒匂川合流点まで 

小田原市 

南足柄市 

2級河川  要定川 
起点から 

狩川合流点まで 
 小田原市 

県西土木事務所小田原土木センター水防支部と県西土木水防支部

との協定事項中、本市に関係あるものは次のとおりとする。 

１ 水防事務区域 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第４節 

４ 市民の役割 

市民は、居住地の水災等の危険性を知り、気象悪化時には気象情報

等の収集・伝達に努め、被害が発生するおそれがあるときは、地域の

共助による避難行動を開始するなどの自主的な防災活動に努めるも

のとする。 

５ 市民の義務 

市民又は水防の現場にある者は、法第 24 条の規定に基づき水防の

ため必要がある場合は、水防管理者又は消防機関の長から、その水防

河川名 
県西土木事務所 

の区域 

県西土木事務所小田原 

土木センターの区域 

相互にまたがる 

水防管理団体 

2級河川  酒匂川 
静岡県境から 

報徳橋上流端まで 

報徳橋から 

海まで 
小田原市 

2級河川  狩  川 
起点から 

山道橋上流端まで 

山道橋から 

酒匂川合流点まで 

小田原市 

南足柄市 

2級河川  要定川 
起点から 

狩川合流点まで 
 小田原市 
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189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 

 

 

 

動に従事することを求められたときは、これに協力する義務がありま

す。 

７ 水防協力団体の責任 

水防協力団体は、市内における法 第 37 条に基づく業務を行う責任

を有します。 

 

第６節 風水害対策計画の推進管理 

第１ 地震災害対策計画の準用等 水防 

第１編 地震災害対策計画 第１章「第６節 地震災害対策計画の

推進管理」を準用します。 

また、水防法第 33条第１項の規定に基づき毎年点検を行い、計画

の進捗状況を把握しながら、必要があると認めるときは、県及び関係

機関等との調整のうえで修正し、防災対策のより一層の充実を図りま

す。 

 

第２ 水防協議会 水防 

水防法第 34 条第 5 項の規定により小田原市水防協議会の組織及

び運営については、条例で定めるところによります。 

 

第２章 風水害等の予防対策 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

第１編 地震災害対策計画 第２章「第１節 計画的な土地利用と

市街地整備の推進」を準用します。 

活動に従事することを求められたときは、これに協力する義務があ

る。 

６ 水防協力団体の責任 

水防協力団体は、市内における法 第 37 条に基づく業務を行う責

任を有する。 

 

第５節 風水害対策計画の推進管理 

第１編 地震災害対策計画 第１章「第６節 地震災害対策計画の

推進管理」を準用します。 

 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第５節 

第 5 節 水防協議会  

水防法第 34 条第 5 項の規定により小田原市水防協議会の組織及び

運営については、条例で定めるところによります。 

 

第２章 災害に強いまちづくり 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

第１編 地震災害対策計画 第２章「第１節 計画的な土地利用と 

市街地整備の推進」を準用します。 
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市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域につ

いては、災害を未然に防止するため、災害危険区域の指定について検

討を行い、必要な措置を講じます。なお、災害危険区域の指定を行う

場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域等の状況を踏ま

え、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、地方公共団体が定める

水位より高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する

屋上の設置など、様々な建築の制限を幅広く検討します。 

また、市は、立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災ま

ちづくりの推進にあたっては、災害リスクを十分考慮の上、居住誘導

区域を設定するとともに、同計画にハード・ソフト両面からの防災対

策・安全確保対策を定める防災指針を位置付けます。 

 

 

第２章第９節に移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 治山・造林 

近年、私有林において林業経営の不振、不在地主や所有者の林業離

れ等、森林の手入れ不足により荒廃した森林が増えており、山地災害

の防止や水源かん養等森林の持つ公益的機能の低下が懸念されてい

ます。 

このため、水源地域においては、私有林の公的管理を進めるととも

に、広葉樹との混交林や複層林等多彩な森林づくりを進め、山地災害

に強い森林をつくることが必要です。 

第１ 災害に強い森林づくりの推進 

災害に強い森林づくりを推進するため、県では、次の事業を行って
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191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 治水対策 

第１ 治水施設等の整備 

市の水害は、河川・排水路の未改修地区での多量な降雨による浸水

に加え、近年の排水能力を超過した局地的な集中豪雨による浸水も発

生しています。 

これらの水害は、県及び市の治水計画等に基づき逐次改修を実施し

ます。なお、治水計画における河川整備等については本章「第５節 河

川改修」を、下水道計画における排水施設等の整備については「第６

節 第２ 下水道施設の整備」を準用します。 

 

います。 

１ 治山工事の計画的な推進 

ア 山地災害の危険性の高い保安林指定地から計画的に治山工事

を進めます。 

２ 森林の機能の維持・向上 

ア 森林をそれぞれの目的に応じた保安林に指定し、施業の制限を

行うとともに、森林の状況が悪化している保安林の整備を進めま

す。 

イ 健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた造林、適切な保

育間伐を推進するとともに、複層林や混交林等災害に強い多彩な森

林づくりを進めます。 

ウ 水源地域の森林において、水源かん養機能等森林の持つ公益的機

能の向上を図るため、水源の森林づくり事業を進めます。 

第３節 治水対策 

第１ 治水施設等の整備 

市の水害は、河川・排水路の未改修地区での多量な降雨による浸水

に加え、近年の排水能力を超過した局地的な集中豪雨による浸水も発

生しています。 

これらの水害は、県及び市の治水計画等に基づき逐次改修を実施し

ます。なお、治水計画における河川整備等については本章「第４節 河

川改修」を、下水道計画における排水施設等の整備については「第５

節 下水道整備」を準用します。 
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192 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎関連箇所：本章「第５節 河川改修」 

◎関連箇所：本章「第６節 下水道施設の整備」 

 

第２ 洪水浸水想定区域における避難の確保 水防 

１ 洪水浸水想定区域の指定 

県では水防法第 14条第 3項の規定に基づき、大雨等によって河川

が増水し、堤防が決壊した場合を想定し、洪水浸水想定区域図を作成

しています。 

 

 

 

 

 

 

２ 避難体制等の整備 

（１）洪水ハザードマップの作成・公表 

浸水想定区域の指定に基づき、当該浸水区域ごとに、洪水予報の

伝達方法、避難場所等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水

ハザードマップを作成し、各世帯に配布するとともに、市ホームペ

ージへ掲載します。 

洪水ハザードマップを活用して、平常時からの防災意識の向上と

自主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避

難の確保を図ります。 

◎関連箇所：本章「第４節 河川改修」 

◎関連箇所：本章「第５節 下水道整備」 

 

第２ 洪水浸水想定区域における避難の確保 

１ 洪水浸水想定区域の指定 

水防法第 14条第 1項に基づく市内河川の浸水想定区域の指定状況

は次のとおりです。 

表 浸水想定区域の指定状況 

（略） 

 

     

                      

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第８章第３節 

第 3 節 洪水ハザードマップ                               

浸水想定区域の指定に基づき、当該浸水区域ごとに、洪水予報の伝

達方法、避難場所等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、洪水ハザ

ードマップを作成し、各世帯に配布するとともに、市ホームページへ

掲載する。 

洪水ハザードマップを活用して、平常時からの防災意識の向上と自

主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避難の

確保を図る。 
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192 

  また、円滑かつ迅速な避難の確保については、当該浸水想定区域

ごとに、次に掲げる事項について定め、洪水ハザードマップ等によ

り市民及び滞在者その他の者へ周知し、洪水等の災害に対する意識

の高揚を図ります。 

1 避難場所を開設する場合は、当該地域の避難人員、浸水地域及

び避難経路等を考慮します。 

2  避難場所を開設する場合は、被災者支援チーム及び公共施設所

管課の職員等により開設します。 

 

 

（２）洪水予報等の情報伝達 

市は、洪水予報等の情報を防災行政無線等の情報伝達手段を活用

し、関係機関及び市民へ周知します。 

 

 

 

（３）洪水浸水想定区域内の施設等 

水防管理者は、洪水浸水想定区域内の次に揚げる施設を把握し、洪

水予報、氾濫危険水位、特別警戒水位等の水位情報及びその他避難情

報等の伝達体制を整備します。伝達体制については、電話、ファクシ

ミリ等を利用するなど、当該施設の計画に定めるところとします。 

（４）地下街及び要配慮者利用施設等の避難確保計画の作成等 

ア 浸水想定区域内における地下街等 

 また、円滑かつ迅速な避難の確保については、地域防災計画におい

て、当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、洪水ハ

ザードマップ等により市民及び滞在者その他の者へ周知する。 

 

1 避難所を開設する場合は、当該地域の避難人員、浸水地域及び

避難経路等を考慮する。 

2  避難所を開設する場合は、市民救援部、避難収容部及び公共施

設所管課の職員等により開設する。 

 

５ 避難体制等の整備 

（２）洪水予報等の情報伝達 

市は、洪水予報等の情報を防災行政無線等の情報伝達手段を活用

し、関係機関及び市民へ周知します。 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第８章第２節 

第 2 節 洪水浸水想定区域内の施設等                            

１ 洪水浸水想定区域内の施設 

水防管理者は、洪水浸水想定区域内の次に揚げる施設を把握し、洪

水予報、氾濫危険水位、特別警戒水位等の水位情報及びその他避難情

報等の伝達体制を整備する。伝達体制については、電話、ファクシミ

リ等を利用するなど、当該施設の計画に定めるところとする。 

２ 地下街等、要配慮者利用施設及び大規模工場等の避難の確保及び

浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 
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当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪

水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する

計画を作成し、これを市長に報告するとともに、公表します。また、

地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止のための訓練を行います。さらに、自衛水防組織を

置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項

を市町村長に報告します。 

 

 

 

 市は、浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者に対し、洪水

予報、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及びその他避

難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時の円滑な避難を確保する必要があると認められる地下街等

の範囲については、次のとおりとします。 

 

・ 延べ面積が１，０００㎡以上の地下街 

・ 地階の床面積の合計が５，０００㎡以上の防火対象物（ただし、

施設関係者のみが利用する施設を除く） 

・ その他市長が必要と認めるもの 

 

伝達方法 

  地下街等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

（１）地下街等 

当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び

洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関

する計画を作成し、これを市長に報告するとともに、公表するもの

とする。また、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難

の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行うものとする。

さらに、自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他の

国土交通省令で定める事項を市町村長に報告するものとする。 

 

６ 浸水想定区域内における地下街等の避難体制の整備 

（１）浸水想定区域内における地下街等 

市は、浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者に対し、洪水

予報、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及びその他避

難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時の円滑な避難を確保する必要があると認められる地下街等

の範囲については、次のとおりとします。 

 

ア 延べ面積が１，０００㎡以上の地下街 

イ 地階の床面積の合計が５，０００㎡以上の防火対象物（ただし、

施設関係者のみが利用する施設を除く） 

ウ その他市長が必要と認めるもの 

 

（２）伝達方法 
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193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 浸水想定区域内における要配慮者利用施設 

当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該

要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

市は、浸水想定区域内の要配慮者が利用する施設を把握し、洪水予報、

洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及びその他避難情報

等の伝達体制を整備します。 

 た、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所在は、市ＨＰ等により

市民に周知します。 

  地下街等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第８章第２節 

２ 地下街等、要配慮者利用施設及び大規模工場等の避難の確保及び

浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

（２）要配慮者利用施設 

  当該施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するととも

に、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くものと

する。 

 

７ 浸水想定区域内における要配慮者が利用する施設の避難体制の

整備 

（１）浸水想定区域内における要配慮者利用施設 

市は、浸水想定区域内の要配慮者が利用する施設を把握し、洪水予報、

洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及びその他避難情報

等の伝達体制を整備します。 

また、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所在は、印刷物の配布等

により市民に周知します。 

地下街等 産業対策部 本部事務局 

地下街等 産業対策部 本部事務局 
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193 

 

 

 

 

 

伝達方法  

要配慮者利用施設への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 浸水想定区域内における大規模工場等 

 当該施設の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他

の措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等の洪水時

等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防 

組織を置くよう努めるものとします。 

 

 

 

市は、浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者に対し、

洪水予報、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及びその

他避難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時における浸水防止のための措置を行う必要がある大規模工場

等の用途及び規模は、次のとおりとします。 

 

（２）伝達方法  

要配慮者利用施設への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第８章第２節 

２ 地下街等、要配慮者利用施設及び大規模工場等の避難の確保及び

浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

（３）大規模工場等 

  当該施設の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その

他の措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等の洪

水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を

置くよう努めるものとする。 

 

８ 浸水想定区域内における大規模工場等の浸水防止対策 

（１）浸水想定区域内における大規模工場等 

市は、浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者に対

し、洪水予報、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）等の水位情報及

びその他避難情報等の伝達体制を整備します。 

洪水時における浸水防止のための措置を行う必要がある大規模

工場等の用途及び規模は、次のとおりとします。 

要配慮者利用施設 福祉救護部 本部事務局 要配慮者利用施設 福祉救護部 本部事務局 
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194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 用途：工場、作業場及び倉庫 

・ 規模：延べ面積が１０，０００平方メートル以上 

※ 小田原市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用

途及び規模を定める条例に定めるところによる 

 

伝達方法 

  大規模工場等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

第 3節 河川改修 

第１ 河川の整備 

市の河川のうち、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）の適用河川と

しては、県が管理する酒匂川、早川、山王川、森戸川、狩川、仙了川、

要定川及び中村川があります。 

これらの河川のうち特に、酒匂川、狩川、山王川、森戸川、早川の

各河川は、過去の豪雨で災害をもたらした経緯があり、神奈川県水防

災戦略に基づき、護岸改修や補強、堆積土砂の掘削を実施し、水害を

防ぐための取組が進められており、本市では、これらを促進します。 

また、県管理の河川以外の準用河川、普通河川、排水路等について

 

ア 用途：工場、作業場及び倉庫 

イ 規模：延べ面積が１０，０００平方メートル以上 

※ 小田原市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の

用途及び規模を定める条例に定めるところによる 

 

（２）伝達方法 

  大規模工場等への伝達方法は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

第４節 河川改修 

第１ 河川の整備 

市の河川のうち、河川法（昭和 39年法律第 167号）の適用河川とし

ては、酒匂川、早川、山王川、森戸川、狩川、仙了川、要定川及び中

村川があります。 

これらの河川のうち特に、酒匂川、早川、山王川、森戸川、狩川の

各河川は、過去において豪雨により急激に増水し、しばしば災害をも

たらしたことがあり、これらの河川は県において管理し、現在は各河

川の護岸改修、砂防強化を逐次実施し、水害に対して万全を期してい

ます。 

大規模工場等 産業対策部 本部事務局 大規模工場等 産業対策部 本部事務局 
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195 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、市が管理を行い、護岸改修や河床整理等を実施、浸水被害の軽減

を図っています。 

 

第４節 ライフラインの安全対策 

第２ 下水道施設の整備 

１ 浸水対策 

現在、台風などにより浸水被害が生じている地域の雨水きょを優先

して整備を推進します。また、内水浸水被害時に市民の迅速な避難行

動と災害に対する意識の向上を図るための内水ハザードマップの基

礎資料となる内水浸水想定区域図を作成し、周知を図ります。 

 

第５節 洪水調節 

(略) 

第６節 高潮対策 

第３ 高潮浸水想定区域における避難の確保 

１ 高潮浸水想定区域の指定 

県では水防法第 14 条の３第１項に基づき、相模灘沿岸における想

定し得る最大規模の高潮により浸水する範囲について、浸水の深さ

（浸水深）、浸水が継続する時間（浸水継続時間）を明らかにした高

潮浸水想定区域図を作成しています。 

 

◆資料○：高潮浸水想定区域指定状況 

 

 

 

 

第５節 ライフラインの安全対策 

第２ 下水道施設の整備 

１ 浸水対策 

現在、台風などにより浸水被害が生じている地域の雨水きょを優先

して整備を推進します。また、内水浸水被害時に市民の迅速な避難行

動と災害に対する意識の向上を図るための内水ハザードマップの基

礎資料となる内水浸水想定区域図の作成を進めます。 

 

第６節 洪水調節 

(略) 

第７節 高潮対策 

（追加） 
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２ 避難体制等の整備 

（１）高潮ハザードマップの作成・公表 

高潮浸水想定区域の指定に基づき、当該浸水区域ごとに、高潮予報

の伝達方法、避難場所等円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、高潮

ハザードマップを作成し、各世帯に配布するとともに、市ホームペー

ジへ掲載します。 

高潮ハザードマップを活用して、平常時からの防災意識の向上と自

主的な避難の心構えを養い、水災時には住民の円滑かつ迅速な避難の

確保を図ります。 

また、円滑かつ迅速な避難の確保については、地域防災計画におい

て、当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め、高潮ハ

ザードマップ等により市民及び滞在者その他の者へ周知し、高潮等の

災害に対する意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

（２）高潮特別警戒水位等の情報伝達 

市は、高潮特別警戒水位等の情報を防災行政無線等の情報伝達手段

を活用し、関係機関及び市民へ周知します。 

 

３ 水防法に基づく避難体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 避難場所を開設する場合は、当該地域の避難人員、浸水地

域及び避難経路等を考慮します。 
 

2  避難場所を開設する場合は、被災者支援チーム及び公共施

設所管課の職員等により開設します。 
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「第４節 治水対策 第２ 洪水浸水想定区域における避難の確 

保 ３ 水防法に基づく避難体制の整備」を準用します。 

 

第４ 高潮特別警戒水位の設定 

県では水防法第 13 条の３の規定に基づき、高潮による災害の発生

を特に警戒すべき水位に当たる高潮特別警戒水位を設定しています。

相模灘沿岸の高潮特別警戒水位の設定状況は次のとおりです。 

 

表 高潮特別警戒水位の設定状況 

 

第５ 高潮予測 

高潮等による越波や氾濫等に対する水防活動のため、横浜地方気象

台と県が共同して、市町村ごとに高潮の予報を行います。 

 

第６ 海岸利用者の安全確保 

水防管理者は、海岸管理者及び防災関係機関と連携し、水防に関す

る予警報の情報を海岸利用者及び関係機関に伝達し、被害の未然防止

を図ります。 

 

観測地 設定区域 高潮特別警戒水位 設定年月日 

小田原験潮所 

（気象庁） 
湯河原町～藤沢市 T.P.＋1.20m 

令和３年８月31日 油壷験潮所 

（国土地理院） 鎌倉市～三浦市 T.P.＋1.10m 
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198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

第 7節 風害対策 

台風等の暴風や竜巻等により、建築物、工作物、農作物及び漁船等

に被害が予想されることから、それらの関係者は、事前に災害未然防

止を行います。 

 市及び建築物等の所有者等は、都市の安全性の向上を図るため、建

築物の安全確保や強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の

防止対策について取り組んでいきます。 

 

 

 

第８節 水害予防施設の維持補修 

第２ 水害予防施設の整備・補修 

３ 農業用施設、漁港施設、林業施設等の整備・維持補修 

広域農道、管理漁港、海岸、林道、治山の各施設について、市が管

理するものは機能の保持又は向上のための維持補修を実施し、県が管

理するものは事業を促進します。 

４ 河川管理施設の整備・維持補修 

重要水防区域にある、県が管理する河川施設を優先しながら維持補

修を促進します。 

 

第９節 土砂災害対策 

第３ 治山・造林 

近年、私有林において林業経営の不振、不在地主や所有者の林業離

第７節 風害対策 

台風等の暴風や竜巻等により、建築物、工作物、農作物及び漁船等

に被害が予想されることから、それらの関係者は、事前に災害未然防

止を行います。 

 

 

 

 

 

 

第９節 水害予防施設の維持補修 

第２ 水害予防施設の整備・補修 

３ 農業用施設、漁港施設、林業施設の整備・維持補修 

広域農道、管理漁港、海岸、林道、治山の各施設について機能の保

持又は向上のための維持補修を実施します。 

４ 河川管理施設の整備・維持補修 

河川管理施設の施設点検や重要水防箇所等からランクづけを行い、

計画的・重点的に維持補修を推進します。 

 

 

第１０節 土砂災害対策 

(追加)※第２章第２節から移動 
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れ等、森林の手入れ不足により荒廃した森林が増えており、山地災害

の防止や水源かん養等森林の持つ公益的機能の低下が懸念されてい

ます。 

このため、水源地域においては、私有林の公的管理を進めるととも

に、広葉樹との混交林や複層林等多彩な森林づくりを進め、山地災害

に強い森林をつくることが必要です。 

 

１ 災害に強い森林づくりの推進 

災害に強い森林づくりを推進するため、県では、次の事業を行って

います。 

（１） 治山工事の計画的な推進 

ア 山地災害の危険性の高い保安林指定地から計画的に治山工事を

進めます。 

（２） 森林の機能の維持・向上 

ア 森林をそれぞれの目的に応じた保安林に指定し、施業の制限を行

うとともに、森林の状況が悪化している保安林の整備を進めます。 

イ 健全な森林整備を図るため、森林の状況に応じた造林、適切な保

育間伐を推進するとともに、複層林や混交林等災害に強い多彩な森

林づくりを進めます。 

ウ 水源地域の森林において、水源かん養機能等森林の持つ公益的機

能の向上を図るため、水源の森林づくり事業を進めます。 

 

第４ 要配慮者利用施設等の土砂災害防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 要配慮者利用施設等の土砂災害防止対策 
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200 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

(略) 

第 10節 造成地の災害防止 

(略) 

（削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 建築物の安全確保 

強風等による建築物の外装等の剥離や、落下により通行人等に危害

を及ぼす場合もあります。 また、土砂災害により建築物が損壊を受

ける場合もあります。 

なお、近年、１時間あたり 100㎜を超す集中豪雨が増加し、雨水出

(略) 

第１１節 造成地の災害防止 

(略) 

第１２節 地盤沈下の防止 

地盤沈下は、地下水を採取することにより、地下水位が低下し、地層

が収縮するために起こるといわれています。また、軟弱地盤における

圧密沈下により、地盤沈下が発生することがあります。 

第１ 地盤沈下の防止対策 

現在、市内において地下水の過剰くみ上げ等に起因する地盤沈下はみ

られていません。市内において地盤沈下が見られた場合は、県と連携

し、地盤沈下量の調査や地下水摂取規制等を実施していきます。 

また、構造物周辺の地盤条件の違い等が原因で、地盤が不均一に沈下

する現象である不同沈下が、市内においても報告されています。不同

沈下によって建物が傾いたり路面に凹凸や亀裂を生じたりすること

があることから、不同沈下が見られた場合は、物理探査やボーリング

調査等により原因を究明し、地盤改良や埋設管の維持修繕等、適切な

対策を講じます。 

 

第１３節 建築物の安全確保 

強風等による建築物の外装等の剥離や、落下により通行人等に危害

を及ぼす場合もあります。  

また、近年、１時間あたり 100 ㎜を超す集中豪雨が増加し、雨水出

水（内水氾濫）による浸水で住宅やビルの地下施設等に大きな被害が
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水（内水氾濫）による浸水で住宅やビルの地下施設等に大きな被害が

生じており、これらの浸水対策が必要となっています。 

このため、建造物等の構造強化や落下物による危害の防止、防火装

置の設置促進を基本とした災害予防を推進します。 

第３ 法に基づく建築物の安全性の確認 

市は、建築基準法第 6条第 1項に基づく確認申請時に、規模や該当

条件に応じ、風圧力等の構造計算等のチェックや、土砂災害特別警戒

区域内に建築される場合は構造規制等の適用を行い、建築物の安全性

を確認します。 

第 12節 ライフラインの安全対策 

 

第３章 災害事前対策の充実 

第１節 水防に関する予警報  

第１ 気象注意報・警報の種類 水防 

１ 水防の活動に適合する注意報等  

気象業務法に基づき横浜地方気象台が発表する水防の活動に適合

する注意報、警報は、次のとおりとします。 

（略） 

２ 気象注意報・警報の発表基準 

小田原市の気象注意報、警報の発表基準は、資料○ 小田原市気象

注意報・警報発表基準 のとおりです。 

 

 

生じており、これらの浸水対策が必要となっています。 

このため、建造物等の構造強化や落下物による危害の防止、防火装

置の設置促進を基本とした災害予防を推進します。 

 

第３ 法に基づく建築物の安全性の確認 

市は、建築基準法第 6条第 1項に基づく確認申請時に、風圧力の構

造計算等のチェックを行い、建築物の安全性を確認します。 

 

 

第 14節 ライフラインの安全対策 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第６章第１節 

第 6 章   水防に関する予警報 

第 1 節  気象注意報・警報の種類                                

１ 水防の活動に適合する注意報等 

気象業務法に基づき横浜地方気象台が発表する水防の活動に適合

する注意報、警報は、次のとおりとする。 

（略） 

２ 気象注意報・警報の発表基準 

小田原市の気象注意報、警報の発表基準は、別表 5 小田原市気象注

意報・警報発表基準のとおりとする。 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 津波に関する情報 水防 

気象庁が発表する津波に関する情報の種類及び発表基準は、資料○津

波に関する情報の種類及び発表基準 のとおりです。 

 

 

 

第２ 洪水予報 水防 

法第 11 条に基づき県と気象庁が共同して発表する酒匂川洪水予報

は、次のとおりとします。 

（略） 

 

 

 

第３ 水防警報 水防 

水防警報は、洪水、津波又は高潮により周辺住民に重大な被害が生

ずるおそれがあるとき、神奈川県内の土木事務所から発表され、市・

町に水防活動が必要であることを通知します。 

（略） 

 

 

第４ 重要水防箇所及び監視警戒 水防 

１ 重要水防箇所 

 転載元：水防計画第６章第２節 

第 2 節 津波に関する情報                              

気象庁が発表する津波に関する情報の種類及び発表基準は、別表 6

津波に関する情報の種類及び発表基準のとおりである。 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第６章第３節 

第 3 節 洪水予報                                     

法第 11 条に基づき県と気象庁が共同して発表する酒匂川洪水予報

は、次のとおりとする。 

（略） 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第６章第４節 

第 4 節 水防警報                                       

水防警報は、洪水、津波又は高潮により周辺住民に重大な被害が生

ずるおそれがあるとき、神奈川県内の土木事務所から発表され、市・

町に水防活動が必要であることを通知する。 

（略） 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第７章 

第 1 節  重要水防箇所   
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 

 

 

 

 

 

 

（略） 

２ 常時の監視 

（略） 

 

 

 

第５ 気象悪化時の監視警戒 水防 

（略） 

 

 

 

 

第６ ダム等の放流情報、水位・雨量等の情報 水防 

（略） 

 

 

第２節 災害時情報収集・提供体制の拡充 

 

第３節 水防組織 水防 

市長は水防管理者、市は水防管理団体として、河川、海岸、港湾等の

洪水又は高潮等による水害を警戒・防御し、これによる被害を軽減し、

市民等の安全を確保するため、水防活動を実施します 

第１ 水防本部の設置及び組織等 

（略） 

第 2 節  常時の監視  

（略） 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第７章 

第 3 節  気象悪化時の監視警戒  

（略） 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第６章第５節 

第 5 節 ダム等の放流情報、水位・雨量等の情報  

（略） 

 

 

第１節 災害時情報収集・提供体制の拡充 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第３章第１節 

第３章 水防組織 

第１節 水防本部の設置及び組織等 

１ 水防本部 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水防本部 

市の水防事務を総括するため、小田原市水防本部(以下「水防本部」

という。)を設置します。なお、水防に関係のある警報・注意報等の

発表等または地震等の発生等による洪水、内水、津波または高波によ

り市内に大きな被害がもたらされるおそれがあると認められる、又は

大きな被害があったときから、迅速に災害対策本部に移行します。 

２ 水防本部の組織 

水防本部の組織は、資料○ 小田原市水防本部組織図のとおりとし、

市長を本部長、副市長を副本部長とし、事務局を 本部事務局(防災対

策課・秘書室・広報広聴室)に置きます。 

４ 水防本部の設置時期 

水防本部を設置する時期は、次の各号のいずれかに該当する場合で、

水防活動を図る必要があると認めるときとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 水防本部会議の開催 

市の水防事務を総括するため、小田原市水防本部(以下「水防本部」

という。)を設置する。なお、水防に関係のある警報・注意報等の発

表等または地震等の発生等により洪水、内水、津波または高波のおそ

れがあると認められるときから、迅速に小田原市地域防災計画に基づ

く災害対策本部に移行する。 

 

２ 水防本部の組織 

水防本部の組織は、別表 2 小田原市水防本部組織図のとおりとし、

市長を本部長、副市長を副本部長とし、事務局を 本部事務局(防災対

策課・秘書室・広報広聴課)に置く。 

４  水防本部の設置時期 

水防本部を設置する時期は、次の各号のいずれかに該当する場合

で、水防活動を図る必要があると認めるときとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 水防本部会議の開催 

水防本部設置基準 

1  横浜地方気象台から水防に関する注意報、警報が発表されたとき。 

2  法第 11 条の規定による酒匂川洪水予報の通知を受けたとき。 

3 その他市内において洪水、雨水出水、高潮等による被害のおそれのある

とき。 

水防本部設置基準 

1  横浜地方気象台から水防に関する注意報、警報が発表されたとき。 

2  法第 11 条の規定による酒匂川洪水予報の通知を受けたとき。 

3  法第 16 条の規定による水防警報の通知を受けたとき。 

4 その他市内において洪水、雨水出水、高潮等による被害のおそれのある

とき。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長は、大規模水害の発生のおそれがある場合は、副本部長、本

部長付、事務局長及び部長を招集し、本部会議を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 水防本部の解散 水防 

（略） 

 

第３ 大規模風水害発生時の災害対策本部の設置 

 第１編 地震災害対策計画 第３章第２節「第１ 災害対策本部組

織体制の拡充」を準用します。 

 

 

 

第４ 水防等の配備体制 水防 

大雨、洪水、高潮及び土砂災害等による被害発生のおそれがあると

本部長は、大規模水害の発生のおそれがある場合、又は水防非常配

備体制を指令した場合は、副本部長、本部長付、事務局長及び部長を

招集し、本部会議を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第３章第２節 

第 2 節 水防本部の解散   

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第４章第１節 

第４章   水防等配備体制 

第１節  水防等の配備体制 

本部会議の協議事項 

1  各部相互の連絡調整に関すること。 

2  水防活動の方針に関すること。 

3  災害対策本部の設置に関すること。 

4  その他風水害対策に関すること。 

本部会議の協議事項 

1  各部相互の連絡調整に関すること。 

2  水防活動の方針に関すること。 

3  災害対策本部の設置に関すること。 

4  その他風水害対策に関すること。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きの職員及び消防団員の配備体制は、次のとおりとします。  

ただし、いずれにおいても職員および消防団自身の安全確保に留意し

て水防活動を実施するものとします。 

 

 

 

１ 職員の配備体制 

種別 配 備 事 由 等 配 備 体 制 

水防 

準備

体制 

（警

戒レ

ベル

２等

への

対応） 

１ 小田原市に大雨注意報、洪水

注意報、高潮注意報（警報に切

り替える可能性に言及されてい

ないもの）のいずれかが発表さ

れたとき。 

２ 酒匂川洪水予報（氾濫注意情

報）が発せられたとき。 

３ 水位周知河川において、氾濫

注意水位を超過し、その後も水

位上昇の見込みがある場合。 

４ 小田原市を除く神奈川県西部

（西湘地域）の各市町に大雨警

報（土砂災害）、洪水警報、高潮

注意報（警報に切り替える可能

性が高い旨に言及されているも

の）のいずれかが発表されたと

き。 

関係部局による情報収集及び

事前準備活動を実施できる体制

とする。 

（平時の体制、自宅待機等） 

大雨、洪水、高潮及び土砂災害等による被害発生のおそれがあると

きの職員及び水防団員の配備体制は、次のとおりとする。  

 ただし、いずれにおいても職員および水防団自身の安全確保に留意

して水防活動を実施するものとする。 

 

 

１ 職員の配備体制 

種別 配 備 事 由 等 配 備 体 制 

水防 

準備

体制 

１ 小田原市に大雨注意報、洪

水注意報、高潮注意報のいず

れかが発表されたとき。 

２ 相模湾に津波注意報が発表

されたとき。 

３ 小田原市を除く神奈川県西

部（西湘地域）の各市町に大

雨警報、洪水警報、高潮警報

のいずれかが発表されたと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

関係部局による情報収集及び事

前準備活動を実施できる体制とす

る。 

（平時の体制、自宅待機等） 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防

警戒 

１号

体制 

（警

戒レ

ベル

３相

当情

報等

への

対応） 

１ 小田原市に大雨警報（土砂災

害）、洪水警報、高潮注意報（警

報に切り替える可能性が高い旨

に言及されているもの）のいず

れかが発表されたとき。 

２ 酒匂川洪水予報（氾濫警戒情

報）が発せられたとき。 

３ 水位周知河川において、避難

判断水位を超過し、その後も水

位上昇の見込みがある場合。 

４ 相模湾に津波注意報が発表さ

れたとき。 

５ 台風の進路予測等に基づき事

前準備が必要な場合。 

６ その他水防管理者が必要と認

め当該配備を指令したとき。 

次に掲げる分担業務を実施す

る部局の職員をもって対応す

る。 

ただし、配備事由等の１に掲

げる事由の場合において市長が

認めるときは、関係部局による

情報収集及び事前準備活動を実

施できる体制（平時の体制、自

宅待機等）とすることができる。 

１ 河川、海岸、農地、急傾斜

地及び道路・ 

橋梁等の応急対策を実施する

部局 

２ 消防部、本部事務局及び職

員動員に係る部局 

３ その他、警報等の発令に伴

い警戒態勢を強化するために

必要な部局 

※避難場所を開設する場合は、

水防警戒２号体制に移行する  

水防

警戒 

１号

体制 

１ 小田原市に大雨警報、洪水

警報、高潮警報のいずれかが

発表されたとき。 

２ 相模湾に大津波警報又は津

波警報が発表されたとき。 

３ 知事又は水防支部長から水

防警報が発せられたとき。 

４ 台風の進路予測等に基づき

事前準備が必要な場合 

５ その他水防管理者が必要と

認め当該配備を指令したと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる分担業務を実施する

部局の職員をもって対応する。 

ただし、配備事由等の１に掲げ

る事由の場合において市長が認め

るときは、関係部局による情報収

集及び事前準備活動を実施できる

体制（平時の体制、自宅待機等）

とすることができる。 

１ 河川、海岸、農地、急傾斜地

及び道路・ 

橋梁等の応急対策を実施する部

局 

２ 消防部、本部事務局及び職員

動員に係る部局 

３ その他、警報等の発令に伴い

警戒態勢を強化するために必要

な部局  
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頁 改正後 改正前 

 

 

204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防

警戒 

２号

体制 

（警

戒レ

ベル

３～

５発

令時

又は

警戒

レベ

ル４、

５相

当情

報等

への

対応） 

１ 小田原市に土砂災害警戒情

報、高潮特別警報又は高潮警報

が発表されたとき。 

２ 酒匂川洪水予報（氾濫危険情

報）が発せられたとき。 

３ 水位周知河川において、氾濫

危険水位を超過し、その後も水

位上昇の見込みがある場合。 

４ 相模湾に津波警報が発表され

たとき。 

５ 台風の進路予測等に基づき避

難場所の開設等が必要な場合。 

６ その他水防管理者が必要と認

め、当該配備を指令したとき。 

 水防警戒１号体制を強化する

とともに、次に掲げる分担業務

を実施する部局の職員をもって

対応する。 

 ただし、市長が認めるときは、

関係部局による情報収集及び事

前準備活動を実施できる体制

（平時の体制、自宅待機等）と

することができる。 

１ 避難場所の開設準備及び開

設 

２ 広報車等による広報及び避

難誘導 

３ 要配慮者の対応 

４ 住民組織との連携 

５ その他必要な部局 

災害対策本部 

動員

２号 

又は 

動員

３号 

１ 水防警戒２号体制を強化、拡

大する必要があるとき。 

２ その他水防管理者が必要と認

め、当該配備を指令したとき。 

水防警戒２号体制を強化する場

合は、災害対策本部を設置し、

全庁的な体制を以て災害対応に

当たる。 

水防

警戒 

２号

体制 

１ 市内の河川の水位が、水防

団待機水位を超えるおそれが

あるとき又は水防団待機水位

を超え、更に水位が上昇する

おそれがあるとき。 

２ 市内数地域で災害が発生

し、又は災害が発生するおそ

れが非常に高いとき。 

３ その他水防管理者が必要と

認め、当該配備を指令したと

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水防警戒１号体制を強化すると

ともに、次に掲げる分担業務を実

施する部局の職員をもって対応す

る。 

１ 避難所の開設準備及び開設 

２ 広報車等による広報及び避難

誘導 

３ 要配慮者の対応 

４ 住民組織との連携 

５ その他必要な部局 

水防

非常 

配備

体制 

１ 水防警戒２号体制を強化、

拡大する必要があるとき。 

２ その他水防管理者が必要と

認め、当該配備を指令したと

き。 

 

水防本部全部が水防等の対応に

当たる体制 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 消防団の配備体制 

（略） 

 

 

 

第５ 事前事後の水防体制 水防 

（略） 

 

 

第６ 通信連絡 水防 

※表内の組織名称を変更 

 

 

 

※１ 消防部及び医療救援部の配備体制は、消防長及び病院長が別に定める。 

※２ 上記配備体制に基づく水防本部動員基準は、別表 4 小田原市水防本部動員

基準表のとおりとする。 

※ ３ 水防警戒１号体制から水防警戒２号体制に移行する際は、開庁時は本部

事務局（防災対策課）、閉庁時は水防本部の企画調整部（職員課）が各所管に

周知する。なお、水防警戒２号体制から災害対策本部の動員体制への移行の際

も同様とし、水防本部を縮小する際は本部事務局（防災対策課）が各所管に周

知する。 

※４ 市内で震度５弱以上の地震が発生し津波注意報、津波警報が発表された

際には、災害対策本部を設置し動員３号体制となる。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水防団（消防団）の配備体制 

(略) 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第４章第２節 

第 2 節  事前事後の水防体制 

（略） 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第５章第１節 

第 5 章   通信連絡 

※表内の組織名称を変更 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

※１ 消防部及び医療救援部の配備体制は、消防長及び病院長が別に定める。 

※２ 上記配備体制に基づく水防本部動員基準は、別表 4 小田原市水防本部動員

基準表のとおりとする。 
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1 酒匂川防災ステーション等水防倉庫の施設及び水防用資機材の整備 

2 資機材の緊急調達の方法及び事業者等との協定の締結 

3  地震対策用防災倉庫に備蓄する資機材の活用 

4  県が備蓄する水防資機材の県西土木事務所小田原土木センター水防支部長への支

給要請 

1 酒匂川防災ステーション等水防倉庫の施設及び水防用資機材の整備 

2 資機材の緊急調達の方法及び事業者等との協定の締結 

3  地震対策用防災倉庫に備蓄する資機材の活用 

4  県が備蓄する水防資機材の県西土木事務所小田原土木センター水防支部長への支

給要請 

頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 水防活動 

第１ 水防施設の事前措置 水防 

（略） 

第２ 水防出動 水防 

（略） 

第３ 資機材及び施設の整備 水防 

１ 水防施設【消防部、土木対策部、産業対策部】 

水防管理者及び消防機関の長は、洪水等の緊急事態に対処できるよ

う次の施設整備等を実施するものとします。 

 

 

第４ 緊急輸送の確保 水防 

（略） 

第５ 決壊時の措置 水防 

（略） 

 

 転載元：水防計画第９章 

第 1 節 水防施設の事前措置 

（略） 

第 2 節 水防出動   

（略） 

第 3 節  資機材及び施設の整備                             

１ 水防施設【消防部、土木対策部、下水道対策部、産業対策部】 

水防管理者及び消防機関の長は、洪水等の緊急事態に対処できるよ

う次の施設整備等を実施するものとする。 

 

 

第 4 節  緊急輸送の確保  

（略） 

第 5 節  決壊時の措置   

（略） 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 安全配慮 水防 

洪水、雨水出水又は高潮のいずれにおいても、消防団員自身の安全

確保に留意して水防活動を実施するものとします。 

 避難誘導や水防作業の際にも、通信機器を携行する、ライフジャケ

ットを着用する等、消防団員自身の安全を確保します。 

 

 

 

第７ 津波における留意事項 水防                             

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と

「近地津波」に分類して考えられます。遠地津波の場合は、原因とな

る地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来しますが、近

地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来

します。したがって、水防活動及び消防団員自身の避難に利用可能な

時間が異なります。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、

避難誘導等が可能なことがありますが、近地津波で、かつ安全な場所

への避難までの所要時間がかかる場合は、消防団員自身の避難以外の

行動が取れないことが多くなります。 

したがって、あくまでも消防団員自身の避難時間を確保した上で、

避難誘導や水防活動を実施しなければなりません。 

 

 転載元：水防計画第１章第７節 

第 7 節 安全配慮  

洪水、雨水出水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団員自身

の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。 

 避難誘導や水防作業の際にも、通信機器を携行する、ライフジャケ

ットを着用する等、水防団自身の安全は確保しなければならない。 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第１章第６節 

第 6 節 津波における留意事項   

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて「遠地津波」と

「近地津波」に分類して考えられる。遠地津波の場合は、原因となる

地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来するが、近地津

波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来す

る。したがって、水防活動及び水防団員自身の避難に利用可能な時間

が異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、

避難誘導等が可能なことがあるが、近地津波で、かつ安全な場所への

避難までの所要時間がかかる場合は、水防団員自身の避難以外の行動

が取れないことが多い。 

したがって、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保した上で、

避難誘導や水防活動を実施しなければならない。 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

第８ 公用負担 水防  

（略） 

 

 

第９ 水防活動の報告 水防  

（略） 

 

 

第 10  水防管理団体の協力応援 水防   

 

 

第 11  救助・救急体制の整備 

（略） 

第 12  広域応援体制の強化 

（略） 

第 13  警備・救助対策 

（略） 

 

第５節 避難対策 

第１ 避難情報の発令基準 

１ 避難情報の発令基準の作成 

市は、「避難情報に関するガイドライン」を参考に、災害時に適切な避

転載元：水防計画第９章第６節 

第 6 節  公用負担 

（略） 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

転載元：水防計画第９章第７節 

第 7 節  水防活動の報告 

（略） 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

転載元：水防計画第 11 章 

第 1 節  水防管理団体の協力応援   

 

第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

第３ 救助・救急体制の整備 

（略） 

第４ 広域応援体制の強化 

（略） 

第４節 警備・救助対策 

（略） 

 

第５節 避難対策 

第１ 避難勧告等の発令基準 

１ 避難勧告等の発令基準の作成 

市は、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難情報の発令を実施するため、関係機関からの情報や自ら収集する情報

等をもとに、避難情報の発令の判断基準等について、できる限り客観的

な数値により整理した「避難情報の発令マニュアル」を整備するよう努

めます。 

２ 避難情報の種別 

災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を５段

階に分け、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参

考となる情報（警戒レベル相当情報）」との対応を明確にし、その上で、

５段階に区分した「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す

情報」及び「警戒レベル相当情報」をそれぞれ警戒レベルに対応させる

ことで、出された情報からとるべき行動を直感的に理解しやすいものと

することとします。 

表 避難情報の種別 

警戒レベル 市民のとるべき行動 行動を市民等に促す情報 

警戒レベル

１ 

防災気象情報等の最新情報に注意するなど、

災害への心構えを高める。 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 

今後気象状況悪化のおそ

れ 

警戒レベル

２ 

ハザードマップ等により災害リスク、避難場

所や避難経路、避難のタイミング等の再確

認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、

避難に備え自らの避難行動を確認する。 

注意報 

（気象庁が発表） 

気象状況悪化 

警戒レベル
高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避

難又は屋内安全確保）する。 

高齢者等避難 

（市が発令） 

参考に、災害時に適切な避難勧告等を実施するため、関係機関からの

情報や自ら収集する情報等をもとに、避難勧告等の発令の判断基準等

について、できる限り客観的な数値により整理した「避難勧告等の判

断・伝達マニュアル」を整備するよう努めます。 

２ 避難情報の種別 

災害発生のおそれの高まりに応じて、居住者等がとるべき行動を５

段階に分け、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判

断に参考となる情報（警戒レベル相当情報）」との対応を明確にし、

その上で、５段階に区分した「居住者等がとるべき行動」、「行動を居

住者等に促す情報」及び「警戒レベル相当情報」をそれぞれ警戒レベ

ルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を直感的に理

解しやすいものとすることとします。 

表 避難情報の種別 

警戒レベル 市民のとるべき行動 行動を市民等に促す情報 

警戒レベル

１ 

防災気象情報等の最新情報に注意するなど、

災害への心構えを高める。 

早期注意情報 

（気象庁が発表） 

警戒レベル

２ 

ハザードマップ等により災害リスク、避難場

所や避難経路、避難のタイミング等の再確

認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、

避難に備え自らの避難行動を確認する。 

注意報 

（気象庁が発表） 

警戒レベル

３ 

避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者は

立退き避難する。その他の人は立退き避難の

準備をし、自発的に避難する。 

避難準備・高齢者等避難開

始 

（市が発令） 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ※避難を完了させるのに時間を要する在宅

又は施設利用者の高齢者及 

び障害のある人等、及びその人の避難を支援

する者 

危険な場所から高齢者等

は避難 

警戒レベル

４ 

危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋

内安全確保）する。 

避難指示 

（市が発令） 

災害のおそれ高い 

警戒レベル

５ 

立退き避難することがかえって危険である

場合、緊急安全確保する。 

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を

安全にとることができるとは限らず、また本

行動をとったとしても身の安全を確保でき

るとは限らない。 

緊急安全確保※ 

（市が発令） 

※災害発生又は切迫（必ず

発令される情報ではない） 

３ 市民の避難誘導体制 

（１）関係機関との協議 

市は、関係機関と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ

作成し、訓練を行うものとします。なお、避難時の周囲の状況等により、

屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「屋内安全確

保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意します。 
 

（２）避難情報の発令 

 避難情報の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましいが、

避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、

躊躇なく避難情報を発令するものとします。また、そのような事態が生

じ得ることを住民にも周知するよう努めます。 

 

４ 避難行動 

 

 

警戒レベル

４ 

避難場所等への立退き避難を基本とする避
難行動をとる。 
災害が発生するおそれが極めて高い状況等

で、避難場所への立退き避難はかえって命に
危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合
には、近隣の安全な場所への避難や建物内の

より安全な部屋への移動等の緊急の避難を
する。 

避難勧告、避難指示（緊急）
※ 

（市が発令） 
※地域の状況に応じて緊
急的又は重ねて避難を促

す場合等に発令 

 

警戒レベル

５ 

既に災害が発生している状況であり、命を守

るための最善の行動をとる。 

災害発生情報※（市が発令） 
※災害が実際に発生して

いることを把握した場合
に、可能な範囲で発令 

 

３ 市民の避難誘導体制 

（１）水防団との協議 

市は、水防団等と協議し、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじ

め作成し、訓練を行うものとします。なお、避難時の周囲の状況等に

より、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、「屋

内安全確保」の安全確保措置を講ずべきことにも留意します。 

（２）避難勧告等の発令 

 避難勧告の発令の際には、避難場所を開放していることが望ましい

が、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場

合は、躊躇なく避難勧告を発令するものとする。また、そのような事

態が生じ得ることを住民にも周知するよう努めます。 

 

(新規) 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身

体を保護するための行動」 のことであり、身の安全を確保するため、

何の災害のときに、いつ、どこに避難をすればよいか、日ごろからハ

ザードマップを確認して準備・訓練を行う必要があります。 

（１）立退き避難 

災害リスクのある区域等の居住者等が、その場を離れ、災害から安

全な場所に移動すること。避難行動の基本。 

ア 避難先 

1) 市の定める風水害避難場所、土砂災害避難場所 

2) 安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先 

 イ 関連災害 

洪水等、土砂災害、高潮、津波 

（２）屋内安全確保 

自宅・施設等においても上階への移動や高層階に留まること等によ

り、計画的に身の安全を確保すること。 

ア 避難先 

1) 自宅・施設等の浸水しない上階への移動（垂直避難） 

2) 自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる（待避） 

 イ 関連災害 

洪水等、高潮 

屋内安全確保を選択する場合は、避難先とする自宅・施設等が下記

の３つの条件が満たされている必要があります。 

１．家屋倒壊等氾濫想定区域(※1)にないこと 
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２．浸水想定区域の浸水深より高い居室があること 

３．浸水継続時間以上を過ごすことのできる十分な備蓄等があり、起

こりうる支障(※2)が我慢できること 

 ※1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫

流や河岸侵食が発生することが想定される区域 

 ※2 支障の例：水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ電気、ガ

ス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ 

（３）緊急安全確保 

「立退き避難」を行う必要がある人が、適切なタイミングで避難を

しなかった又は急激な災害の切迫により避難し遅れたために、命の危

険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所より

も相対的に安全である場所へ直ちに移動等すること。 

※この行動で、身の安全を確保できるとは限らない。 

ア 避難先 

1) 自宅・施設等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移

動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移動する。 

2) 土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の

崖から少しでも離れた部屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急

的に移動する。 

 イ 関連災害 

洪水等、土砂災害、高潮、津波 

 

第２ 水防、避難情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(地域防災計画と水防計画の統合に伴い水防計画より転載) 

 転載元：水防計画第 10章 

第 1 節  水防、避難情報の伝達  
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206 

 

207 

 

 

 

１ 水防、避難情報の伝達 

水防管理者は、水防に関する予警報、河川水位情報、水防警報、

洪水予報及び土砂災害警戒情報等が発令された場合、必要に応じて

河川等の流域又は市内全域に広報し、市民及び関係機関に注意を促

します。市は、避難情報の伝達に際して、災害の状況及び地域の実

情に応じて、防災行政無線等の情報伝達手段を活用し、避難対象地

域の市民に迅速かつ的確に伝達します。 

また、市は、同一の水系を有する市町間において、相互に避難情

報を共有するよう努めます。 

２ 市民への伝達方法 

  （略） 

 

第３ 警戒区域の設定 水防 

(略) 

第４ 避難の指示等 水防 

(略) 

 

第５ 避難場所の確保及び整備 

(略) 

第６ 避難計画の策定 

(略) 

第７ 屋内での退避等の安全確保措置 

(略) 

１ 市民への水防、避難情報等の伝達 

水防管理者は、水防に関する予警報、河川水位情報、水防警報、洪

水予報及び土砂災害警戒情報等が発令された場合、必要に応じて河川

等の流域又は市内全域に広報し、市民及び関係機関に注意を促す。 

２ 市民への伝達方法 

  （略） 

 

 

 

 

 

 

第 2 節 警戒区域の設定 

(略) 

第 3 節 避難の指示等 

(略) 

 

第３ 避難場所の確保及び整備 

(略) 

第４ 避難計画の策定 

(略) 

第５ 屋内での退避等の安全確保措置 

(略) 
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第８ 広域避難所の運営 

(略) 

第９ 市民への周知 

(略) 

第 10 企業防災の促進 

企業は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業

員等が屋外を移動することのないよう、また、避難を実施する場合に

おける混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、時差出勤、計画

的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずる

よう努めるものとします。 

第 11 避難訓練の実施 

(略) 

第 12 帰宅困難者対策 

鉄道事業者等との連携・情報共有体制を確立し、早期にその運行情

報等の把握に努め、これを市民及び事業者に事前に周知することによ

り、帰宅困難者の発生の抑制を図ります。 

帰宅困難者が発生した場合には、第１編 地震災害対策計画 第３章

第５節「第６ 帰宅困難者対策 ２ 帰宅困難者への避難対策」を準

用します。 

 

第 13 応急仮設住宅等 

(略) 

第 14 ペット対策 

第６ 広域避難所の運営 

(略) 

第７ 市民への周知 

(略) 

（新規） 

 

 

 

 

 

第８ 避難訓練の実施 

(略) 

第９ 帰宅困難者対策 

第１編 地震災害対策計画 第３章第５節「第６ 帰宅困難者対策」

を準用します。 

 

 

 

 

 

第１０ 応急仮設住宅等 

(略) 

第１１ ペット対策 
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208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15 市外避難者への支援体制 

(略) 

 

 

 

 

第 16 防災上重要な施設の避難誘導 

第１編 地震災害対策計画 第４章第３節「第１ 避難情報」を準用

します。 

 

第６節 要配慮者に対する対策 

第１ 避難誘導及び生活支援体制の整備 

２ 避難行動要支援者名簿等の作成 

ウ 名簿及び所在マップは名簿情報について避難行動要支援者の同

意を得ることによりプライバシーに十分配慮し、平常時から、避難

支援等の実施に必要な限度で、防災本部長（各自治会長）、消防機

関及び民生委員・児童委員等の避難支援等関係者に配付します。な

お、所在情報の更新については、民生委員・児童委員の協力のもと

に定期的に行うとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合におい

ても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

めます。 

３ 個別避難計画の策定  

市は、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を参

第１２ 市外避難者への支援体制 

(略) 

第４章 災害時の応急活動対策 

第５節 避難対策 

第１ 避難勧告・指示等 

４ 防災上重要な施設の避難誘導 

第１編 地震災害対策計画 第４章第３節「第１ 避難勧告・指示等」

を準用します。 

※第３章第５節へ移動 

 

第６節 要配慮者に対する対策 

第１ 避難誘導及び生活支援体制の整備 

２ 避難行動要支援者名簿等の作成 

ウ 名簿及び所在マップは、避難行動要支援者個人のプライバシーに

十分配慮し、平常時から、避難支援等の実施に必要な限度で、防災

本部長（各自治会長）、消防機関及び民生委員・児童委員等の避難

支援等関係者に配付します。なお、所在情報の更新については、民

生委員・児童委員の協力のもとに定期的に行います。 

 

 

 

（追加） 
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209 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

考に、避難支援等関係者と連携した、避難行動要支援者に対する具

体的な避難方法等についての個別避難計画の策定に努めます。 

 

４ 緊急通報システム等の整備 

(略) 

５ 生活支援 

(略) 

６ 医療体制の整備 

(略) 

７ 防災知識の普及・啓発 

(略) 

第２ 社会福祉施設対策  

第１編 地震災害対策計画 第３章第６節「第２ 社会福祉施設対

策」を準用するほか、避難確保計画に基づく早目の避難の必要性につ

いて周知・徹底します。 

 

第 14節 災害廃棄物等の処理対策 

 第１編 地震災害対策計画 第３章「第１５節 災害廃棄物等の処

理対策」を準用するほか、水が引いた直後から住民による家財や畳等

の撤去、集積が始まると言った風水害時の特性をとらえ、直ちに住民

仮置き場等を設置、運営できる体制を整えます。 

 

 

 

 

 

３ 緊急通報システム等の整備 

(略) 

４ 生活支援 

(略) 

５ 医療体制の整備 

(略) 

６ 防災知識の普及・啓発 

(略) 

第２ 社会福祉施設対策  

第１編 地震災害対策計画 第３章第６節「第２ 社会福祉施設対

策」を準用します。 

 

 

第１４節 災害廃棄物等の処理対策 

 第１編 地震災害対策計画 第３章「第１５節 災害廃棄物等の処

理対策」を準用します。 
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211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16節 防災知識の普及 

第１ 市民等に対する防災知識の普及 

１ 防災思想の普及、徹底 

市民は、自然災害に対して行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は

自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとることが原

則です。 

特に突発的な災害や激甚な災害では、避難情報の発令が間に合わない

こともあります。（略） 

２ 普及方法 

ア 広報小田原、市ホームページ等、市の広報媒体を活用して防災知

識の啓発を行います。 

３ 市民等に対する教育 

市は、関係機関と協力して市民又は自主防災組織及び事業所の従業

員等に対して、災害時にとるべき措置及び防災応急対策等、安全確保

に関する教育を行いその周知を図ります。 

地域の防災力を高めていくため、気候変動の影響も踏まえつつ、一

般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供、学校における防

災教育の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図ります。特に、

水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた

防災教育の実施に努めます。 

また、各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組

が適切かつ継続的に実施されるよう、気象防災アドバイザー等の水

害･土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図ります。 

第 16節 防災知識の普及 

第１ 市民等に対する防災知識の普及 

１ 防災思想の普及、徹底 

市民は、自然災害に対して行政に依存し過ぎることなく、「自らの命は

自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとることが原

則です。 

特に突発的な災害や激甚な災害では、避難勧告等の発令が間に合わな

いこともあります。（略） 

２ 普及方法 

ア 広報おだわら、市ホームページ等、市の広報媒体を活用して防災

知識の啓発を行います。 

３ 市民等に対する教育 

市は、関係機関と協力して市民又は自主防災組織及び事業所の従業

員等に対して、災害時にとるべき措置及び防災応急対策等、安全確保

に関する教育を行いその周知を図ります。 
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214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市民の心得 

（１）平常時の心得 

カ 最低 3日分、推奨１週間分の食料・飲料水（1人 3リットルが 1

日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー、マスク、消毒液、

体温計やスマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテ

リー等の備蓄、非常持出品を準備すること。 

キ 自動車へのこまめな満タン給油 

ク 隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合うこと。 

ケ 自助・共助の精神の重要性について認識すること。 

コ 強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図

ること。 

 

第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

第１ 注意報及び警報等の収集・伝達 

１ 注意報及び警報等の受理  

（１）注意及び警戒の喚起 

（略） 

特別警報が発表された場合、数十年に一度しかないような非常に危

険な状況にあり、市民は周囲の状況や市から発令される警戒レベル４ 

避難指示、警戒レベル５ 緊急安全確保などの情報に留意し、ただち

に命を守るための行動をとる必要があります。 

（３）土砂災害警戒情報 

４ 市民の心得 

（１）平常時の心得 

カ 最低 3日分、推奨１週間分の食料・飲料水（1人 3リットルが 1

日分の目安）、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持

出品を準備すること。 

キ 隣近所や自主防災組織との災害時の協力について話し合うこと。 

ク 自助・共助の精神の重要性について認識すること。 

 

 

 

 

 

第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

第１ 注意報及び警報等の収集・伝達 

１ 注意報及び警報等の受理  

（１）注意及び警戒の喚起 

（略） 

特別警報が発表された場合、数十年に一度しかないような非常に危

険な状況にあり、市民は周囲の状況や市から発令される警戒レベル４ 

避難勧告・避難指示(緊急)、警戒レベル５ 災害発生情報などの情報

に留意し、ただちに命を守るための行動をとる必要があります。 

（３）土砂災害警戒情報 
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215 

 

 

 

 

 

 

大雨警報発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度が高ま

ったとき、市町村長が避難情報を発令する際の判断や住民の自主避難

の参考となるよう、対象となる市町村を特定して、大雨警報の伝達系

統に準じて、横浜地方気象台及び県から関係機関へ伝達される防災情

報です。 

（中略） 

避難情報の発令にあたっては、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、

個別の渓流、斜面の状況や気象状況、県が提供する補完情報等も合わ

せて、総合的に判断することが大切です。 

（４）高潮氾濫発生情報 

水位周知海岸において高潮特別警戒水位（警戒レベル５相当情報 

[高潮]）に到達した段階で発表される水位到達情報であり、高潮によ

る災害の発生を特に警戒すべきことを示します。水位周知海岸におい

て氾濫が発生した際に発表される場合もあります。 

（５）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、神奈川県気象情報 

(略) 

（６）記録的短時間大雨情報 

(略) 

（７）顕著な大雨に関する情報 

顕著な大雨に関する情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に

高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で

降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説

する情報です。 

大雨警報発表中において、大雨による土砂災害発生の危険度が高ま

ったとき、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避

難の参考となるよう、対象となる市町村を特定して、大雨警報の伝達

系統に準じて、横浜地方気象台及び県から関係機関へ伝達される防災

情報です。 

（中略） 

避難勧告等の発令にあたっては、土砂災害警戒情報を参考にしつ

つ、個別の渓流、斜面の状況や気象状況、県が提供する補完情報等も

合わせて、総合的に判断することが大切です。 

（新規） 

 

 

 

 

（４）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、神奈川県気象情報 

(略) 

（５）記録的短時間大雨情報 

(略) 
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216 

 

 

（８）竜巻注意情報 

(略) 

（９）火災気象通報及び火災警報 

(略) 

３ 避難のための立ち退き 

市長は、洪水又は高潮による浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等の

居住者等に対して、人命の保護その他の災害の防止を図るため特に必

要と認めるときは避難のための立ち退きの開始を求めます。また、火

災の延焼が間近に迫ったり、延焼危険地域からの避難が適当と判断し

た場合は、安全な場所への立ち退きの開始を求めます。 

立ち退きについては、必要と認める区域の居住者等に対し、防災行政

無線又はその他の方法により指示するとともに、その旨を遅滞なく小

田原警察署長及び関係機関に通知します。 

 

４ 避難場所の開設 

市長は、災害の発生のおそれがある場合には、必要に応じ避難場所

を開設し、速やかに地域住民に周知します。 

また、避難場所の運営の混乱を防止するため、避難を検討する際に

必要な混雑情報をインターネット上で市民に提供します。 

 

第２ 災害対策本部等の設置 

市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で市長が必要

と認めたときは、災害対策基本法、及び小田原市災害対策本部条例（昭

（６）竜巻注意情報 

(略) 

（７）火災気象通報及び火災警報 

(略) 

３ 避難のための立ち退き 

市長は、洪水による浸水想定区域又は土砂災害警戒区域等の居住者

等に対して、人命の保護その他の災害の防止を図るため特に必要と認

めるときは避難のための立ち退きの開始を求めます。また、火災の延

焼が間近に迫ったり、延焼危険地域からの避難が適当と判断した場合

は、安全な場所への立ち退きの開始を求めます。 

立ち退きについては、必要と認める区域の居住者等に対し、ラジオ、

信号又はその他の方法により指示するとともに、その旨を遅滞なく小

田原警察署長及び関係機関に通知します。 

 

４ 避難所の開設 

市長は、災害の発生のおそれがある場合には、必要に応じ避難所を

開設し、速やかに地域住民に周知します。 

 

 

 

第２ 災害対策本部等の設置 

市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で市長が必要

と認めたときは、災害対策基本法、及び小田原市災害対策本部条例（昭
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218 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 

 

223 

 

224 

 

 

 

 

 

 

和 37年条例第 40号）に基づき、市長は水防本部を解散し、市災害対

策本部を設置します。 

 

３ 職務の代理 

市災害対策本部の本部長である市長が不在の場合は、小田原市災害

対策本部条例第３条第２項に基づき、副本部長が代行するものとし、

その代行順位は、小田原市災害対策本部規程第２条の３のとおりと

し、市長の代理に関する規則（平成４年小田原市規則第 41号）第１

条の規定を準用します。 

 

 

 

（削除） 

 

第２節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

(略) 

第４節 避難対策 

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人

命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、あらかじめ

指定された避難場所及び避難経路や洪水等による浸水が想定される

区域、土砂災害危険箇所等の所在、その他避難に関する情報の提供に

努めます。 

市民は、あらかじめ指定されている避難場所を日頃から把握すると

和 37年条例第 40号）に基づき、市災害対策本部を設置します。 

 

 

３ 職務・権限の代行 

市災害対策本部の本部長である市長が不在の場合は、小田原市災害

対策本部条例第 3条に基づき、副本部長が代行するものとし、その代

行順位は、小田原市副市長の事務の分担に関する規則（平成 4年 8

月 1日規則第 42号）第 2条第 1項の各号の順によるものとします。 

なお、副本部長が不在の場合は本部長付の教育長が代行するものと

し、以下小田原市災害対策本部組織図に定める順により、部長が代行

するものとします。 

 

第２節 水防対策 

 

第３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

(略) 

第５節 避難対策 

市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人

命の安全を第一に被災住民等の避難誘導を行うとともに、あらかじめ

指定された避難場所及び避難経路や洪水等による浸水が想定される

区域、土砂災害危険箇所等の所在、その他避難に関する情報の提供に

努めます。 

市民は、あらかじめ指定されている避難場所を日頃から把握すると
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ともに、避難情報が発令された場合には、直ちに避難します。また、

自主的に避難する場合は、安全に十分配慮します。 

 

第１ 避難情報 

 市は、第３章第５節に基づき避難情報を発令し、住民等の避難を促

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ともに、避難勧告又は指示が発令された場合には、直ちに避難します。

また、自主的に避難する場合は、安全に十分配慮します。 

 

第１ 避難勧告・指示等 

1 避難の勧告・指示  

第１編 地震災害対策計画 第４章第３節「第１ 避難勧告・指示

等」を準用します。 

２ 避難準備・高齢者等避難開始、避難の勧告及び指示の発令基準 

市長は、市内において危険が切迫し、必要があると認めるときには、

その地域の居住者等に対し避難のための立ち退きの指示又は勧告を

行います。 

なお、居住者等に対して避難準備を呼びかけるとともに、要配慮者

等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策

と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準

備・高齢者等避難開始を発令します。 

また、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び指示の発令は、

次の基準を参考に、気象庁が発表する今後の気象予報や危険箇所の巡

視等からの報告、さらに想定外の事態にも対応できるよう総合的に判

断して実施します。 
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表 避難の判断基準 

被害拡大要因 判 断 基 準 

① 洪水 

河川が氾濫危険水位を突破する等、洪水のおそ

れがあるとき 

（資料 5-6参照） 

② 火災 

建物が密集している地域において火災が発生

し、消防力による鎮火が期待できないおそれが

あるとき 

③ 異常気象 
避難の必要性が予想される各種気象警報が発

せられたとき 

④ 土砂災害 

台風や集中豪雨等により、土砂災害発生の危険

性が高まった場合、土砂災害警戒情報及び土砂

災害発生の切迫性や危険度の推移がわかる補

足情報、前兆現象等があるとき（資料 5-8 参照） 

⑤ その他 
災害により建物が大きな被害を受け、居住を継

続することが危険なとき 

(削除) 
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３ 避難の指示及び勧告等の伝達方法  

第１編 地震災害対策計画 第４章第３節「第１ 避難勧告・指示

等」を準用します。 

４ 防災上重要な施設の避難誘導 

第１編 地震災害対策計画 第４章第３節「第１ 避難勧告・指示等」

を準用します。 
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第３編 特殊災害対策計画 

第１章 火山災害対策 

１ 箱根山の概要 

箱根山は、いくつかの成層火山と単成火山からなる複成火山です。

火山体の中心には南北 11km、東西８km の大きな鍋状凹地（カルデラ）

があり、その西側を占める芦ノ湖はカルデラ湖です。箱根の名称は、

四方を峰々で囲まれた箱形の山塊という意味でつけられたとも言わ

れています。 

箱根山火山の活動が始まったのは、今から 65 万年前と推定されて

おり、その後火山活動を繰り返して、外輪山とカルデラ、カルデラの

中に発達する２つの中央火口丘群を形成しました。 

外輪山は今から 25 万年前までに形成された、玄武岩から安山岩を

主体とする成層火山の集合体で、明神ヶ岳、明星ヶ岳、金時山、三国

山、大観山などカルデラの縁をなしています。カルデラの中には新旧

２種類の中央火口丘群があります。古い方にあたる前期中央火口丘群

は、地形的には頂上が平なのが特徴で、安山岩からデイサイトを主体

とする複数の成層火山や溶岩ドームからなります。浅間山、鷹巣山、

屏風山などがこれに当たり、８万年前頃までに形成されたと考えられ

ています。新しい方にあたる後期中央火口丘群は地形的には釣鐘状を

しているのが特徴で、安山岩の成層火山や溶岩ドームからなり、神山、

駒ヶ岳、二子山などがこれに当たります。 

外輪山および前期中央火口丘群は既に活動を停止しており、最近の

噴火は後期中央火口丘群で発生しており、将来の活動も後期中央火口

第３編 特殊災害対策計画 

第１章 火山災害対策 

１ 箱根山の概要 

箱根山は、今からおよそ４０万年前に活動を始めたと考えられる比

較的古い火山です。その後の度重なる噴火活動により、変化に富んだ

地形が作りだされ、美しい稜線、湖、湿原などが生まれました。地下

のマグマから発せられる熱によって、大涌谷など中央火山丘の一部で

噴気が濛々と上がり、山麓のあちらこちらで、火山の恵みとして良質

な温泉が湧きだしています。 

一方で、現在も活動を続ける活火山であり、直近では１２世紀から

１３世紀の鎌倉時代に大涌谷付近で３回の水蒸気噴火が起きたこと

が近年の研究でわかってきています。これを最後に大規模な噴火は起

こっていませんが、その後も小規模な活動は度々あったと考えられ、

昭和４３年に神奈川県温泉地学研究所が観測を始めて以降、幾度とな

く活動を活発化させており、大涌谷と湯ノ花沢では、過去に火山ガス

による事故で死者が出ています。 

平成２７年４月下旬から火山性地震が増え始め、箱根山全体の膨張

傾向が認められたことを受け、同年５月６日、気象庁は、火口周辺警

報を発表し、箱根山に噴火警戒レベルが導入されてから初めて、噴火

警戒レベル２に引き上げました。さらに、同年６月３０日、大涌谷で

ごく小規模な噴火の発生を受けて、噴火警戒レベルを３に引き上げま

した。大涌谷の斜面には新たな火口が形成され、活発に噴気が噴出す

るなど、観測史上最も活発な火山活動となりました。同年８月下旬に
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丘群で行われるものと考えられます。 

箱根山火山の噴火スタイルは長い歴史の間で様々に変化してきま

したが、箱根山火山では４万年前以降、溶岩ドームの形成とそれに伴

って発生する火砕流や山体崩壊を繰り返していることが知られてい

ます。箱根山火山でもっとも新しい山体は、大涌谷の南にある冠ヶ岳

で、3,000年前に形成されました。冠ヶ岳も溶岩ドームですが、この

溶岩ドームが地表近くに達した際、神山が崩壊して仙石原方面に岩屑

なだれが押し寄せたほか、火砕流が仙石原を覆い、一部は湖尻峠に達

したことが知られています。なお、このとき岩屑なだれが早川を堰き

止めたため芦ノ湖が形成されました。同様の噴火は過去１万年間に限

ってみると、神山（7,000年前）、二子山（5,000年前）に発生してい

ます。 

箱根山火山は噴火の歴史記録はありませんが、地質調査により 12

～13 世紀頃に３回ほど小規模な水蒸気爆発があったことが最近の研

究で明らかになりました。これらは、マグマの関与があまり明確では

なく、規模も大きいものではありませんが、観光地化がきわめて進ん

でいる箱根においては重要視すべきものです。なお、同様の噴火は

3,000年前頃と 2,000年前頃にもあったことが知られています。 

その他、火山災害としては大涌谷、早雲山、湯ノ花沢、硫黄山の４つ

の噴気地帯では噴気活動が継続しています。大涌谷と湯ノ花沢では過

去に火山ガスによる事故で死者が出ています。 

箱根山は、火山噴火予知連絡会により「火山防災のために監視・観

測体制の充実等が必要な火山」に選定されており、気象庁、県温泉地

は地震活動の低下と地殻変動の停滞が認められたことから、同年９月

１１日に噴火警戒レベル２へ引き下げ、その後、地震活動がほぼ活動

開始以前の状態に戻ったことから、同年１１月２０日に、噴火警戒レ

ベル１（活火山であることに留意）に引き下げられました。大涌谷周

辺の想定火口域では、緩やかな低下傾向はみられるものの、噴気活動

が活発なところがあります。 
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229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学研究所等により監視・観測を行っています。平成 27 年の４月下旬

から始まった火山活動の活発化は、11 月下旬までのおよそ７ヶ月間

続き、６月にはごく小規模な水蒸気噴火が発生しました。この間、観

測された火山性の地震は、体に感じないごく小規模のものまで含める

と約 12,500回でした。また、平成 31年４月下旬頃から火山性地震が

やや増加し、５月中旬に急増したことを受け、５月 19 日に噴火警戒

レベルが１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引

き上げられました。その後火山性地震は減少し、９月以降、５月の地

震活発化前の状態になり、10 月７日にレベル１に引き下げられまし

た。 

 

２ 富士山の概要 

富士山は、山梨県と静岡県にまたがり、小御岳(こみたけ)・古富士

の両火山上に生成した成層火山で日本の最高峰であり、体積は約

400k㎥、基底は直径約 50㎞の大きさです。主に玄武岩からなります

が、1707 年にはデイサイト・安山岩の軽石・スコリアも噴出しまし

た。側火山が約 100 個あります。標高 2,450m 以上は露岩地帯で、風

食作用が著しく、特に西斜面は崩壊が激しくなっており、「大沢崩れ」

として知られています。 

富士山は、古い時代から順に、小御岳、古富士火山、狭義の富士火

山(新富士火山)の３火山からなりますが、このうち最新の火山である

新富士山についての活動史は以下のようにまとめられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 富士山の概要 

富士山は、小御岳（こみたけ）・古富士の両火山上に生成した成層火

山で、側火山が約１００個あります。標高２，４５０ｍ以上は露岩地

帯で、風食作用が著しく、特に西斜面は崩壊が激しくなっており、「大

沢崩れ」として知られています。 

近年では平成１２～１３年の深部低周波地震が多発、平成２３年３

月１５日には静岡県東部（富士山の南部付近）でＭ６．４の地震が発

生し、その後も地震活動は低下してきています。 

気象庁では、富士山の噴火警戒レベルは「1（活火山であることに

留意）」としており、気象庁等において監視・観測が行われています。 
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１万 1,000～8,000年

前 

山頂火口及び側火口から極めて多量な溶岩が流出 

8,000～4,500年前 山頂火口から小規模なテフラが間欠的に噴出 

4,500～3,000年前 山頂火口及び側火山群から大規模な溶岩と小規模なテフラ

が噴出 

3,000～2,000年前 主として山頂火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが

頻繁に噴出し、少量の火砕流と溶岩がこれに伴った。 

2,000年前～1707年 側火山群から小規模～大規模なストロンボリ式噴火のテフ

ラと溶岩が噴出 

1707年 山頂近傍の側火口から大規模なプリニー式噴火のテフラが

噴出 

このうち側火山の顕著な活動期は、1万 1,000～8,000年前、4,500

～3,000年前、2,000年前～1707年の３時期であるとされています。 

富士山は、火山噴火予知連絡会により「火山防災のために監視・観

測体制の充実等が必要な火山」に選定されており、気象庁等において、

監視・観測が行われています。 

 

３ 想定される主な火山災害事象の解説 

（１）溶岩流 

高熱の溶岩が斜面を流れ、家や道路を埋め近くの木々を燃やしま

す。流れの速さは、人が歩く程度と言われています。 

（２）噴石 

噴火時に火口から放り出される直径数ｃｍ以上の岩の破片や軽石

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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のことをいいます。小さな噴石は、火口から 10km 以上遠方まで風に

流されて降下する場合もあり、あたりどころが悪ければ、人命にも関

わります。また、大きな噴石は、風の影響を受けにくく、短時間で落

下してきます。火口から概ね２～４km 以内に飛来し、登山者等が死

傷したり、建物が破壊させるなどの被害が発生します。 

（３）降灰（こうはい）・火山灰 

細かく砕けたマグマが空高く吹き上げられ、風に乗って遠くまで運

ばれます。火口の近く近くでは厚く積もり、遠くにゆくにしたがって

徐々に薄くなります。また、慢性の喘息などの症状を悪化させたり、

健康な人でも目や鼻・のど等呼吸器などに影響を与えるおそれがあり

ます。外出を控え、車の運転には注意が必要です。 

（４）火砕流 

高温の岩石・火山灰・火山ガスの混合物が斜面を高速で流れ下り、

巻き込まれると死亡する場合があります。流下速度は時速数十 km か

ら百数十 kmにも達するため、早めに避難する必要があります。 

（５）土石流 

山の斜面に火山灰が厚く積もると、雨で流れて土石流となります。

特に厚さ 10ｃｍ以上積もる地域では、何回も土石流が起こることが

あります。人が走るより早く流れるので降雨時は注意が必要です。 

（６）火山ガス 

マグマに溶け込んでいたガス成分が気体となって噴き出すもので、

硫化水素や二酸化硫黄などが含まれており、これらを吸い込むと、死

にいたることもあります。火口などのガスが出ている周辺や窪地など
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230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のガスがたまりやすいと思われる場所には近づかないなどの警戒が

必要です。 

（７）融雪型火山泥流 

雪が積もっている季節に噴火が始まると、火砕流などの高温の岩で

雪が融けて、斜面の土砂を取り込んで高速で流れ下ります。おもに谷

底など低いところを流れますが、あふれて広がることもあります。山

頂付近から一気に流れ下りるので早めの避難が必要です。 

出典：「富士山火山防災マップ（災害対策山静神連絡会議）」「火山へ

の登山のそなえ（内閣府・気象庁） 

 

第１火山情報の伝達体制等 

１ 異常現象発見の通報義務 

活動火山に関して、下記(1)に記す通報を要する異常現象を発見し

た者は、ただちに市又は警察官に通報し、通報を受けた警察官はその

旨を最寄りの市に、市は関係機関に速やかに伝達します。 

通報を要する異常現象 

（１）噴火(爆発、溶岩流、泥流、軽石流、火砕流(熱雲)）及びそれ

に伴う降灰砂等 

（２）火山地帯での火映、鳴動の発生 

（３）火山地帯での地震又は地殻変動の発生 

（４）火山地帯での山くずれ、地割れ、土地の上昇、沈下、陥没等の

地形変化 

（５）火口、噴気孔の新生拡大、移動、噴気、噴煙の量、色、温度又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１火山情報の伝達体制等 

（新規） 
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は昇華物等の顕著な異常変化 

（６）火山地帯での涌泉の新生又は潤渇、量、味、臭、色、濁度、温

度の異常等顕著な変化 

（７）火山地帯での顕著な地温の上昇、地熱地帯の新生、拡大若しく

は移動及びそれらに伴う草木の立枯れ等 

（８）火山付近の湖沼、河川の水の顕著な異常変化、量、臭、色、濁

度等の変化、発泡、温度の上昇、軽石、魚類等の浮上等 

 

２ 噴火警報等の発表と伝達 

（１）噴火警報等の種類と発表 

ア 噴火警報・予報、噴火警戒レベル 

(ｱ) 噴火警報・予報の種類 

ａ 噴火警報 

気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・警報

センターが、居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火

の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した名

称で発表されます。 

ｂ 噴火予報 

気象業務法第 13条の規定により、気象庁火山監視・警報

センターが、火山活動が静穏（活火山であることに留意）な

状態が予想される場合に発表します。また、噴火警報の解除

は、噴火予報で発表されます。 

(ｲ) 解説情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 噴火警報等の発表 

富士山及び箱根山は、気象庁が警戒等を必要とする市区町村を明示

し、噴火警戒レベルに応じての噴火警報及び噴火予報を発表する活火

山です。 

（１）噴火警報 

居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火の発生が予想さ

れる場合に、予想される影響範囲を付した名称で発表されます。 

名称は警戒が必要な範囲に居住地域が含まれる場合は「噴火警報

（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」となり

ます。「噴火警報（居住地域）」は、警戒が必要な居住地域を含む市

町村に対する火山現象特別警報に位置づけられています。 

（２）噴火予報 

火山活動が静穏（活火山であることに留意）な状態が予想される

場合に発表されます。また、噴火警報の解除は、噴火予報で発表さ

れます。 
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ａ 臨時の解説情報 

国（気象庁）は、火山活動の変化を観測した場合、臨時の

解説情報を迅速に発表し、火山活動の変化の事実に加え、火

山機動観測による緊急観測の実施などの対応状況を明確に

公表するとともに、県等必要な関係者に伝達します。臨時の

解説情報は、火山活動が変化していることを理解できるよ

う、分かりやすい解説を加えて発信します。 

ｂ 噴火速報 

国（気象庁）は、噴火発生や噴火初期の変動を観測した際

に、周辺の住民及び登山者等が緊急的に命を守る行動がとれ

るよう、これらの情報を噴火速報として迅速に発信するとと

もに、県等必要な関係者に伝達します。 

(ｳ) 噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲

や住民、登山者、観光客等がとるべき防災行動を踏まえて５段

階に区分したものです。噴火警戒レベルを導入した火山では、

噴火警報及び噴火予報で噴火警戒レベルを発表します。住民、

登山者、観光客等に必要な防災対応が分かりやすいように、各

区分にそれぞれ「避難」「高齢者等避難」「入山規制」「火口周

辺規制」「活火山であることに留意」のキーワードをつけて警

戒を呼びかけます。 

 

 

（３）噴火警戒レベル 

噴火警戒レベルとは、火山活動の状況を噴火時等の危険範囲や市

民等がとるべき防災行動を踏まえて 5段階に区分したものです。 

市民や登山者・入山者等に必要な防災対応が分かりやすいよう

に、各区分にそれぞれ「避難」「避難準備」「入山規制」「火口周辺

規制」「活火山であることに留意」のキーワードがつけられていま

す。 
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230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 噴火警戒レベル 

種別 名称 略称 対象範囲 

噴火警戒レ

ベル 

(キーワー

ド) 

火山活動の状況 

特別

警報 

噴 火

警報 

（ 居

住 地

域） 

噴 火 警

報 

居 住 地 域

及 び そ れ

よ り 火 口

側 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生、あるい

は切迫している状態にあ

る。 

レベル４ 

（高齢者等

避難） 

居住地域に重大な被害を

及ぼす噴火が発生すると

予想される（可能性が高ま

ってきている）。 

警報 噴 火

警報 

（ 火

口 周

辺） 

火 口 周

辺警報 

火 口 か ら

居 住 地 域

近 く ま で

の 広 い 範

囲 の 火 口

周辺 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大

な影響を及ぼす（この範囲

に入った場合には生命に

危険が及ぶ）噴火が発生、

あるいは発生すると予想

される。 

火 口 か ら

少 し 離 れ

た 所 ま で

の 火 口 付

レベル２ 

（火口周辺

規制） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）噴

火が発生、あるいは発生す

表 噴火警戒レベル表 

 

 

 

 

名称 対象範囲 発 表 基 準 等 レベル 

噴火警報 

(居住地域) 

又は 

噴火警報 

居住地域及びそ

れより火口側 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生、あるいは切迫している状態にあ

る場合 

レベル５ 

(避難) 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が

発生すると予想される（可能性が高ま

ってきている）場合 

レベル４ 

(避難準

備) 

噴火警報 

(火口周辺) 

又は 

火口周辺警

報 

火口から居住地

域近くまでの広

い範囲の火口周

辺 

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼ

す（この範囲に入った場合には生命に

危険がおよぶ）噴火が発生、あるいは

発生すると予想される場合 

レベル３ 

(入山規

制) 

火口から少し離

れた所までの火

口周辺 

火口周辺に影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険がおよぶ）

噴火が発生、あるいは発生すると予想

される場合 

レベル２ 

(火口周辺 

規制) 

噴火予報 火口内等 

火山活動は静穏。火山活動の状態によ

って火口内で火山灰の噴出等が見られ

る（この範囲に入った場合には生命に

危険がおよぶ）場合 

レベル１ 

(活火山で

あること

に留意) 
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近 ると予想される。 

予報 噴 火

予報 

－ 火口内等 レベル１ 

（活火山で

あることに

留意） 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等

が見られる（この範囲に入

った場合には生命に危険

が及ぶ）。 
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231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 富士山の噴火警戒レベル 

平成 19年 12月１日運用開始 

表 富士山の噴火警戒レベル 

名

称 

対象範

囲 

レ
ベ
ル 

火山活動

の状況 

住民等の行

動及び登山

者・入山者へ

の対応 

想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

 居 住 地

及 び そ

れ よ り

火口側 

５
（
避
難
） 

居住地域

に重大な

被害を及

ぼす噴火

が発生、あ

るいは切

迫してい

る状態に

ある。 

危険な居住

地域からの

避難等が必

要 

・大規模噴火が発生し、噴石、火

砕流、溶岩流が居住地域に到達

（危険範囲は状況に応じて設定） 

【宝永(1707年)噴火の事例】 

12月 16日～１月 1日：大規模噴

火、大量の火山灰等が広範囲に堆

積 

【その他の噴火事例】貞観噴火

（864～865年）：北西山腹から噴

火、溶岩流が約８kmまで到達 

延暦噴火（800～802年）：北東山

腹から噴火、溶岩流が約 13kmま

で到達・顕著な群発地震、地殻変

動の加速、小規模噴火開始後の噴

火活動の高まり等、大規模噴火が

切迫している（噴石飛散、火砕流

等、すぐに影響の及ぶ範囲が危

険）【宝永(1707年)噴火の事例】 

12月 15日昼～16日午前（噴火開

始前日～直前）：地震多発、東京

など広域で揺れ 

ア 富士山の噴火警戒レベル 

表 富士山の噴火警戒レベル 

平成 19年 12月運用開始 

予

報 

警

報 

対象範囲 レベル 火山活動の状況 住民等の行動 
想定される 

現象等 

噴
火
警
報 

居住地域及

び 

それより火

口側 

レベル

５ 

（避難） 

周辺市町村（※）

の居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生、

あるいは切迫し

ている状態にあ

る 

危険な居住地

域からの避難

等が必要 

・大規模噴火が発

生し、噴石、火砕

流、溶岩流が居住

地域に到達（危険

範囲は状況に応

じて設定） 

 

・顕著な群発地

震、地殻変動の加

速、小規模噴火が

切迫している（噴

石飛散、火砕流

等、すぐに影響の

及 ぶ 範 囲 が 危

険）。 

レベル

４ 

（避難準

備） 

周辺市町村（※）

の居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生す

ると予想される

（可能性が高ま

っている） 

警戒が必要な

居住地域での

避難の準備、

要配慮者等の

避難等が必要 

・小規模噴火の発

生、地震多発、顕

著な地殻変動等

により、居住地域

に影響するよう

な噴火の発生が

予想される（火口

出現が想定され

る範囲は危険） 
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４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域

に重大な

被害を及

ぼす噴火

が発生す

ると予想

される（可

能性が高

まってき

ている）。 

警戒が必要

な居住地域

での避難準

備、要配慮者

の避難等が

必要 

・小規模噴火の発生、地震多発、

顕著な地殻変動等により、居住地

域に影響するような噴火の発生

が予想される（火口出現が想定さ

れる範囲は危険） 

【宝永(1707年)噴火の事例】 

12月 14日まで（噴火開始数日

前）：山麓で有感となる地震が増

加 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で
の 

広
い
範
囲
の
火
口
周
辺 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域

の近くま

で重大な

影響を及

ぼす（この

範囲に入

った場合

には生命

に危険が

及ぶ）噴火

が発生、あ

るいは発

生すると

予想され

る。 

登山禁止・入

山規制等危

険な地域防

災計画への

立入規制等 

・居住地域に影響しない程度の噴

火の発生、または地震、微動の増

加等、火山活動の高まり 

【宝永(1707年)噴火の事例】 

12月３日以降（噴火開始十数日

前）：山中のみで有感となる地震

が多発、鳴動がほぼ毎日あった 

火
口
周
辺
警
報 

火口から居

住地域近く

までの広い

範囲の火口

周辺 

レベル

３ 

（入山規

制） 

周辺市町村（※）

の居住地域近く

まで重大な影響

を及ぼす（この

範囲に入った場

合には生命に危

険が及ぶ）噴火

が発生、あるい

は発生すると予

想される 

住民は通常の

生活。状況に

応じて要配慮

者等の避難準

備等。登山禁

止・入山規制

等危険な地域

への立入規制

等 

・居住地域に影響

しない程度の噴

火の発生、または

地震、微動の増加

等、火山活動の高

まり。 

火口から少

し離れた所

までの火口

周辺 

レベル

２ 

（火口周辺 

規制） 

周辺市町村（※）

に影響を及ぼす

（この範囲に入

った場合には生

命に危険が及

ぶ）噴火が発生、

あるいは発生す

ると予想される 

住民は通常の

生活。火口周

辺への立入規

制等 

・影響が火口周辺

に限定されるご

く小規模な噴火

の発生等。 

噴
火
予
報 

火口内等 

レベル

１ 

（活火山

である

ことに

留意） 

活動は静穏。火

山活動の状態に

よって、火口内

で火山灰の噴出

が見られる（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ） 

住民は通常の

生活。状況に

応じて火口内

への立ち入り

禁止 

・火山活動は静穏

（深部低周波地

震の多発等も含

む） 

※ 周辺市町村 静岡県（富士市、御殿場市、裾野市、富士宮市、小山

町） 

山梨県（富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、鳴沢

村、身延町） 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火
口
か
ら
少
し
離
れ
た 

所
ま
で
の
火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺

に影響を

及ぼす（こ

の範囲に

入った場

合には生

命に危険

が及ぶ）噴

火が発生、

あるいは

発生する

と予想さ

れる。 

住民は通常

の生活。火口

周辺への立

入規制等 

・影響が火口周辺に限定される 

ごく小規模な噴火の発生等 

【過去事例】 

該当する記録なし 

噴

火

予

報 

 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

 火山活動

は静穏。火

山活動の

状態によ

って、火口

内で火山

灰の噴出

等が見ら

れる（この

範囲に入

った場合

には生命

に危険が

及ぶ） 

特になし ・火山活動は静穏（深部低周波地

震の多発等も含む） 

(注)・ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに飛散する大

きさのものとする。 

・ここでは、噴火の規模を噴出量により区分し、２～７億㎥を大規

模噴火、２千万～２億㎥を中規模噴火、２百万～２千万㎥を小規模噴

火とする。なお、富士山では火口周辺のみに影響を及ぼす程度のごく
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232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模な噴火が発生する場所は現時点で特定されておらず、特定でき

るのは実際に噴火活動が開始した後と考えられており、今後想定を検

討する。 

・火口出現が想定される範囲とは、富士山火山防災マップ（富士山

火山防災協議会作成）で示された範囲を指す。 

(ｵ) 箱根山の噴火警戒レベル 

平成 21年３月 31日運用開始 

平成 29年６月 14日改正 

表 箱根山の噴火警戒レベル 

名

称 

対

象

範

囲 

レ

ベ

ル 

火 山 活 動

の状況 

住民等の行動及び

登山者・入山者等

への対応 

想定される現象等 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

 居

住

地

域

及

び

そ

れ

よ

り

火

口

側 

 

５
（
避
難
） 

 居住地域

に重大な

被害を及

ぼす噴火

が発生、あ

るいは切

迫してい

る状態に

ある。 

危険な居住地域か

らの避難等が必

要。 

・溶岩流や火砕流の発生など、居

住地域に重大な被害を及ぼす噴火

の発生。 

【過去事例】 

3,000年前：冠ヶ岳溶岩ドーム形

成、火砕流発生・規模の大きな火

山性微動の発生等、居住地域に重

大な被害を及ぼす噴火の発生が切

迫している。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

・小規模噴火が発生し、火口から

約２km以内に大きな噴石（注）飛

散、火砕サージ発生 

【過去事例】 

12～13世紀：大涌谷で水蒸気爆

発、火砕サージ発生 

 

 

 

 

 

イ 箱根山の噴火警戒レベル  

表 箱根山の噴火警戒レベル 

平成 29年 6月改定 

 

予

報 

警

報 

対象範

囲 
レベル 

火山活動の状

況 
住民等の行動 

想定される 

現象等 

噴
火
警
報 

居 住 地

域及び 

そ れ よ

り 火 口

側 

レベル

５ 

（避難） 

箱根町の居住

地域に重大な

被害を及ぼす

噴火が発生、

あるいは切迫

している状態

にある 

危険な居住地域か

らの避難等が必要 

・溶岩流や火砕流の

発生など、居住地域

に重大な被害を及

ぼす噴火の発生。 

 

・規模の大きな火山

性微動の発生等、居

住地域に重大な被

害を及ぼす噴火の

発生が切迫してい

る。 

 

・小規模噴火が発生

し、火口から約２ｋ

ｍ以内に大きな噴

石飛散、火砕サージ

発生。 
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４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

 居住地域

に重大な

被害を及

ぼす噴火

が発生す

ると予想

される（可

能性が高

まってい

る）。 

警戒が必要な居住

地域での避難の準

備、要配慮者の避

難等が必要。 

箱根山において

は、非常に多くの

観光客を円滑に避

難させる必要があ

ること、居住地が

想定火口に近いこ

とから、箱根町は

この段階で避難指

示（緊急）を発令。 

・有感地震の多発や顕著な地殻変

動等により、居住地域に重大な被

害を及ぼす噴火が発生する可能性

が高まっている。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

 火

口

か

ら

居

住

地

域

近

く

ま

で 

 

３
（
入
山
規
制
） 

 居住地域

の近くま

で重大な

影響を及

ぼす（この

範囲に入

った場合

には生命

に危険が

及ぶ）噴火

が発生、あ

るいは発

生すると

予想され

る。 

登山禁止・入山規

制等危険な地域へ

の立入規制等。 

特定地域では避

難。状況に応じて

要配慮者の避難準

備等。 

・想定火口域を超えて噴石が飛散

するような噴火の発生。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

・地震活動や熱活動の活発化、山

体の膨張を示す地殻変動等、状況

により居住地域の近くまで影響を

及ぼす噴火の発生が予想される。

【過去事例】 

2015年 6月：傾斜変動を伴う火

山性微動が発生し、ごく小規模噴

火が発生するなど火山活動が活発

化 

レベル

４ 

（避難準

備） 

箱根町の居住

地域に重大な

被害を及ぼす

噴火が発生す

ると予想され

る（可能性が

高 ま っ て い

る） 

警戒が必要な居住

地域での避難の準

備、要配慮者等の

避難等が必要。 

箱根山において

は、非常に多くの

観光客を円滑に避

難させる必要があ

ること、居住地が

想定火口に近いこ

とから、箱根町は

この段階で避難指

示(緊急)を発令。 

・有感地震の多発や

顕著な地殻変動等

により、居住地域に

重大な被害を及ぼ

す噴火が発生する

可能性が高まって

いる。 

火
口
周
辺
警
報 

火 口 か

ら 居 住

地 域 近

く ま で

の 広 い

範 囲 の

火 口 周

辺 

レベル

３ 

（入山規

制） 

箱根町の居住

地域近くまで

重大な影響を

及ぼす（この

範囲に入った

場合には生命

に 危 険 が 及

ぶ）噴火が発

生、あるいは

発生すると予

想される 

登山禁止・入山規

制等危険な地域へ

の立入規制等。 

特定地域では避

難。 

状況に応じて要配

慮者の避難準備

等。 

・想定火口域を超え

て大きな噴石が飛

散するような噴火

の発生。 

・地震活動や熱活動

の活発化、山体の膨

張を示す地殻変動

等、状況により居住

地域の近くまで影

響を及ぼす噴火の

発生が予想される。 

火 口 か

ら 少 し

離 れ た

所 ま で

の 火 口

周辺 

レベル

２ 

（火口周辺 

規制） 

火口周辺に影

響 を 及 ぼ す

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ）噴火

が発生、ある

いは発生する

と予想される 

住民は通常の生

活。火口周辺への

立入規制等 

・地震活動や熱活動

の活発化、山体の膨

張を示す地殻変動

等、状況により火口

周辺に影響を及ぼ

す噴火の発生が予

想される。 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火

口

周

辺 

 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

 火口周辺

に影響を

及ぼす（こ

の範囲に

入った場

合には生

命に危険

が及ぶ）噴

火が発生、

あるいは

発生する

と予想さ

れる。 

住民は通常の生

活。火口周辺への

立入規制等。 

・地震活動や熱活動の活発化、山

体の膨張を示す地殻変動等、状況

により火口周辺に影響を及ぼす噴

火の発生が予想される。 

【過去事例】 

2001年６月～10月：地震活動の活

発化、山体の膨張を示す地殻変動、

噴気異常等の熱活動の活発化 

噴

火

予

報 

 

火

口

内

等 

 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動

は静穏。 

火山活動

の状態に

よって、火

口内で火

山灰の噴

出等が見

られる（こ

の範囲に

入った場

合には生

命に危険

が及ぶ） 

状況に応じて火口

内への立入規制

等。 

・火山活動は静穏 

・一時的な地震の増加 

【過去事例】 

1966年６月～７月：一時的な地震

の増加、翌年泉温の上昇 

2006年９月～11月：一時的な地震

の増加 2013年１～２月：一時的な

地震の増加 

注 ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに

弾道を描いて飛散するものとする。 

 

 

 

噴
火
予
報 

火 口 内

等 

レベル

１ 

（活火山

である

ことに

留意） 

活動は静穏。

火山活動の状

態によって、

火口内で火山

灰の噴出が見

られる（この

範囲に入った

場合には生命

に 危 険 が 及

ぶ） 

住民は通常の生

活。状況に応じて

火口内への立入禁

止 

・火山活動は静穏。 

 

・一時的な地震の増

加 

注 ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾

道を描いて飛散するものとする。 
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233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 降灰予報 

区分 目的 内容 

降灰予報(定

時) 

噴火したときの降灰範囲や小さな

噴石の落下範囲を予め確認してお

き、事前に対策がとれるようにし

ます。 

・噴火警報発表中の火山で、噴

火により人々の生活に影響を及

ぼす降灰が予想される場合に、

定期的(３時間ごと)に発表しま

す。 

・18 時間先（３時間区切り）ま

でに噴火した場合に予想され

る、降灰範囲や小さな噴石の落

下範囲をお知らせします。 

降灰予報(速

報) 

即時性を重視して発表すること

で、降ってくる火山灰や小さな噴

石に対して、ただちに対応行動が

とれるようにします。 

 

•噴火の発生を通報する「噴火に

関する火山観測報」を受けて発

表します。 

•降灰予報（定時）を発表中の火

山では、降灰への防災対応が必

要となる「やや多量」以上の降

灰が予測された場合に発表しま

す。 

•降灰予報（定時）が未発表の火

山では、噴火に伴う降灰域を速

やかに伝えるため、予測された

降灰が「少量」のみであっても

必要に応じて発表します。 

•事前計算された降灰予報結果

から適切なものを抽出すること

で、噴火発生後、速やかに(５～

10 分程度※で)発表します。 

•噴火発生から１時間以内に予

想される、降灰量分布や小さな

噴石の落下範囲をお知らせしま

す。 

降灰予報(詳

細) 

噴火事実に基づいた精度の良い予

報を提供し、降灰量階級に応じた

•噴火の観測情報（噴火時刻、噴

煙高など）を用いて、より精度

（４）降灰予報 

ア 降灰予報（定期） 

噴火警報発表中の火山で、噴火により人々の生活に影響を及ぼす降

灰が予想される場合に、定期的（３時間ごと）に発表し、降灰範囲や

小さな噴石の落下範囲を、１８時間先（３時間区切り）までお知らせ

します。 

イ 降灰予報（速報） 

降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予報され

た場合に、噴火発生後、速やかに（５～１０分程度で）発表し、噴火

発生から１時間以内の降灰量や小さな噴石の落下範囲をお知らせし

ます。 

ウ 降灰予報（詳細） 

降灰への防災対応が必要となる「やや多量」以上の降灰が予測され

た場合に、噴火後２０分～３０分程度で発表し、噴火発生から１時間

ごと６時間先までの降灰量や市町村ごとの降灰開始時間をお知らせ

します。 
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適切な対応行動がとれるようにし

ます。 

の高い降灰予測計算を行って発

表します。 

•降灰予報（定時）を発表中の火

山では、降灰への防災対応が必

要となる「やや多量」以上の降

灰が予測された場合に発表しま

す。 

•降灰予報（定時）が未発表の火

山では、噴火に伴う降灰域を速

やかに伝えるため、予測された

降灰が「少量」のみであっても

必要に応じて発表します。 

•降灰予報（速報）を発表した場

合には、予想降灰量によらず、

降灰予報（詳細）も発表します。 

•観測値をもとに詳細な計算を

行い、噴火後 20～30 分程度※

で発表します。 

•噴火発生から１時間ごと６時

間先までの降灰量や市町村ごと

の降灰開始時刻をお知らせしま

す。 

※噴煙が気象条件により直接確認できない場合等には、これよりも降

灰予報の発表に時間を要することや、降灰予報を発表できないことが

あります。 
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ウ 火山現象に関する情報 

情報等の種類 内容 発表時期 

噴火速報 周辺住民及び登山者等火山の

周辺に立ち入る人々に対して、

噴火の発生を知らせる情報 

随時 

火山の状況に関する解説

情報 

火山性地震や微動回数、噴火等

の状況や警戒事項について解

説する情報 

火山活動の状況に応じ

適時発表 

火山活動解説資料 地図や図表を用いて、火山活動

の状況や警戒事項について解

説する情報 

毎月上旬及び必要に応

じ適時発表 

月間火山概況 前月１ヶ月間の火山活動の状

況や警戒事項をとりまとめた

資料 

毎月上旬 

 

噴火に関する火山観測報 噴火が発生したときに、発生時

刻や噴煙高度等の情報 

随時 

 

(2) 噴火警報等の通報及び伝達体制 

噴火警報等の通報及び伝達系統は、資料 15-2のとおりです。 

市は、地域の特性等を踏まえつつ、噴火警報等の内容に応じた避難

情報の具体的な発令基準をあらかじめ定めます。発令基準の策定・見

直しに当たって、火山防災協議会における共同検討等を通じて、災害

の危険度を表す情報等の活用についてそれらの情報を取り扱う県や

国との連携に努めます。 

 

 

 

 

（５）火山現象に関する情報 

表 火山現象に関する情報 

情報等の種類 内 容 発表時期 

火山の状況に関す

る解説情報 

火山性地震や微動回数、噴火等の状況

等をとりまとめた情報 

火山活動の状況に応じ

適時発表 

火山活動解説資料 
地図や図表等を用いて火山活動の状

況等を詳細にとりまとめた資料 

毎月上旬又は必要に応

じ適時発表 

月間火山概況 
前月 1 ヶ月間の火山活動の状況及び

その解説をとりまとめた資料 
毎月上旬 

噴火に関する火山

観測報 

噴火が発生した場合、噴火の時刻や噴

煙高度等の情報を知らせるもの 
随時 

 

 

 

 

２ 噴火警報等の通報及び伝達体制 

噴火警報等の通報及び伝達系統は、資料 15-2のとおりです。 
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235 

 

 

 

 

 

 

第２ 災害応急対策への備え 

３ 避難誘導 

市は、火山が噴火し、又は噴火するおそれのあるときは、富士山火

山避難基本計画（仮称）を参考に避難誘導を行います。 

（１）市は、避難場所・避難経路をあらかじめ指定し、日頃から住民、

観光客等への周知徹底に努めます。 

（２）市及び施設の管理者は、要配慮者の避難誘導、安否確認、搬送

等について、警察、自主防災組織、近隣居住者等の協力を得て、

迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

（３）市は、要配慮者の二次的避難所として、設備、体制が整った社

会福祉施設等を活用するため、あらかじめ、施設管理者との災害

時の協定締結に努めます。 

（４）市は、降灰が広範囲に及んだ場合に、広域的に火山灰処理を行

うため、火山灰仮置き場や火山灰処分場の設置場所の選定を検討

し、確保に努めます。 

 

５ 浄水場施設の降灰対策 

（１）平常時の心得 

ア 除灰作業に伴うゴーグル、マスク、ブルーシート等の資機材

を準備します。 

イ 高田浄水場再整備事業により、施設の屋内化や覆蓋化を行う

とともに、停電対策についても非常用自家発電設備を設置しま

す。 

第２ 災害応急対策への備え 

３ 避難誘導 

（１）市民や観光客等への周知 

市は、避難場所、避難経路をあらかじめ指定し、日頃から市民や観

光客等への周知徹底に努めます。 

（２）要配慮者の避難対策 

ア 市及び施設の管理者は、要配慮者の避難誘導、安否確認、搬送

等について、警察、自主防災組織、近隣居住者等の協力を得て、

迅速かつ安全に行えるよう努めます。 

イ 市は、要配慮者の二次的避難所として、設備、体制が整った社

会福祉施設等を活用するため、あらかじめ、施設管理者との災害

時の協定締結に努めます。 

 

 

 

 

５ 浄水場施設の降灰対策 

（１）平常時の心得 

除灰作業に伴うゴーグル、マスク、ブルーシート等の資機材を準

備します。 
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６ 防災知識の普及 

（２）観光客等への防災知識の普及 

県及び市観光協会等の関係機関と連携して、火山防災知識の普及

啓発に努めます。 

（３）児童・生徒等への防災知識の普及 

学校は、教科等を通じ、火山に関する知識の普及や火山防災教育

の推進に努めます。 

 

７ 火山防災協議会による協議等 

（１）箱根山火山災害対策（箱根山火山防災協議会） 

活動火山対策特別措置法に基づき、平成 28年２月 22日付けで神奈

川県及び箱根町が火山災害警戒地域に指定されたことを受けて、県と

箱根町は、活動火山対策特別措置法に基づく箱根山火山防災協議会を

設置しています。 

県、箱根町、横浜地方気象台、関東地方整備局、自衛隊、県警察等

は、箱根山火山防災協議会において、噴火シナリオの作成、火山ハザ

ードマップの作成、噴火警戒レベルの設定、避難計画の策定といった

一連の警戒避難体制や、現地の関係機関の防災対応の流れなど様々な

関係者と連携した警戒避難体制の整備に関する取組について協議し

ています。 

（２）富士山火山災害対策（富士山火山防災対策協議会） 

富士山火山防災対策協議会は、山梨県・静岡県・神奈川県及び３県

内の関係市町村並びに関係機関の連携を確立し、平常時から富士山の

６ 防災知識の普及 

（追加） 

 

 

（２）児童・生徒等への防災知識の普及 

学校は、教科等を通じ、火山に関する知識の普及や火山防災教育

の推進に努めます。 

 

（新規） 
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噴火時の総合的な避難対策等に関する検討を共同で行うことにより、

富士山の火山災害に対する防災体制の構築を推進するとともに、地域

住民等の防災意識の向上に資することを目的として、平成 24 年６月

に設置されました。 

また、令和３年３月には、同協議会において「富士山ハザードマッ

プ」が改定され、県内にも富士山噴火により溶岩流が到達する可能性

が示されたことを受け、活動火山対策特別措置法に基づき、同年５月

31 日付けで神奈川県及び相模原市、小田原市、南足柄市、大井町、

松田町、山北町、開成町の３市４町が火山災害警戒地域に指定されま

した。 

ア 市は、神奈川県、山梨県、静岡県、関係市町村、国等の関係機

関と連携し、富士山火山防災対策協議会において、富士山噴火時

の円滑な住民対策などの検討を進めます。 

イ 市は、県及び関係機関と連携し、避難者の受入れも含めた具体

的な避難計画を作成します。 

ウ 市は、家屋の倒壊や降雨による土石流の発生などの原因となる

降灰への対策について、県及び関係機関と連携して検討を行いま

す。 
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236 

 

 

 

 

 

第２節 災害時の応急活動計画 

災害が発生した場合、発災直後の応急活動対策を適切に実施するた

めには、被害規模等の概括的な情報をいち早く把握することが、その

後の応急策を効果的に実施するために不可欠です。 

市は、様々な種類の通信手段を活用することはもちろんのこと、映

像情報等を利用して被害の規模や程度を推定し、災害対策本部の設置

をはじめ、国、県、防災関係機関と協力して速やかに応急対策を進め

ます。 

応急活動対策の実施に当たっては、生命・身体の安全を守ることを

最優先に、災害の拡大や再発の防止と二次災害等の防止や救助・救急、

医療及び消火活動を進めます。また、避難所の設置等の避難対策、食

料、水、燃料等の確保対策等の生活支援対策を進めるとともに、その

ための条件としての交通確保対策を進めます。 

ライフラインの応急復旧活動、さらに被災地の社会的混乱や心理的

動揺の防止に向けて、正確な情報の提供や災害相談の実施等、時間経

過に沿った対策を進めます。 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 配備体制 

市は、災害の状況に応じて速やかに準備体制に入り、火山の活動状

況や被害状況等の収集活動を行い、その情報により動員体制の見直し

や災害応急対策を検討し、災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域

の設定など必要な措置を講じます。 

第２節 災害時の応急活動計画 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 活動体制の確立 

１ 配備体制 

市は、災害の状況に応じて速やかに準備体制に入り、火山の活動状

況や被害状況等の収集活動を行い、その情報により動員体制の見直し

や災害応急対策等を検討し、必要な措置を講じます。 
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第４ 避難活動 

１ 箱根山の避難対策 

（参考）大涌谷周辺での噴火を想定した場合の防災対応 

噴火警戒ﾚﾍﾞﾙ 

（ｷｰﾜｰﾄﾞ） 
影響範囲 

保全対象施設 

又は居住地域 
規制箇所 

５（避難） 居住地域及びそれ

より火口側（想定

火口域の中心から

2.1km 以遠） 

強羅南エリア、 

強羅北エリア、 

仙石原エリア、 

湖尻エリア、 

姥子エリア及び 

早雲郷エリア 

噴火状況に応じた地点 

→居住地域内に線引きが

必要 

４（高齢者等 

避難） 

３（入山規制） 火口から居住地域

近くまでの広い範

囲の火口周辺（想

定 火 口 域 か ら

700m 程度まで） 

姥子エリア、 

早雲郷エリア及

び大涌谷エリア 

・県道（姥子～早雲山） 

２（火口周辺規

制） 

火口から少し離れ

た所までの火口周

辺（想定火口域の

中 心 か ら 半 径

530m・440m の楕

円内） 

大涌谷エリア ・大涌谷への県道分岐点 

・ロープウェイ姥子駅 

・ロープウェイ早雲山駅 

・想定火口域周辺に至る各

登山道の入口 

１（活火山であ 

ることに留意） 

火口内等（想定火

口域内の一部地

域） 

状況に応じて 

・研究路ゲート 

・想定火口域内の各登山道 

 

２ 富士山の避難対策 

市は、富士山の火山活動状況や気象庁が発表する噴火警戒レベル等

の火山防災情報を踏まえ、避難対策を実施します。 

市は、噴火の状況に応じた的確な判断に基づく避難対策に努める必

第４ 避難活動 

市は、火山災害の発生後、人命の安全を第一に市民等の避難誘導を

行うとともに、あらかじめ指定された避難場所及び避難経路や災害危

険箇所等の所在、災害の概要、その他避難に関する情報の提供に努め

ます。 

また、市は、避難誘導、情報提供、相談、広域避難所の運営等にあ

たっては、要配慮者や外国人に配慮するとともに、男女双方の視点に

配慮した生活環境の確保等に努めます。 
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要があること、また、噴火活動は一定期間継続することや、その規模

等が時間の経過に伴い変化するため、これらを踏まえた避難の拡大・

縮小等が的確に実施できるようその方針を定める必要があることか

ら、避難対策については、火山の活動状況に応じて、柔軟に実施する

よう努めます。 

 

（１）降灰及び小さな噴石等からの避難の考え方 

市は、降灰及び小さな噴石の対策については、気象庁が発表する

降灰予報等を参考にして実施します。また、降灰可能性マップにお

いて 30cm以上の降灰が想定される範囲では避難準備を、２cm以上

の降灰が想定される範囲(影響想定範囲)及び小さな噴石の影響想

定範囲では屋内退避準備を呼びかけます。 

（２）溶岩流等からの避難の考え方 

溶岩流等が到達する可能性がある市町は、ハザードマップを踏ま

え、避難準備を呼びかけます。その後、火山活動の状況を踏まえ、

状況に応じた避難の呼びかけを行います。 

（３）指定避難所の指定等 

市は、火山の活動状況に応じた避難のため、避難の手段・経路を

指定するほか、避難場所の指定をあらかじめ検討します。 

なお、特に必要があると認めるとき、市長は、災害対策基本法第

60 条第１項の規定に基づき住民、観光客等に対して避難の指示を

行うものとします。 

（４）広域避難の調整 
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市は、大規模な災害の発生のおそれがある場合、市町村単独では

住民の避難場所の確保が困難となり、当該市町村の区域外への避

難、及び避難所の提供が必要と判断した場合には、県内の他の市町

村への住民の受入れ等について検討します。 

市は、避難者の保護のために必要な場合は、指定公共機関や指定

地方公共機関（運送事業者等）に対して、避難者の運送を要請又は

指示します。 

市は、県に対して、県内外の他の市町村への避難について、助言

を求めます。 

（５）交通規制等 

市長は、気象庁が発表する噴火警戒レベルを踏まえ、必要に応じ

て、警察、消防機関等の協力を得て、住民、観光客等に対する交通

規制等を実施します。なお、特に必要があると認めるときは、市長

は、災害対策基本法第 63 条第１項の規定に基づき警戒区域を設定

し、当該区域への立ち入り制限や禁止を行うものとします。 
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頁 改正後 改正前 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）想定される主な火山現象等 

ア ハザードマップ（想定火口範囲） 
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頁 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ハザードマップ（溶岩流可能性マップ） 

【全体図】 
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頁 改正後 改正前 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡大図】 
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頁 改正後 改正前 

237 ウ ハザードマップ（降灰可能性マップ） 

 

◎関連箇所：第１編地震災害対策計画第４章「第３節 避難対策」 

 

（追加） 

 

 


